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～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

午前１０時００分 開議 

～開 会 宣 告～ 

○議長（江守 勲君） 各議員におかれましては、お忙しいところご参集いただき、

ここに９日目の議事が開会できますことを心から厚くお礼申し上げます。 

 ただいまの出席議員は１４名で定足数に達しております。これより本日の会議

を開きます。 

 議事日程は、会議規則第２１条の規定に基づき、皆様のお手元に配付してあり

ますので、よろしくご協力お願い申し上げます。 

 それでは、議事に入ります。 

～日程第１ 一般質問～ 

○議長（江守 勲君） 日程第１、昨日に引き続き一般質問を行います。 

 １１番、酒井和美君の質問を許します。 

 １１番、酒井和美君。 

○１１番（酒井和美君） おはようございます。 

 本日、天気予報で３１度まで気温が上がるそうですが、外気に負けないぐらい

の熱意を持って質問に当たらせていただきたいと思いますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

 では、２番目の質問にいきたいと思います。 

 吉峰寺キャンプ場についての質問なんですけれども、ゴールデンウイーク中、

５月４日に私、３つのキャンプ場を見て回りました。たけくらべ広場と岩屋オー

トキャンプ場と吉峰寺キャンプ場です。 

 たけくらべ広場については、テントから手を出すと隣のテントに手が当たるほ

ど混み合うといううわさを以前から聞いておりました。実際行ってみると、ほぼ

そのとおりの混み合いで、駐車場も３００台入る施設ですが、満車の上に何十台

も車が敷地内にあふれている状態でした。 

 岩屋オートキャンプ場は、勝山街道から５キロほど細い道を行かねばならない

ところにありますが、車が行き交い、１５台ほどの車が駐車場にとまって、キャ

ンプ場もにぎわっておりました。 

 吉峰寺キャンプ場はというと、３台の車がとまり、バーベキューをされている

グループがありました。キャンプ場にテントを張っている方はいらっしゃいませ

んでした。キャンプ場自体も草刈りがされていない状態でした。 
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 福井県中のキャンプ場、それもアクセスが少し悪いようなところでもこのよう

に大入り満員といった状況の中で、吉峰寺キャンプ場はお客様をお迎えする気も

ないというような状況でした。 

 ゴールデンウイーク、人がいないわけではありませんでした。逆に、恐竜博物

館に行く観光客で道路が渋滞し、夜も禅の里、道の駅では歩道にまで車があふれ

ていたと聞いております。これをうまくキャンプ場に誘導すれば、キャンプ場の

利用者も確実にふやすことができると思います。 

 まず、１番目の質問です。 

 このゴールデンウイーク期間中の利用者数はいかほどだったでしょうか。お願

いいたします。 

○議長（江守 勲君） 商工観光課長。 

○商工清水和仁観光課長（森近秀之君）  

 

 

○議長（江守 勲君） このゴールデンウイークですけれども、４月２７日から５月

６日までの期間で延べ９４名の利用、申し込み件数として２１件。昨年は、ちな

みに５１人の利用でございました。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） １１番、酒井和美君。 

○１１番（酒井和美君） ありがとうございます。 

 ９４名、２１件の方のご利用があったということなんですけれども、キャンプ

場のほう、とてもちょっとテントを敷けるような状態ではない。２０センチほど

の草が生えている状態だったんですけれども、大型連休前に草刈りはされないの

でしょうか。 

○議長（江守 勲君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（森近秀之君） 本年４月１４日なんですけれども、吉峰区の方々の

ご協力をいただきまして、水路の清掃、また枝木の伐採、そして施設内清掃と草

取り作業もさせていただいております。そのときは、２階、３階についてはほと

んど草がまだ生えていないという状況でございました。 

 これまでなんですけれども、ゴールデンウイーク前に草刈り作業というのは行

ってございません。草刈りにつきましては、例年６月と９月に実施させていただ

いているというのが現状でございます。 
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 以上です。 

○議長（江守 勲君） １１番、酒井和美君。 

○１１番（酒井和美君） ６月と９月に草刈りをされている状況ということでありま

すと、６月にしても夏休みにはまたぼうぼうになってしまっている。９月にされ

ていても夏休みには間に合わないというような状況になるんですけれども、まず、

お客さんが来るシーズンというのを見越した草刈りということをされたほうがい

いのではないかと思いますので、またお願いいたします。 

 ３番目の質問に参ります。 

 ３問目ですが、内容に誤りがありましたので、一部修正させていただきます。 

 「昨年、平成３０年度の予算」で記載させていただいている部分なんですけれ

ども、こちらが誤りで、正しくは「平成２９年度決算成果表において」と修正し

ていただきたいんですけれども、この昨年、平成２９年度の決算成果表において、

１０８万円の修繕費が計上されております。吉峰寺キャンプ場についてなんです

けれども。こちらは管理棟、研修棟、トイレ、炊事場、バーベキュー施設がある

んですけれども、経年劣化で全てがもう廃墟のように見えるんですけれども、ど

こを直されたのでしょうか。お願いします。 

○議長（江守 勲君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（森近秀之君） 平成２９年度の修繕費の内訳でございますけれども、

まずキャンプ場のトイレの屋根の漏水があったということで、漏水防止工事とい

たしまして約９０万円の工事をしてございます。それと、身障者用のトイレの修

繕ということで約１５万円。もう一つ、キャンプ場がいわゆる漏水をしておりま

したんで、その工事で約３万円。計、合わせまして約１０８万円の修繕をいたし

ておりまして、ただ、屋根の漏水工事の際におきましては、外壁等の修繕という

のはしていないというような状況でございます。 

 また、ちなみに平成３０年度でございますけれども、外灯の修繕として１６万

円という費用を施行させていただいてございます。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） １１番、酒井和美君。 

○１１番（酒井和美君） 済みません。その１６万円のところ、ちょっと聞き取れな

かったんですけれども、お願いします。 

○議長（江守 勲君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（森近秀之君） １６万円は外灯の修繕という形で１６万円を実施さ
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せていただきました。 

○議長（江守 勲君） １１番、酒井和美君。 

○１１番（酒井和美君） ありがとうございます。 

 せっかく漏水というのを直されても、外壁が余りにも汚過ぎることによって、

女性でしたらちょっとこれは入れないというような、研修棟のほうも壁に赤さび

がすごくついている状態で、もうお化け屋敷みたいになっているんですね。トイ

レのほうも壁に黒ずみが全面的に覆われていて、外観からして中がそんなにきれ

いになっているということが思えないような、ちょっと入るのが恐ろしいという

ようなトイレになっています。遠目から見ても、どういった施設であるかもちょ

っとわかりにくいような状態に感じるんですけれども、せめてせっかく漏水を直

されるのであれば、外壁部分、屋根というのを直せないのかなと思うのですが、

地元の方の協力などもいただいてペンキを塗るなどの作業とか、そういったこと

も考えられないでしょうか。お願いします。 

○議長（江守 勲君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（森近秀之君） やはりキャンプ場という形でオープンをしている状

況でございます。今ほど言いました、やはりトイレの外壁であるとか、あとあそ

こにございますバーベキューの屋根、先ほど研修棟の赤さびが壁にべたっとつい

ているといったことがありますので、今、せっかくオープンしている施設でござ

いますので、リニューアルとまではいかないまでにしても、何らかの対処を今考

えていきたいというふうに考えてございます。 

○議長（江守 勲君） １１番、酒井和美君。 

○１１番（酒井和美君） ありがとうございます。 

 ほんのちょっと、そうやって直すだけでも利用者さんがぐっとふえるのではな

いかと思いますので、お願いいたします。 

 次の質問なんですけれども、上志比地区の吉峰地区のあたりなどを車で動いて

おりましても、ちょっと施設の存在を示すような看板が少ないなと感じます。そ

れで、どこから入ったらキャンプ場に行けるかということもすごくわかりにくい。

大きい道路からわかりにくいですし、近くに行ってもキャンプ場の看板がおうち

の陰に隠れているような形になっていて、遠目からもそれがキャンプ場であると

いうことがわからない。私としてもＪＡの施設か何かに見えるんですね。 

 そういうことが遠目からわかる、運転しながらでもわかるというような看板が

足りていないように感じるんですが、いかがでしょうか。 
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○議長（江守 勲君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（森近秀之君） 実際のところ、このキャンプ場だけではなくて、い

わゆる中部縦貫自動車道のインターをおりてからでも、全体的に観光施設等への

案内看板が不足しているということを感じてございます。また、既設の看板にお

きましても経年劣化している部分がございます。 

 今思ってますのは、町のほうでもそうしたインター周辺であるとか看板調査し

て、来年はオリンピックも来るということがございます。何らかの看板設置の整

備を考えさせていただきたいなというふうに思ってございます。 

 吉峰寺キャンプ場につきましては、今、ドッグランを考えてございますので、

それにあわせて看板の修繕は今予定してございます。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） １１番、酒井和美君。 

○１１番（酒井和美君） ありがとうございます。 

 道の駅のほうでも、夜のお客さんが渋滞というか、混み合い過ぎて駐車場がい

っぱいになっているというようなことを、よくいろんな町内外の方からそんなこ

とになっているよみたいなことの話を伺っておりますので、そこもきちんと整理

されるように、道の駅のほうからの誘導の看板などもぜひお願いいたします。 

 では、５番目の質問なんですけれども、インターネットでのＰＲもちょっと消

極的過ぎるのではないでしょうか。今現在のところ、公式の永平寺町のホームペ

ージですとか、観光のホームページでは取り上げられていると思いますし、グー

グルマップのほうでも出てきはするんですけれども、例えば岩屋オートキャンプ

場さんなんかはグーグルマップのほうで直接予約ができる状態にまでしていらっ

しゃるということで、やはりそのあたりで利用しやすさというのがぐんと変わっ

てくると思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（江守 勲君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（森近秀之君） 吉峰寺キャンプ場につきましては、実は平成２６年

度より、地元を含めました検討会を行ってきている状況でございます。２７年度

におきましても上志比地区の振興会のほうから、いわゆる里山キャンプ場として

の整備、また老朽化施設のリニューアルといった要望も実は出ている状況でござ

います。 

 町といたしましては、実は吉峰寺キャンプ場と浄法寺山キャンプ場、２つのキ

ャンプ場があります。それらの必要性、また利用者数、また維持管理経費などを
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見たときに、施設の存続等につきましても実は町内のほうでもいろいろ検討して

いる状況でございます。商工観光課としては、先ほど言いました開設している施

設はやはり何らかの形で補修とかしていきたいと考えてございます。 

 インターネット等につきましてでございますけれども、やはりまずお客様を迎

えれる体制というものも当然必要になってくるかと思います。今後、施設の利用

につきましては、また地元の方等も利用して、ある程度はやっぱり受け入れ体制

をきちんと整えた上で少しＰＲを強めていきたいかなと思っているのが現状で

す。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） １１番、酒井和美君。 

○１１番（酒井和美君） ありがとうございます。 

 インターネットのほうも、インターネットに情報を流したらすぐリアクション

というか反応があるかというと、そうでもないと私は思うんですね。例えば浄法

寺山も青少年旅行村という名称になっていることによって、キャンプ場というふ

うに、永平寺町キャンプ場と検索したときに、それではひっかからないんですね。

ワード検索では。「（キャンプ場）」というような名前の入れ方をするとか、少

しの工夫でも、利用者数がぐんと上がることが大事ということよりも、まず見た

方にとって親切であるかどうかという、そういう印象を受けるかどうかというこ

とがまずは大事なのではないかと思います。おもてなしを受けている印象がイン

ターネットからも感じられることによって、現場に行けばおもてなし体制も整っ

ているであろうと予測されることができると。 

 もちろん受け入れ体制も整えていただきたいんですけれども、足並み合わせて

整備していただけたらと思います。よろしくお願いいたします。 

 最後の質問になるんですけれども、永平寺町、ことし、門前に柏樹関完成いた

します。それでも、宿泊施設というものは余り多くはありません。吉峰寺キャン

プ場は数少ない宿泊施設とも言えます。これを生かさないことが大変もったいな

いことであるように感じられます。ドッグラン以外に、吉峰寺キャンプ場の強み、

弱みは何だと把握されているでしょうか。また、その強みをどのように生かし、

利用者数を今後どう増加させていかれるでしょうか。お願いいたします。 

○議長（江守 勲君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（森近秀之君） 吉峰寺キャンプ場の強みといたしましては、やはり

自然が多いというところ。それと、今は草生えているところなんですけれども、
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フリーサイトの区画でございますので、自由にある程度使用することが可能とい

うのが現状でございます。こうしたことから、過去にはボーイスカウトの利用実

績というものもございます。 

 ただ、弱みといたしましては、やはり施設設置されてから４０年ほどたってい

るということで、施設の老朽化があると。それともう一つ、やはりテントの設置

する場所なんですけれども、イノシシ等が入ってきまして、かなり下がでこぼこ

の状況になっているというのがあります。また、大きな施設利用者数に対して今

現在は維持管理経費が高いといったところが弱みになっているかなと。 

 やはり利用者数の増加という中で、地元の方との協議も必要なんですけれども、

やはりどういうような体制で施設を維持管理していくか。それともう一つ大きい

のは、先ほども言いました情報発信をどのようにしていくかというところが課題

となってまいりますので、この辺を整理した上で集客数を多くできればなという

ふうには思ってございます。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） １１番、酒井和美君。 

○１１番（酒井和美君） ありがとうございます。 

 今、商工観光課さんのほうでそういうふうに把握されている部分だと思うんで

すけれども、もう少し大きな、広い視点で見ていただいて、とにかく道路から近

いということが物すごく強みだと思うんですね。中部縦貫道や勝山に行く大きな

道路からすぐ近くにある。道の駅からもすぐ近くにあるということが強みだと思

います。 

 逆に、川が流れていないとか、ちょっと２段、３段になっていて荷物を持って

上がらないといけないということは弱みになってくると思うんですけれども、道

路から近いというのは本当の強みだと思うんですね。これを生かせば利用者数は

ぐっと上がると思うんですけれども、この体制づくりが大変だというお話もされ

ていたんですが、例えばせっかく商工観光課さんの事業ですので、開業支援のこ

とで結びつけられるとか、それで人を集めて体制を整えられるようなことも考え

てもいいのではないかと思います。 

 自治体が運営するとか、自治会の地区が運営するということのほかにも、何か

違う方法があるのではないかと。今、若い人たち、山で遊ぶということをしてい

る人たちがとてもふえてきていますので、言葉もいろんな言葉も出てきています。

山プレーヤーとかそういったものも出てきている。森のリトリートとか。森や山
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を基点にして、まちづくりとか地域おこしをされている方もふえておりますので、

そういった方が永平寺町にも来られています。そういった方をどんどんと活用し

ていただきたいなと思います。 

 では、３番目の質問に参りたいと思います。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 本当に私も竹田のキャンプ場、ゴールデンウイーク中に行き

まして、改めて今そういったアウトドアブーム、キャンプ場ブームというのも実

感しました。すごい人やなというふうに思いました。今、ここのキャンプ場も４

０年たって、その当時のキャンプのスタイルと、今のキャンプのスタイル、アウ

トドアのスタイルというのは大きく変わってきていると思います。 

 実はニーズはいっぱいある中で、そのニーズを捉え切れていない。また、発信

の仕方も捉え切れてないという点があると思います。これ、決して商工観光課の

ここの施設だけでなしに、生涯学習課の施設であったり、いろんな施設の利用増、

こういったところにもやはり今の的確なニーズ、こういったものを捉えて、しっ

かり発信していけるような、そういった体制に努めていきたいと思います。 

 ありがとうございます。 

○議長（江守 勲君） １１番、酒井和美君。 

○１１番（酒井和美君） ありがとうございます。 

 では、３番目の質問、参りたいと思います。 

 地域交通の利用促進をということで、ほかの同僚議員の皆様も取り上げている

テーマではあるんですけれども、この何年か、暴走した自動車が歩行者を巻き込

む交通事故が多発しており、ことしは特に被害の大きな事故の報道が連日続いて

おります。この状況を鑑み、運転免許証の返納促進の重要性も高まっております

が、免許証を返納しやすい環境整備のため、地域交通の利便性の向上が求められ

ます。 

 最初の質問なんですけれども、現在の地域交通は主に学生や高齢者の足となる

ように路線や運行時間が決められていると思います。例えばコミュニティバスの

土曜日の運行数が１日一、二本であったり、日曜が運休であるということは、土

日に働く人の足となることを前提としていないことを示しております。 

 できるだけ多くの人が地域交通を利用して生活を組み立てることができるよう

に、地域公共交通会議で協議される必要性が、ことしの傾向ということも考えな

がら、必要性が出てきているのではないかなと思うんですけれども、次期開催の
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ご予定はどうなっているでしょうか。お願いします。 

○議長（江守 勲君） 総務課長。 

○総務課長（平林竜一君） 地域公共交通会議につきまして、今年度は７月から８月

ごろの開催を予定しているところでございます。 

 地域公共交通会議につきましては、地域の実情に応じたバスの運行の状態です

とか、料金について、その他必要があればその他の議案について合意形成を図る

場として設置をされておりまして、随時開催するというような形ですけれども、

今年度につきましては７月から８月ごろ。そのメンバーにつきましては、区長会

ですとか、健康長寿クラブ連合会、あるいは町のＰＴＡ連合会の方、あるいはそ

ういった利用者の代表の方、警察、国、交通事業者といった方がメンバーとして

構成されておりまして、そういった方々の意見をお聞きしながら、これまでにも

コミュニティバスですとルートの変更ですとか、時刻表の変更ですとか、そうい

ったことを行ってきております。 

 今年度につきましては、地域の支え合いにより、地域のためになる新しい移動

手段ということで、志比北地区において何か実証ができないかというようなこと

を協議するということを一つの議題としまして地域公共交通会議を進めていきた

いと。 

 ただ、これにつきましては地元のほうとよく意見交換ですとか、説明ですとか、

そういったものをまずは行っていって、地元の理解が当然必要ですので、そうい

った調整をする中で、確定ではありませんけど、今予定としては７月から８月ご

ろを開催予定としているところです。 

○議長（江守 勲君） １１番、酒井和美君。 

○１１番（酒井和美君） ありがとうございます。 

 私、昨年の９月の一般質問にてもう少しお願いさせていただいたんですけれど

も、人を雇っている事業者さんも、アルバイトさん、バスで行きたいんだけどな

いなっていつも困られているような場合もありますので、働く人の意見も酌み上

げることができるように、会議に、メンバーにそういった方も加えていただける

とありがたいなと思います。お願いします。 

 では次、２番目の質問なんですが、昨年の９月議会の一般質問にて、大手検索

サイトへのコミュニティバス運行情報の掲載をお願いいたしました。誰もが利用

するヤフーやグーグルでコミュニティバスの運行時間を調べることができれば、

利便性が大きく向上します。 
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 ヤフー路線情報の路線バス対応事業者を見ると、福井県内のコミュニティバス

では鯖江市、敦賀市、越前町の名前が挙がっております。グーグルマップの検索

でも、鯖江市、敦賀市のコミュニティバスは検索できるようになっております。

鯖江市は昨年２月から、敦賀市はことしの４月から情報連携しているようです。 

 グーグルマップで検索できるようにするには、自治体がバスの運行情報をＧＴ

ＦＳファイルでグーグルに提供することで可能になるそうです。ＧＴＦＳデータ

はエクセルでも対応でき、また外部委託もできるそうで、難しいことではないよ

うに思われますが、永平寺町としてグーグルマップやヤフー路線情報との情報連

携をされないのでしょうか。お願いします。 

○議長（江守 勲君） 総務課長。 

○総務課長（平林竜一君） この件につきましては、ことしの２月に、県のほうが市

町村を対象にしましてＧＴＦＳデータ、エクセルで作成するデータですけれども、

それに関する勉強会を開催しております。 

 本町としましても、現在、ＧＴＦＳデータを作成しているところでございまし

て、その流れとしましては、各市町がつくるＧＴＦＳデータ、コミュニティバス

のバスの停留所の緯度、経度、座標を全部エクセルデータに落とし込むわけです

けれども、そういったデータを今度、県のほうに提出しまして、県がそれを取り

まとめまして、その内容について間違いがないかどうかチェックをしまして、そ

れを大手検索サイトのほうに提供するといったような流れ、手順で作業を進めて

いるところです。 

 当然委託もできるわけですけれども、現状は総務課の職員がグーグルマップで

バス停留所を検索すると一つ一つ緯度、経度が出てきますので、それをエクセル

データに落とし込んでいるというような形で、当然、そういったデータができ上

がれば、県及び町のホームページのオープンデータのサイトにも検索していきな

がら、一般の民間の方にも広く利用していただけるような形をとっていきたいな

というところで、今、作業をしているところでございます。 

○議長（江守 勲君） １１番、酒井和美君。 

○１１番（酒井和美君） 話がそのように進行していると伺いまして安心いたしまし

た。これはちなみに完成のめどはいつごろになるんでしょうか。 

○議長（江守 勲君） 総務課長。 

○総務課長（平林竜一君） 実際、作業をやってみると、なかなかバス停の数も多く、

時刻表とかいろいろデータを入れ込むのに結構時間がかかります。県のほうで取
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りまとめるということですので、時期というものはまだ今ちょっとわからないん

ですけれども、できるだけ進捗を早めたいなとは思っております。 

○議長（江守 勲君） １１番、酒井和美君。 

○１１番（酒井和美君） できるだけ早く完成したらうれしいなと思います。よろし

くお願いいたします。 

 そのように話進まれているということなので、次の質問を割愛させていただき

たいと思います。 

 ４番目の質問なんですけれども、福井県では車を使わなければ生活できないと

いう思い込みや、車に乗っていないと恥ずかしいといった価値観が強過ぎるよう

に感じます。意識変革をしなければ、悲しい事故が続いていくのではないでしょ

うか。事業者向けにＭａａＳ会議をされて、今、足りない移動サービスを模索さ

れているのは理解していますが、全町民向けに自家用車以外の移動手段について

の勉強する機会は設けないのでしょうか。お願いいたします。 

○議長（江守 勲君） 総務課長。 

○総務課長（平林竜一君） 自動車以外の移動手段ということになりますと、電車、

バス、タクシー、それ以外にも自転車も含めていろいろな交通手段があろうかと

思います。 

 このうちコミュニティバス、路線バスについては、どうしても利用する以前に

乗り方がわからないとか、そういった方もいらっしゃるということを聞いており

ます。ほかの自治体でも、そういう乗り方教室というものをやって利用者をふや

したというような成功事例もあるように聞いておりますので、今年度は、先日も

申し上げましたけれども、乗り方教室を行ったり、そういったことで利用者をふ

やしていきたい。公共交通の利便性といいますか、使い勝手、身近に感じていた

だくような取り組みをしていきたいなというふうに考えております。 

 また、今、県のほうではクルマに頼り過ぎな社会づくり推進県民会議というも

のがありまして、その県民会議の動きの一つの中に、カーセーブデーというもの

を設けておりまして、毎週金曜日には車ではなくて公共交通を使いましょうとい

うことで、本町の職員もカーセーブデーに参加しておりますし、庁内でもまたノ

ーマイカーデーということで、これは各職員それぞれに、自分のライフスタイル

に合わせて設定していただいて、車ではなくて公共交通を利用して出勤していた

だくというふうな取り組みもしています。そういった取り組みを広めていきたい

なというふうには思っております。 
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 最終的には、そういったことを町内の企業の方とかいろんな方に広報していき

ながら、先ほどの乗り方教室というのはやっぱりちょっと高齢者向けになってし

まうかもわかりませんけれども、まずはそういったとこから手始めに始めさせて

いただいて、公共交通を利用していただくというような取り組みを行っていきた

いと思っております。 

○議長（江守 勲君） １１番、酒井和美君。 

○１１番（酒井和美君） ありがとうございます。 

 私もこの一月ほど、ノーマイカー運動をしておりまして、よかったら全庁挙げ

ての取り組みということで展開していただきたいなと思います。 

 また、コミュニティバスのフリーパス券を配布されていると伺うんですけれど

も、そのタイミングで勉強会というのは今現時点ではまだされていらっしゃらな

いんでしょうか。お願いします。 

○議長（江守 勲君） 総務課長。 

○総務課長（平林竜一君） そのフリーパス券を配布すると同時に勉強会というのは、

今現在は行っておりません。 

 ６０歳以上の方にフリーパス券を配布するというような取り組みをやっており

ますけれども、新たな移動手段ということになりますと、コミュニティバスだけ

ではなくて、例えば今、ほかの自治体なんかでは一人乗りの電動カートを使って、

本当に短い距離ですけれども、そういった実証をやっているようなところもござ

います。それが本町にふさわしいかどうかというのは別としまして、いろんな移

動手段を考えていく中で、その移動手段の乗り方、あるいは使い方というのは、

その都度都度説明していくというか、勉強会を開いていくということは今後ある

かと思いますけれども、今現在、フリーパスと同時にということはやっておりま

せん。 

○議長（江守 勲君） １１番、酒井和美君。 

○１１番（酒井和美君） どうもフリーパスをなくされてしまっているという方も多

いみたいなので、またフォローしながらお願いいたします。 

 では、質問は以上で終わらせていただきたいと思います。 

 ありがとうございました。 

○議長（江守 勲君） 次に、１０番、川崎君の質問を許します。 

 １０番、川崎君。 

○１０番（川崎直文君） １０番、川崎直文です。 
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 今回、通告で３つのテーマを提出させていただいております。 

 早急、まず１問目に入りたいと思います。 

 幼児園・幼稚園の施設再編の検討はということです。 

 永平寺町幼児園・要支援施設再編について（答申）が検討委員会から３月２７

日に提出されております。その答申の内容は、大きな項目で５項目、答申されて

おります。さらに、細分化した９つの答申内容になっております。 

 この答申を受けて、今年度に幼稚園、幼児園施設再編を検討すると、町で取り

組むということです。どのように検討し、どんなふうな計画、検討結果が出てく

るのかということを確認させていただきたいと思います。 

 まず、この答申の内容について、どのように受けとめているのか。５つの項目

があります。答申の内容ですね。１つは、幼児園、幼稚園における乳幼児教育・

保育のあり方と。２つ目が、１クラスの適正な人員はどのようであるのかという

ことです。それから、幼稚園、幼児園の適正配置ということ。４つ目、園の運営

のあり方についてということです。そして５つ目に、地域における幼児園、幼稚

園のあり方についてということで、この５つの項目で答申が出されております。 

 この５つの項目を、これから検討していくわけですけれども、一体どういうよ

うなところに注力し、また検討内容によっては時間のかかる項目があろうかと思

います。早い時期に検討していかなきゃいけないといったこと。それから、運営

のあり方で、民営化について触れられております。この点についても、どういう

捉え方で検討をしていくのかといったようなことでお答えください。お願いしま

す。 

○議長（江守 勲君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（吉川貞夫君） それでは、お答えさせていただきます。 

 幼児園・幼稚園施設再編検討委員会におきましては、現状を踏まえて、さまざ

まな角度から検討をいただきました。子どもの成長について、社会現象の変化―

―これは子どもの数の減少とか、核家族化の進行などがあると思いますが、そう

いう変化。施設の状況。そして、子どもにとって、これからどういうような幼児

教育・保育環境がよいのかということを活発にご議論いただきました。委員の皆

様には、本当に改めてお礼を申し上げたいというふうに思います。 

 ご質問の注力すべき答申の項目ということですが、答申の内容からしますと５

つの項目。まず１つ目には、子どもたちが集団生活の中で育つ環境を整えること

があると思います。２つ目、適正人数ということでは、３歳から５歳児において
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は、各年齢で１クラス２０人程度が望ましいということ。３つ目には、地域の子

育て支援の拠点としての施設の運営ということがあると思います。４つ目に、園

児の通園において、通園しやすい環境整備を考えてほしいという、ほかにもあり

ますが主にこういうことだと思います。 

 早急に検討すべき事項ということですが、まずは答申を踏まえて、今後の全体

的な計画をどのようにしていくかと。全体計画をまず検討すべきというふうに考

えております。その中で、早急に着手すべきものと、時間をかけて対応するもの

というものがおのずと考えられていくのかなというふうに思っております。 

 ３つ目の民営化についての認識ということですが、答申においても民営化につ

いては引き続きの検討課題というふうな答申で出されております。 

 まずは、子育てのあり方、施設の再編、適正配置ということをしっかり検討す

ることが大事だと思っておりまして、民営化についてはやはり今後ともさらにま

ず研究を深めていく。研究をしていきながらというふうに考えておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） １０番、川崎君。 

○１０番（川崎直文君） 全体計画ということを今おっしゃったんですけれども、こ

の言葉、全体を見ての、今、幼児園が８つ、それから幼稚園が２つですか。これ

全体を見て、当然そうなんですけれども、ちょっとそこの全体的計画というその

内容を少し説明していただきたいと思います。 

 それから、今言われました３歳以上の同年齢の１クラスの規模。これ具体的に、

今回の答申で具体的数字が出たのは、この２０人という数字なんですね。これに

基づいて再編をするのか、これ非常に大事なところなんですね。２０という数字、

答申では出たんですけれども、これをもう少し検討の段階で数的なものを見直し

かけるのかといったことですね。 

 次に、通告には出してないんですけれども、小中学校の適正配置の検討という

のが今年度と来年度に行われます。小学校再編との連携をどう捉えるのかという

ことです。検討委員会の中でも、各幼稚園、幼児園における幼小――幼児園と幼

稚園とそれから小学校の連携、幼小連携ということもテーマに挙がっていたわけ

です。そして、小学校の家庭・地域・学校協議会にも、その地区の幼稚園、幼児

園の園長先生が参加されています。要は小学校との連携というのが現実行われて

いるわけです。こういった観点から、今、行われています、そして来年には方向



 －151－

性が出てくると思うんですけれども、小学校の再編というところの関連ですね。

どうリンクさせていくのかというところもひとつお聞かせ願いたいと思います。

よろしくお願いします。 

○議長（江守 勲君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（吉川貞夫君） まず、全体計画の内容というご質問でございまし

たが、まさしく全体計画というのを今から庁内で検討をしていくことになります

ので、まずは答申にも出ていましたように、全町を対象に、まず子どもたちにと

って望ましい環境はということを答申に基づいて、どういうふうに計画策定して

いくかということが大事だと思いますので、その点はまた計画策定の段階でも議

会等にもお示ししながらご意見を伺いたいというふうに思っております。 

 答申の中に２０人の適正人数ということありましたが、答申の内容、答申にお

いては、幼児園、幼稚園において園児一人一人に目が届き、かつ家庭や地域では

困難な乳幼児教育・保育活動を担う場としての望ましい園児数については、３歳

以上の同年齢の１クラスの園児数が２０人程度が適正と考えますと。あくまでも

集団生活、そして子どもたちが学び合う場としての集団の人数としては２０人が

適正であるというふうなことを思っておりますが、ほかの項目でもありますとお

り、地域の実情とか、さまざまな角度からの検討も必要でありますので、一つの

集団生活の考え方としては方針が出ますが、これにほかのさまざまな検討課題を

加えた上でその人数を出していくということになると思います。 

 ３つ目の小学校との連携、幼小連携の部分でございますが、確かに議員さんお

っしゃいますとおり、小学校における地域協議会ですか、学校における協議会の

ほうに園長が入っている学校もあると聞いています。まずは、幼小の連携につき

ましては、学校協議会だけではなくて、子どもたちが就学する段階での園と学校

との連携という面でも、教育長さんの指示を受けながら進めている段階におきま

しては、非常にスムーズに進んでいます。今、小中学校との検討とのリンクとい

うことでございますが、私どもとしましては、あくまでも答申を受けて、幼児園、

幼稚園のほうの計画策定は進めていきたいというふうに考えております。 

 そういう中で、今後の進め方の中では、役場内を連携しながら進めていくとい

うことはあると思いますが、今、うちのほうとしては答申に基づいて計画の策定

を進めていくという考えでおります。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 
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○町長（河合永充君） 答申をいただきました。いろいろな案件を、いろんな皆さん

に検討していただいて、本当に真剣に答申いただいた中で、町が次はどうやって

この方向性を出していくかということを問われているんだと思います。 

 町としましては、例えば２０人程度とか、いろいろな数値、また地域での幼児

園のあり方。こういった答申の中で、いろいろなシミュレーションをつくってい

きます。それは何パターンかつくっていって、例えば１クラス２０人でやった場

合はどういうふうになるのか。その場合は地域における影響がどういうふうにな

るのか。地域としっかり連携をとっていくのであれば、２０人という答申が出て

いますが、何人までならいいのか。それをしていく。 

 また、民営化というパターン。これも民営化をした場合はどういうふうな影響

があるのか。そして、今いろいろなほかの市町も調べますと、民営化といいまし

ても、例えば永平寺町ができるかどうかわかりませんが社協さんがやっている民

営化というのもあります。ただ、それが永平寺町にはできるのかどうか。もう一

つは、民営化も、ずっと民営化が世の中の流れのような感じに来ていましたが、

今これから少子・高齢化とか、保母さんのなり手不足、こういった面で果たして

民営化がいいのか。そういったのを何パターンかつくりまして、それを永平寺町

に一番ふさう、またちょっと将来を見据えた中でシミュレーションをしながら、

それがひょっとしたらミックスになっていくかもしれませんが、何パターンかを

やっぱりつくって、それを検討していく。いろんな角度で検討していく。 

 また、今回、答申をいただいた方々以外の方のご意見。もちろん答申をいただ

いた方に何らかの回答はしていかなければいけませんが、そういったご意見。も

ちろんそこには議会も入っていただきたい。全員協議会とか委員会の場でも諮っ

ていただきたいということもありますので、今、そういういろいろなパターンを

シミュレーションをしまして、これをまた皆さんにお示しし、また町もその中で、

これが永平寺町の方向性だなということもしっかりと示していきたいなというふ

うに思っております。 

 今年度かけていろいろ示していきますので、よろしくお願いします。 

○議長（江守 勲君） １０番、川崎君。 

○１０番（川崎直文君） 今のご答弁でイメージが少し固まってきたんですけれども、

いろんな切り口いうか、答申の項目でシミュレーションしていく、デザインして

いくという。そのデザインした一つのモデルをいろんな角度から、また町民の方

のご意見も聞いて、どんどん絞り込んでいくということですね。 
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 一つ気になるんですけれども、言葉を捉えるわけではありませんけれども、町

長、今、方向性って言われたんですけれども、次の質問になるんですけれども、

今年度にいろんなシミュレーション、デザインをして、そして皆さんのご意見を

聞きながら絞り込んでいく。その結果、今ある８つの幼児園、そして２つの幼稚

園、これが具体的に幾つになるのかと。方向性ではないんですね。次、あるべき

永平寺町の、幾つあるのか。今、８プラス２の１０個の園が数的にどうなるのか。

そして、どこの地域にあるのかといったような明確な計画ですよね。再編計画な

んですね。方向性は、ちょっと言葉を捉えるんですけれども。 

 その点、今回、どんなふうにして検討していくかというのはまた次、質問させ

ていただきたいと思うんですけれども、今年度に具体的に永平寺町における園の

数はこれになりますよ。デザインの結果、この地域にこうですよといったものが

出てくるのかどうかというところを確認したいと思います。よろしいでしょうか。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 方向性というのは、ある程度もう皆さんの合意を得ながら、

こういうふうに進めますという、方向性といいますか計画です。ただ、これが決

まったから来年から一気に進むのではなく、予算的なもの、人口シミュレーショ

ンみたいなもの、そういったものをあわせて計画を持ってはという方向性は、方

向性というとまたあれですけど、計画になっているかなって。再編計画というか、

そういうふうな計画といいますか、そういうふうに。何か方向性ってすぐ言って

しまうんですけど、そういうことです。よろしくお願いします。 

○議長（江守 勲君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（吉川貞夫君） 今、町長申し上げましたとおり進めていく所存で

ございます。 

 計画の内容、具体的に何園にするとかということにつきましては、これからま

さしく検討していくということですので、その点はよろしくお願いします。 

○議長（江守 勲君） 室教育長。 

○教育長（室 秀典君） 今、小学校との連携というふうなお話ありました。 

 このことにつきましては、今年度から適正配置についての検討が始まっており

ます。今、答申後の連携というふうなことで、そういうことでご理解をいただき

たいと思います。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 先ほどの質問の中で学校適正配置の話、そこの整合性はとい
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うお話もありました。 

 今、教育委員会のほうでこの適正配置を進めていっているんですが、その過程

の中で、幼児園のあり方はどうしたほうがいい。町も今、どんどん示していくん

ですが、ひょっとしたらそこで整合性がとれなくなる。来年１年ありますので、

とれなくなった場合のこともちょっと考えさせていただきたいなというふうに思

います。 

 先ほど、年度内に大まかなそこは示していきますが、適正配置の計画を進めて

いく中で、幼児園との関連性であったり、そういったものがひょっとしたら、大

事なことですので、なった場合は事前にお知らせをして、こういった理由で少し

この計画を一遍に考えていきたいという方向性を議会にお示しする場があるかも

しれませんで。 

 ただ、今、適正配置をどういうふうに進めていくかという中で、この幼児園の

方向性がなるべく早く出ることによって、そこに落とし込んでいくということも

可能ですので、そこは少し臨機応変といったらちょっとあれかもしれませんが、

やらせていただけたらいいなと思いますので、ご理解よろしくお願いしたいと思

います。 

○議長（江守 勲君） １０番、川崎君。 

○１０番（川崎直文君） 今、町長おっしゃるように、やはり今思うと幼稚園、幼児

園の再編と、それから小中学校の再編というのは、やはり同時期に、お互い関連

性を持ってやっていくべきだったんじゃないかなと思うんです。これは今言って

も仕方ないことなんで。 

 今、町長言われるように、一方で小中学校の再編がどんどん進みますから、絶

えずそこの情報交換というんですか、考え方とかをしっかりとつかんで、こちら

は具体的な計画を進めていく。おっしゃるとおり、場合によっては小中学校の再

編の方向性によっては少し検討期間が、デザインの期間が延びるのかなという思

いはしておりますので、よろしくお願いします。 

 先ほど、いろんなシミュレーションをやりながらデザインしていく。そして、

皆さんのご意見も聞く。議会のほうの意見も提出しなきゃいけないんですけれど

も、どういった組織、どういった検討をやっていくのかという。いつ、誰が、ど

のようにという具体的なところを、もうこれ始めなきゃいけないですよね。今年

度中というても、もう残り半年もなくなってしまっているんじゃないかなと思う

んで。実質ですね。どのように検討していくのか、誰がどのように、いつ、スケ
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ジュールですね。これを現時点で設計しておられると思いますからお聞かせくだ

さい。 

○議長（江守 勲君） 室教育長。 

○教育長（室 秀典君） 一つ確認をさせていただきます。 

 先ほど再編という言葉が出ました。小中学校の場合は適正配置についてで、再

編というふうなことではございませんで、その辺だけ確認させていただきますの

で。 

○議長（江守 勲君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（吉川貞夫君） 先ほども申し上げたとおり、年度内には策定を目

指したいというふうに考えております。 

 町長申し上げましたとおり、シミュレーションをする。何パターンがシミュレ

ーションをしながら、まずはそのシミュレーションの段階で庁内でしっかり関係

各課の協議の中で、そういうシミュレーション策定をしていきたいと考えていま

す。庁内で策定したものを、議会、全協とか委員会等に提出をしながら、またご

意見を伺いながら、そういうやりとりを繰り返しながら、年度末に向けて一つの

計画案を計画として策定していきたいというのが今ざくっと考えているものでご

ざいます。 

 その時期的なものとかについては、内部で調査をしていますが、早急にそうい

うふうなシミュレーションを策定しまして、議会等とも何回でもやりとりをしな

がら、最終的に年度末に向けて計画案を策定していきたいというなのが今の思い

でございます。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） １０番、川崎君。 

○１０番（川崎直文君） 答申の前段を見ても、家庭、それから幼稚園、幼児園、地

域及び行政が互いに連携して、子どもたちの健全な心身を育て、見守ることは大

変重要なことであるということ。そして、具体的に施設の再編を考えるんですけ

れども、地域的なバランス、施設の状況、それから保護者のニーズ、地域の理解、

総合的に判断していくという、ここが大事ですよというのは答申書でも出ており

ます。 

 今、役場内でシミュレーションをいろいろデザインして、そして議会へ示して

いただくということですけれども、これぜひ、やはり地域にも、町民の方にも示

していただいて、役場内、議会だけのものではなくして、やはり全庁挙げてのデ



 －156－

ザインをしたんだというところが非常に私は大事だと思います。 

 そういった意味で、先ほどの小中学校適正配置検討ですね、正しくは。それと

の兼ね合いもあります。余り急がずにというのはちょっと言葉あれですけれども、

慎重にいろんな分野での、各方面でのご意見を聞いて進めていく。これが非常に

大事なんじゃないかなと思います。 

 くれぐれもこの点をしっかりと考えていただいて取り組んでいただきたいなと

思います。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 当然だと思います。 

 まず、いろいろな地域に入ってお話を聞かせていただくのが先なのか、まず議

会と話をしながら、また地域の声を聞いてフィードバックしていくのがなのかと

いうのは、いろいろ今年度中やりながら、そういったこともいろいろ進めながら

やっていきますので。 

 やはりおっしゃるとおり、役場内だけの会議の中でシミュレーションしていく。

そこでひょっとしたら住民目線であったり、いろいろな視点というのが見えてこ

ないところもあると思いますので、しっかりといろいろな地域の中に入っていっ

て声を聞いていく、意見を聞いていく、また理解を求めていく。そういったこと

は大事かなと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（江守 勲君） １０番、川崎君。 

○１０番（川崎直文君） それでは次、２問目に入ります。 

 「永の里」事業への町の対応はということです。 

 「永の里」、地域未来投資促進法に基づいて、基本計画の中で重点促進区域と

いうことで志比北の下浄法寺地区が指定され、そこで「永の里」プロジェクトが

今進められております。現在、造成工事がどんどん進んでいるといったような状

況です。 

 まず最初の確認事項ですけれども、この「永の里」の全体の事業の計画ですね。

それから、工事の計画。この計画にのっとって進捗はどうであるのかというとこ

ろを確認させていただきたいと思います。 

 この「永の里」の事業については、今まで例えば農業委員会で農地転用の申請

が出てきたときの計画もありますし、本町においては平成２９年１２月の地方創

生推進交付金の実施計画というところで具体的な事業計画、工事がいつまでに終

わるんだよという計画が出ているんですけれども、今の計画がこうですよ。その
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計画に照らし合わせてここまで進んでいますよといった、現時点での計画進捗を

お話ください。お願いします。 

○議長（江守 勲君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（歸山英孝君） 「永の里」の事業概要でございますけれども、用地

面積４万２，７６１平方メートルで、用地を３つのエリアに分け、まず東エリア

を発酵工場施設ゾーン、町道を挟みまして西エリアを店舗等施設ゾーン、県道勝

山丸岡線を挟みまして南エリアを飲食施設ゾーンとし、発酵文化の発信拠点とい

うことをコンセプトとして整備しているところでございます。 

 これまでの経過につきまして、時系列でお示ししますと、平成３０年３月５日、

土地利用調整計画の承認。平成３０年３月１５日、地域経済牽引事業計画の承認。

平成３０年７月２３日、開発行為、農地転用の許可。平成３０年９月、造成工事

開始。平成３１年４月時点で造成工事はほぼ完成してございます。 

 令和元年５月より、東エリアの発酵工場施設ゾーンにおける工場棟及び展示や

貯蔵、雨天時のイベントスペース等を有する多目的棟が着工してございます。工

場棟につきましては、１０月完成予定の１１月操業開始予定でございます。多目

的棟は、令和２年２月完成予定で、３月から４月オープン予定と聞いているとこ

ろでございます。南エリアの飲食施設ゾーンについては、現在、テナントの募集

を行い、令和元年から２年にかけて建築工事開始及び営業開始を予定。西エリア

の店舗等施設ゾーンについては、同じくテナントの募集等を行い、令和２年から

令和３年にかけて建築工事、営業開始を予定。エリアごとに段階的に操業開始を

予定していると聞いてございます。 

 以上でございます。 

○議長（江守 勲君） １０番、川崎君。 

○１０番（川崎直文君） 当初、農業委員会のときに出てきた２９年の３月時点で、

開業が３１年の４月ということだったんですけれども、これ事業とか許可申請の

タイミングで計画も変更になろうかと思うんですけれども、その都度しっかりと

行政のほうも計画、そして進捗の管理をしていただきたいなと思います。 

 これは定期的にこの事業がどこまで進んでいるのかといったこと、工事が計画

に対してどうであるのかということは、業者さん、主体である事業者さんとの確

認の打ち合わせみたいなのはやっておられるんですか。 

 もう一つ、次に出てくるんですけれども、町としても支援事業が行われている

わけです。この支援の交付金を出すわけですから、その都度しっかりした計画と、



 －158－

現在どうなっているのかと。また、その課題は何なのかといったところも通常は

行われるんじゃないかなと思うんですけれども、ひとつ確認しておきます。これ

からも計画、あんまり変更することはないと思うんですけれども、その時点での

計画はこうなんですよ、どこまで進んでいますかといったようなところは行政と

して業者さんとしっかりと、主体事業者さんと確認すると思うんですけれども、

どういったタイミングで、どのように行われているのかということをちょっと確

認させてください。 

○議長（江守 勲君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（歸山英孝君） 当該事業に関しましては、地域経済牽引事業補助金

というような形で補助金を支出している関係上、業者との打ち合わせについては

綿密に行っているところでございます。 

 補助金交付申請に当たりましては、申請の内容等について十分担当と業者との

間で精査しながら事業の趣旨に外れてないか等の審査を綿密に行っているところ

でございます。 

 また、事業が完了した後の完了実績報告についても同様に審査あるいは打ち合

わせ等を行っておるところでございます。 

 また、年度途中にも随時、事業者との進捗についての打ち合わせ等について行

っているところでございます。 

○議長（江守 勲君） １０番、川崎君。 

○１０番（川崎直文君） そこら辺、しっかりと進捗管理していただきたいと思いま

す。 

 今まさに出ました次の質問ですけれども、支援事業、地域未来投資促進事業と

いう事業名で、平成２９年度、３０年度、そして今年度も事業が計上されて、２

９年、３０年についてはもう実行されたということです。交付金支援して、どの

ような計画でやるのかということを確認して交付します。そして、実績として途

中、中間のときも確認をしていただく。そして、年度が終われば当然報告という

ことですけれども、ここで平成２９年の、そして３０年の実績はどうであったの

かということを、いま一度確認したいと思います。 

 平成２９年度においては、決算のところで確認をしておりますけれども、もう

一度ここで棚卸ししたいと思います。２９年度、３０年度の計画、そしてこの支

援事業についての実績はどうであったのかということ。そして、３１年度はどう

いったことに対しての支援なのかということをいま一度確認させてください。お
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願いします。 

○議長（江守 勲君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（歸山英孝君） 「永の里」事業は、地域未来投資促進法に基づきま

す地域経済牽引事業計画を県が承認し、国も支援しているところであります。 

 雇用の創出、交流人口の増加による地域経済の好循環等の効果が期待できるこ

とから、地方創生推進交付金を活用し、地域経済牽引事業補助金というような形

で町も当該事業に支援を行っているところでございます。 

 事業者は、当該補助金を活用いたしまして活用いたしまして、平成２９年度で

ございますが、「永の里」プロジェクトの事業計画の策定、あるいは発酵文化拠

点施設としての発酵食品の可能性を探る事業、あるいは発酵文化の知見を広げる

ための活動などを実施したところでございます。 

 また、地域の発酵関連の事業者などで構成します発酵文化研究協議会がござい

ますが、こちらは発酵文化の伝承、発展のための研究、情報発信を行っていると

ころでございますが、当該補助金を活用しまして発酵料理等の研究開発、試作を

実施したところでございます。 

 平成３０年度は、新たな地域の名産となる発酵技術や発酵食品開発事業、当該

事業のターゲットを絞る市場調査、発酵関連の商品製造のための工房設計の一部

に執行したものでございます。 

 本年度は、部分開業を目指した「永の里」ブランド化推進とマーケティングの

戦略策定、発酵関連食品製造のための工房建設の一部に執行を予定していると聞

いております。 

 今後は、町の企業立地条例に基づきます用地取得助成、雇用促進助成、設備設

置助成、環境施設助成などにより支援を行っていくことになります。 

 また、町税条例に基づく固定資産税の課税の特例措置を受けることになると思

います。 

 以上でございます。 

○議長（江守 勲君） １０番、川崎君。 

○１０番（川崎直文君） これまでの地域未来投資促進事業について説明をいただき

ました。 

 一つ、確認したいと思います。 

 これまでの促進事業、具体的な事業計画とかそういうものが一つです。それか

らもう一つ、「永の里」で取り扱う発酵食品、発酵製品といったらいいんですか。
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そういったものの開発というのがあると思うんです。その製品開発をどう取り組

んでいくのか、誰がというところが、今ほどの説明にもありました発酵文化研究

協議会、これでよろしいでしょうか。 

 この発酵文化研究協議会というのは、県の食品研究所、それから県立大学、そ

れから関連企業ということで成り立っているわけですけれども、ここの関連企業

というのがどういった企業さんが参加されているのかということです。 

 「永の里」の事業に対しての製品開発、それに対する支援ですよね。それが発

酵文化研究協議会で行っているということですけれども、「永の里」、発酵食品

の業者さん、焼酎であり、それからしょうゆ、みそですか。こういった具体的な

業者さんが「永の里」でいろんな研究をやり、そしていろんな事業をやっていく

と思うんです。 

 今の時点で、「永の里」で事業を展開する具体的な業者さんが、この発酵文化

研究協議会の一員として、自分が「永の里」でこれから製品をどんどんつくって

いく。そのために研究開発の時点から携わっていくというのが通常ではないかな

と思うんです。この発酵文化研究協議会、具体的に関係企業とあるんですけれど

も、将来、「永の里」を構成する業者さんでしっかりと今時点で決められていて、

この協議会に参加しながら、自分たちが開発して、そして自分たちが「永の里」

でさらに研究を続けて商品にしていくというシナリオになると思うんですけれど

も、業者さんは具体的に決まっているんでしょうか。 

○議長（江守 勲君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（歸山英孝君） まず、発酵復活研究協議会でございますけれども、

平成２７年度に設置されております。これまで１７回ほど会合を開いて、新商品

の開発とか発酵食品の検証とか、あらゆる方面の研究を行っているところでござ

います。 

 メンバーにつきましては、黒龍酒造さんを中心に、みそづくりの会社、しょう

ゆづくりの会社、酢をつくっている会社、あとお酒をつくっている会社などがメ

ンバーとなっているところでございます。それに加えまして、福井県の食品加工

研究所が参加して、産学の連携により発酵文化の継承、発展を考え、研究、情報

発信を進めているところでございます。 

 実際に「永の里」が運用しましたら、この業者がテナントとして入る可能性は

非常に高いのではないかなと捉えているところでございます。 

○議長（江守 勲君） １０番、川崎君。 
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○１０番（川崎直文君） 業者さんの、ちょっと固有名詞はしんどいんかなと思いま

すけれども、今、「永の里」全体の事業という、今の時期、テナントとして参加

するという業者さん。もう既に通常であれば決まっていなきゃいけないんじゃな

いかなと思うんですけれども、これはちょっと民間の方がやられる事業なんで、

我々としてどこまで立ち入りできるかどうかわかりませんけれども、そこら辺も

しっかりとまた押さえていただきたいと思います。 

 いろんな支援事業も、町からも補助金として出しておりますので、しっかりと、

どのような、目に見える製品開発に対して、誰が開発しているんだというところ

もしっかりと見据えた上で、そこに支援をしているんだということも大切なこと

なんで、しっかりと捉えていただきたいと思います。 

 また、わかり次第、議会のほうへもまた報告をしていただきたいなと思います。

よろしくお願いします。 

 さて、支援事業につきましては以上で、次に「永の里」の事業展開、それから

工事関係で町が関連する事業がいろんな方面であるんじゃないかなと思います。

これまでも取り組んできて、いろいろと解決していただいた課題もあろうかと思

います。いま一度、「永の里」の事業、工事における町の関連する事業はどうで

あったのか。また、今取り組み中であるのかといったところを一度報告していた

だきたいと思います。 

 中山間地域直接支払交付金、それからそこのエリアの上下水道のインフラはど

う町として対応するのかといったこと。それから、農地関係のこともあろうかと

思います。こういったいろんな情報をまとめてお聞きしたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

○議長（江守 勲君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（歸山英孝君） 関連事業でございますけれども、まず地元要望によ

ります町道改良につきましては、現在、実施設計を作成中であり、事業者さんの

ご協力を得ながら、地元との協議を重ね、改良工事を進めているところでござい

ます。 

 農業用パイプラインの整備につきましては、「永の里」事業に係る部分につい

て、県との協議のもと、先行して本年４月より整備に取りかかっているものでご

ざいます。 

 パイプライン工事にあわせまして、事業者側にて上下水道施設の整備を現在行

っております。今後も工事の進捗にあわせて、事業者、関係各課との工程会議を
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継続的に行い、事業進捗に寄与していく所存でございます。 

 また、地元への定期的な事業、進捗説明を行っていただくよう事業者側に伝え

てまいりたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（江守 勲君） 農林課長。 

○農林課長（野﨑俊也君） 農林課としましての関連事業としましては、先ほどはパ

イプライン事業につきましては総合政策課長から回答していますので割愛させて

もらいますが、中山間直接支払交付金のほうでございますが、これは耕作放棄地

の増加が懸念されます中山間総合地域におきまして、適切な農業生産が継続的に

行われるよう、耕作放棄地の発生防止活動や、あと水路、農道などの管理活動。

それから、周辺林地の管理活動に交付される補助金でございますが、この「永の

里」事業の当該地区が下浄法寺地区になりますが、ここも５年以上の継続という

ことでこの補助金をもらっておりました。もらうに当たりまして、国、県、町と

協定を結ぶわけなんですが、ちょうど２７年度から５カ年というふうな契約締結

をしましたけれども、２９年度に農業の振興地域の除外の手続をさせてもらいま

したので、２７年度、２８年度、２９年度はもう交付していませんのですから、

２年間分だけ、２２３万になりますが、これについては国、県、町のほうに返還

手続をさせていただいたということでございます。 

 それから、隣接農地への影響、課題ということでございますが、「永の里」事

業においては、現在の農道はそのまま利用すると。それから、水路についてもパ

イプライン工事が完成するまでそのまま利用するということになっております。 

 しかし、４ヘクタールの農地が農地転用されたということから、今後、「永の

里」事業を活用しまして、地域一帯の活性化、それから人材雇用、それから農業

と新しい産業の発展につなげていくことが課題であって、町としましてもアンテ

ナを高くして、あらゆる可能性を見出していく必要があるかなというふうに考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（江守 勲君） 建設課長。 

○建設課長（家根孝二君） 私のほうから、総合政策課長の答弁の補足を若干させて

いただきたいと思います。 

 道路改良とおっしゃっていましたけれども、単に拡幅工事といいますか、現道

が延長１５０メートルありまして、この幅員が現在４．５から５メートルありま
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す。その幅員を７メートルに拡幅するものでありまして、これは地元からの要望

で７メーターにしたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（江守 勲君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（原 武史君） 上下水道課関係について補足説明させていただきま

す。 

 「永の里」さんにつきましては、上下水道とも町の区域外に位置するものでご

ざいますので、今回、上水道、下水道ともに開発者の負担により施工し、完了後、

町に財産として移譲されるものでございます。 

 内容としましては、上水道管が延長約３３０メートル、下水道管が延長２７５

メートル。また、開発区域の高低差からマンホールポンプ１基と圧送管１５３メ

ートルの予定をしているところでございます。 

 なお、完了としては、本年１０月末というところで予定されているところでご

ざいます。 

○議長（江守 勲君） １０番、川崎君。 

○１０番（川崎直文君） ありがとうございます。 

 いろんな整備に係る工事とかがあります。これからも、さらにフォローを進め

ていっていただきたいなと思います。 

 往々にして地元への情報がなかなか届いていないというところがありますの

で、その点もしっかり届けていただきたいなと思います。 

 大事なのは、やはりこれからもいろんな課題が出てくると思います。住環境の

改善も問題が出てくると改善しなきゃいけないといったようなことがありますの

で、いろんな課題、事業者、そして地元、行政が、その課題を共有して、そして

その解決にこの三者がともに当たっていくといったスタンスで、せっかくの地域

牽引事業ですから、計画どおり立ち上がるように進めていっていただきたいなと

思います。よろしくお願いします。 

○議長（江守 勲君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（歸山英孝君） 今、ご指摘いただいたとおり、地元、それと当該事

業者と行政、三者が幸せになる可能性のある事業でございますので、地元と当該

事業者の間を十分調整しながら進めてまいりたいと考えているところでございま

す。 

○議長（江守 勲君） １０番、川崎君。 

○１０番（川崎直文君） それでは、３問目に入ります。 
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 永平寺町１９棟重要文化財指定での町の取り組みはどのようにされるのかとい

うことです。 

 大本山永平寺の主要な１９の建築物が国の重要文化財に指定されるということ

になりました。町としても多くの参拝者をお迎えできるよう、誘客の取り組みを

進めていきたいという河合町長のコメントもあります。それから、永平寺門前協

会の山口会長、国の重要文化財になると全国に発信され、いいＰＲになると思う。

タイミングもいいので、指定をはずみに観光客がふえていけばいいというような

コメントもあります。 

 いずれにしても、町、町内、そして町外の認知度を向上させる、高めていって、

観光客の交流人口の拡大ということで、地域の活性化に取り組んでいかなければ

いけないんじゃないかなと思います。 

 この重要文化財の正式な指定はいつごろになるのかというのを具体的に、今お

わかりになれば教えてください。 

○議長（江守 勲君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（清水和仁君） 正式な発表は７月ごろと聞いておりますが、８月に

ずれ込む可能性もあるんだということはお伺いをしております。 

 以上でございます。 

○議長（江守 勲君） １０番、川崎君。 

○１０番（川崎直文君） 正式の指定日にこだわるわけじゃないですけれども、ここ

にありますパンフレット、きのういただいたんですけれども、柏樹関の親禅の宿

ですか。柏樹関も７月２６日にオープンということです。そして、禅文化と地域

資源を活用した交流拡大プロジェクト、これが昨日も取り上げておられました。

７月２７日、２８日ということですので、できれば、その時期までに正式の指定

というんですか、決定をいただいて、ぜひともこの２つの事柄に組み入れる、リ

ンクさせて、しっかりと、いい機会ですから、いろんな取り組みをやっていただ

きたいなと思います。 

 こちらから急いで指定してくださいという話もないんで、できるだけ早い指定

日を期待するということにとどめましょう。 

 この永平寺の１９の建物の文化財、これをいかに発信し、また活用していくと

いうことになると思うんですけれども、こういった文化財の情報発信、そして活

用に取り組むということで、いろんな効果があると思います。 

 まず、関係者の意識の醸成というんですか、具体的に例えば永平寺、今回、お
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寺の建物が重要文化財に指定されるわけですけれども、こういった意識を、まず

は町民の方が持っていただくという意識の向上ということ。それから、当然、地

域振興に貢献するであろうということ。いろんな面があります。観光面、それか

ら産業振興、もっと広く捉えてまちづくり、町の活性化といったようなことにも

どんどんつながっていくんじゃないかなと思います。そして、こういった文化財

をしっかりと発信していく、活用していくというそういう継続的な体制づくりが

でき上がるんじゃないかなという思いがあります。 

 今、紹介しました内容をもとに、今回の文化財の指定に伴う町としての取り組

みの基本的な考え方、ここの部分はしっかりと取り組んでいくんだよということ

をひとつ紹介していただきたいなと思います。 

○議長（江守 勲君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（清水和仁君） まず、生涯学習課としましては、国の重要文化財に

指定されたこと、そしてそれらを含めた大本山永平寺について、またその価値に

ついて正しい情報を、まずは町民の方に、またほかにも広くお伝えする必要があ

るというふうに考えております。 

○議長（江守 勲君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（森近秀之君） 商工観光課としてお答えさせていただきます。 

 町の第２次永平寺町総合振興計画の中に、永平寺町内には大本山永平寺などの

貴重な文化財があると。文化遺産や歴史文化を生かしたまちづくり、歴史・文化

遺産活用事業の実施というものを明記してございます。 

 文化財は、交流人口を増加させる大切な資源だと思っております。また、今回

の答申の中に、いわゆる建築物に永平寺大工の力量が発揮されていると。また、

内部空間、細部意匠がすぐれているといった内容もございました。こうしたこと

で、修行の場、永平寺という面だけではなく、高度な建築技術といったものを目

的として訪れる方もいらっしゃると考えてございます。 

 永平寺伽藍の重要文化財の指定につきましては、一応町としてもある程度把握

していた状況でございます。そうしたことも受けまして、この動きにあわせまし

て、いわゆる禅を初めとする文化の活用、交流人口の増加、また地域活性化を図

るということで、内閣府に、ここだからできる禅文化と地域資源を活用した交流

拡大プロジェクトというものを申請させていただいて、地方創生推進交付金事業

として認定をいただいたという経緯がございます。 

 今回、その一環としまして、先ほど議員おっしゃったような７月２７日に禅シ
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ンポジウムをさせていただくわけでございますけれども、やはり禅にまつわる文

化と地域振興、観光・産業振興に生かすきっかけとなるためのものとしていきた

いというふうに考えているものでございます。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） １０番、川崎君。 

○１０番（川崎直文君） 今おっしゃるように、まずは町民みずからがしっかりと文

化財、我が町にこういうものがあるんだよという、そこの意識をどんどん高めて

いただく。 

 さらには、そういった意識のもとに、文化財が地域コミュニティの核であると

いった意識のもとに、これが地域活性化につながるというのは今おっしゃったと

おりなんで、そこら辺をしっかりと捉えて、いろんな具体的な行動計画、どうい

った取り組みをするのかということで取り組んでいっていただきたいなと思いま

す。 

 それから、永平寺、これまでは禅の修行の場といった観光要素、修行の場を観

光というのは慎まなきゃいけないこともあろうかと思いますけれども、それに加

えて、やはり建築というところの満足、観光する満足度がどんどん上がっていく

んじゃないかなと思います。ここら辺もしっかり捉えて、これから観光資源とし

ての情報をどんどん発信していっていただきたいなと思います。 

 今、永平寺の門前では、ほぼ終了ですけれども、永平寺門前再構築プロジェク

トというのが推進されてきました。今回は、国の重要文化財の指定という一つの

引き金がさらにあります。さらなる取り組み、どのような取り組みを今現時点で

考えておられるのか、紹介していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（江守 勲君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（森近秀之君） 先ほども述べました永平寺１９棟の重要文化財指定

というものは、永平寺町にある文化財が国が重要であるということが認められた

ということで、町にとっては大変ありがたいことと思ってございます。 

 これを受けまして、今、本町におきましては、国の文化審議会の重要文化財指

定の答申というものが５月１７日に発表されたものですから、答申内容を永平寺

町観光ガイドの本文へ追記させていただきました。また、文化庁報道発表のとこ

ろにもリンクをさせていただいたというふうな状況でございます。 

 ７月に正式指定の予定というふうなことになってございまして、このための情

報発信の取り組みといたしましては、一つにはいわゆる町民への周知という意味



 －167－

で、懸垂幕、またポスター等といったものを発信方法といたしまして、今、永平

寺の本山とちょっと協議をさせていただいている状況でございます。 

 先ほど説明させていただきました重要文化財正式指定の時期にあわせましてお

おむね開催されるだろうと思っております禅シンポジウムも重要文化財のテーマ

の一つになると思ってございます。禅シンポジウムでは、国土計画協会会長の伊

藤様から「世界の地方を歩く」という題で講演をしていただく予定をしてござい

ます。地方でどのようなまちづくりが行われているか。また、町の資源をいかに

活用して活性化を果たしていくかというのを事例を交えながらやっていけるもの

と思っております。こうした取り組みを今後やっていくこととしているものでご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） １０番、川崎君。 

○１０番（川崎直文君） 具体的に禅文化と地域資源を生かした交流拡大プロジェク

トという中の禅シンポジウムで、今、特別講演は「世界の地方を歩く」というこ

とで計画されておりますけれども、私の思いからすると、もう一つ永平寺１９棟

重要文化財のテーマに、何かそういう講演いただいたらいいんじゃないかという

思いがありますので、そこら辺はなかなか企画側とすればいろんな検討事項があ

ろうかと思いますけれども、やはり重要文化財に指定されますと、いろんな各地

を見ていきますと、それにかかわるシンポジウムというのは必ず町民向けであり、

例えば町外の人たちにも打って出るという話がありますので、ちょっと考えてい

ただいたらいいんじゃないかなという一つの提案です。 

 それから、禅に関する講演会、体験型イベントなどの実施ということで、交流

拡大プロジェクト、これは明くる日の２８日から行われるんですけれども、２８

日に限った講演会とかイベントだけではなくして、例えばその期間以外にも計画

されてますよね。もともとの計画で、いろんな体験型のイベントとかというのが

ありますから、ぜひとも今回の重要文化財にかかわるそういうイベントも追加で

入れていただいたらいいんじゃないかなという思いがあります。 

 ただ、きのうの話では、何か選挙の投開票日とぶつかるんじゃないかなと。い

ろいろと企画するほうは悩ましいところがあると思いますけれども、申し上げた

いことは、いい機会ですから、どんどん町民の皆さんにもわかっていただく。そ

してまた、町外へもＰＲしていただくという、いろんなイベントをここで打って

いただきたいなという思いです。 
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○議長（江守 勲君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（森近秀之君） 先ほど述べました禅シンポジウムでございますけれ

ども、伊藤様からの講演がございます。その後におきまして、福井県立大学の学

長でいらっしゃいます進士学長様、永平寺監院の小林老師様、そして福井県経営

者協会会長の前田様をお迎えして、町長とパネルディスカッションを行う予定を

してございます。「永平寺町禅境・禅の里、禅のまち」と題して、永平寺町の歴

史的文化、地域資源や先進的な技術文明のかかわりについて議論させていただき

たいと思ってございます。 

 また、町民の皆様に禅が世界に通用する重要な観光資源であることを確認して

いただく。また、禅にまつわる文化をどのように活用していくかということを考

えるきっかけにしていただきたいと。 

 やはりこの中に重要文化財指定というものは、ぜひ組み込まさせていただいて、

議論の一つにさせていただければなと思ってございます。 

 先ほど言いました２８日にいろんな体験プログラムを予定してございました。

実は選挙と重なる可能性もあるということで、一部の体験プログラムにつきまし

ては、実施をするものもございますけれども、ちょっと延期とかさせていただい

ているものもございます。まず、永平寺の三好典座老師に講師を務めていただく

精進料理体験、これは２８日にそのまま生かしていただきたいなと思ってござい

ます。あと、景観について考えるワークショップ、また吉峰寺を利用した気候療

法体験については、今ちょっと日程の調整をしているところでございます。小中

学生プログラミングフェスタ２０１９というものについては、８月４日、５日と

いう日程でさせていただく。また、福祉保健課の実施する予定をしていますもの

については、８月末といったようにちょっと日程を調整させていただいて実施さ

せていただきたいてございます。 

 以上のような施策を通して、重要文化財の指定を一つのきっかけとしながら、

地域の歴史的資源、文化をもとにした地域活性化、交流人口の増加を図っていき

たいと思ってございます。 

 町を訪れる観光客に対しましては、重要文化財であることの周知も当然必要と

なることですので、観光案内所に文化財指定された建物の案内図の設置等も今考

えているところでございます。 

 また、インバウンド観光客も今後ふえることも予想されます。案内標識や外国

人向けパンフレットといったものの充実が必要となってまいります。ソフト面、
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ハード面につきまして、今後整備をさせていただきたいと思ってございます。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（清水和仁君） 今ほどの禅シンポジウム関連の事業でうちの事業も

あるんですけれども、そちらについてはうちの生涯学習課関係の諸事業もありま

して、９月の頭ごろはどうかと今検討しているところでございます。 

 その他、生涯学習課としても何らか発信ができたらというふうなこともありま

して、当初予定はしてなかったんですけれども、写真展なんかの企画ができない

かということで、例えば文化祭なんかでできたらと。写真ができれば、その他の

施設でも、使い回しと言ったらあれですけれども、することも可能ですので、そ

ういうことを今検討しているところでございます。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） １０番、川崎君。 

○１０番（川崎直文君） 文化的な価値を再認識するという、町民の方、また町外に

向かって、どんどんいろんな機会を設けていただきたいなと思います。 

 そして、地域の活性化につながる取り組みを適時に有効に取り組んでいただき

たいと思います。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 補足で。文化祭のときに文化庁の方が講演という形で来てい

ただいて、その人は地方創生と、また文化の面をやっていますので、重要文化財

を交えたお話であったり、どういうふうにまちづくりであったり、観光に結びつ

けていくかという、また文化の面からもお話をしていただけたらなと思っており

ますので、よろしくお願いします。 

○議長（江守 勲君） １０番、川崎君。 

○１０番（川崎直文君） これで質問を終わります。 

○議長（江守 勲君） 暫時休憩いたします。午後１時より再開いたします。 

（午前１１時４６分 休憩） 

────────────── 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（江守 勲君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

 次に、８番、伊藤君の質問を許します。 

 ８番、伊藤君。 
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○８番（伊藤博夫君） 私は、安心して高齢者が永平寺町に住み続けられる施策とし

てを質問させていただきます。 

 さきに６月２日にふれ愛フェスタ２０１９が開催されたことに対しまして、皆

さんの関係課、また福祉協議会の方々、本当にどうもご苦労さまでございました。 

 そういったことで、私は高齢者となっておりますので、この道は避けて通れな

い道でございますので、質問させていただきます。 

 認知症を大変気にしておりまして、このごろ、ちょっと覚えも悪なりましたの

で、認知症になるんではないかなというようなことで、ある新聞を読みまして、

論説に書いてあったことでございますけれども、政府が認知症対策大綱の素案と

して、予防と共生の割合を抑制する数値目標の導入を打ち出しました。これらの

２本柱がまだ道半ばで、認知症の人たちが実現を願ってやまないというところで

ございます。 

 これまでの推計では、認知症の高齢者は２０１５年の時点では約５２０万人だ

ったのが、２０２５年には約７００万人に達するとしています。これらの社会保

障費の大幅な削減を目指すため、予防には運動や健康な食事、禁煙など、また共

生社会を目標にするなら当事者や家族の意見を丁寧に聞き、症状に合わせて仕事

や地域活動に取り組みを、また介護する家族やひとり暮らしの認知症の人への支

援をし、大綱に反映するようにとしております。 

 本町におきましても、平成３０年３月３１日現在の人口は１万８，６６２人で、

７５歳以上の高齢者は３，１７７人、高齢化率は１７．０％というように、年々、

高齢化が進んでおります。 

 このように高齢化が進む中で、私たちは認知症や老老介護、介護の長期化で、

それらに伴う現役世代の介護離職者等のさまざまな課題が突きつけられておりま

す。また、２０３０年には医療機関にかかることができずに人生を終えるみとり

難民が全国で４７万人にも及ぶとの将来推計が出ております。 

 地域の高齢化に関するこれらの課題に適切に対応するため、今回の６月定例議

会において、町長は福祉政策の中で、介護が必要になっても地域で暮らし続けら

れることができるよう、地域包括ケアシステムの充実に取り組んでいきますと所

信表明で語っております。 

 これらのことについて、幾つかの質問をしたいと思います。 

 まず初めに第１問でございますけれども、以前にも増して老老介護等が進んで

いる状況が見受けられますが、実態の把握はどのようにされているのかお伺いを
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いたします。 

○議長（江守 勲君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（木村勇樹君） 直近の世帯調査によりますと、永平寺町の総世帯数

は６，１０３世帯です。そのうち６５歳以上の親族がいる世帯は３，６６５世帯。

そのうち高齢単身世帯は７０１世帯です。総世帯の１１．５％に当たります。 

 それから、夫婦ともに高齢者である世帯は６０６世帯、総世帯の１０％になり

ます。実際には同一敷地内であったり、ご近所にご家族の方が住んでいるという

例もあります。よって、この数を上回ることはないという認識でおります。ただ

し、家族同居であっても、日中独居になるという世帯が数多くいらっしゃいます

というのが実態になります。 

 ですから、介護申請のとき、それから認定調査、介護サービスの利用状況から

情報提供、それから在宅福祉サービスの利用申請時に世帯の状況についてお伺い

をして把握しております。それから、地域包括支援センターのブランチとして在

宅介護支援センターが細やかな活動をしておりますので情報を得ておりますし、

民生委員さんかの情報提供なども得て、把握して対応しているという状況でござ

います。 

○議長（江守 勲君） ８番、伊藤君。 

○８番（伊藤博夫君） では、２番目に入らせていただきます。 

 それらの方々への支援にはどのようなものがありますか。お伺いいたします。 

○議長（江守 勲君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（木村勇樹君） 支援策としましては、要介護認定があれば介護保険

サービスによる訪問系、通所系のサービス、要支援の認定であれば総合事業によ

る同じく訪問系、通所系のサービスメニューがございます。 

 それから、在宅福祉サービス事業として８つの事業を提供しております。配食

サービス事業では、週３回のお弁当配達。寝具洗濯サービス事業では、寝具類の

洗濯を年１回ですがクリーニングのサービスを提供しております。それから、外

出支援サービス事業では、自宅と医療機関との間の送迎を助成しております。そ

れから、軽度生活援助事業では、家事援助、こちらはシルバー人材センターのほ

うに委託しております。すこやか介護用品支給事業として、紙おむつの支給をし

ております。そのほか、緊急通報装置貸与事業としまして、緊急時の電話回線を

利用した緊急通報、こちらは１００世帯のご利用になっております。 

 これらのサービスを提供する量、それからタイミングを、ケアマネさんと検討
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しながら、適正に組み合わせて利用するよう進めております。 

 医療サービスの提供でも、訪問診療、訪問看護、薬剤師の訪問薬剤管理など、

さらに充実を図っていきますし、包括支援相談、民生委員さんからの情報提供に

も期待しております。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） ８番、伊藤君。 

○８番（伊藤博夫君） では、認知症の初期的な、そういうふうなこと、検査はどう

いうふうにわかるわけでございますか。認知症になった場合に、どういうふうな

ことで役場のほうにわかるようになっているんですか。 

○議長（江守 勲君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（木村勇樹君） 認知症に関しては、認知症の検査をチェックリスト

で行っておりますし、地域の先生のご協力を得て、認知症初期集中支援チームと

いうのを、兼務ではありますけれども包括支援センター内に置いてございます。

直接、包括職員、初期集中支援チームのチーム員がご家庭のほうに行って支援策

を検討したり、医療的なケアが必要だという場合には、認知症の研修を受けられ

た、現在、嶋田先生になっていただいておりますけれども、嶋田先生の協力を得

ながら対応に当たる。医療が必要な場合には医療、入院、それから介護のサービ

ス、在宅系のサービスを提供するような段取りになります。 

○議長（江守 勲君） ８番、伊藤君。 

○８番（伊藤博夫君） では、３問目に入ります。 

 介護の長期化に伴い、介護離職という問題が挙げられると思いますが、本町と

してはどのような対策がありますか。お伺いします。 

 民間企業もありますし、職員の場合と分けてお伺いしたいと思います。 

○議長（江守 勲君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（木村勇樹君） 介護離職につきましては、なかなか把握が難しいと

いうのが率直な答弁となります。 

 介護というものは突発的に発生するものです。その必要な期間、それから方策

というのが千差万別で、仕事との両立が困難な場合もあろうかと思います。 

 介護離職は、介護をしていた人の生涯獲得賃金を下げることになります。介護

の期間が済んでも、今度は自分の老後への経済的不安が残るという現状が想定さ

れることから、一層の介護保険制度の周知、それから介護休暇制度の普及につい

て積極的な取り組みが必要だなということを認識しております。 
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 ただ、介護休暇制度の浸透にも理解、それから企業側の対応というのがまだま

だ不足があるかなということを思っておりますし、働く我々の意識を変えること

が重要だなと思っております。 

 重ねて申し上げますけれども、町内の現状ですが、データ収集というのは残念

ながら行っておりません。包括支援センターからの情報によりますと、今のとこ

ろ介護離職という事例はなく、相談を受けたということでございます。 

 特徴として、本町の介護サービスの受給状態が居住系のサービスは非常に受給

率が高いという状況も、影響というとおかしいですけど、結果として出ているの

かもしれません。 

 それから、まずは包括支援センターのほうに相談して対応するということをお

勧めしております。 

○議長（江守 勲君） ８番、伊藤君。 

○８番（伊藤博夫君） 本町の職員の場合はどういうふうな対応をしているんでんす

かね。お聞きしたいと思います。 

○議長（江守 勲君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（木村勇樹君） 本町の職員においては、介護休暇制度を取得したと

いう例は聞いておりません。育児休暇の利用のみとなっております。 

○議長（江守 勲君） ８番、伊藤君。 

○８番（伊藤博夫君） よそでは、いろいろと家族の日常生活が本当に大変になると

いうことで、休暇制度を設けてやっているところがもう既にあると思いますけど、

まだないということですけれども、もしあった場合にはどういうふうな対応をす

るんですかね。 

○議長（江守 勲君） 総務課長。 

○総務課長（平林竜一君） 制度としては設けてございますので、その制度に沿って

運用するということになろうかと思います。 

○議長（江守 勲君） ８番、伊藤君。 

○８番（伊藤博夫君） また、これらについては十分研究して、とりやすいようにし

ていただきたいと思います。 

 では、４問に入りたいと思います。 

 認知症や高齢化から来る疾病の未然防止など、健康寿命を延ばすための施策等、

どのように取り組んでおりますか。お伺いします。 

○議長（江守 勲君） 福祉保健課長。 
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○福祉保健課長（木村勇樹君） 高齢者が身体機能の維持や生活習慣病の予防、それ

から重症化予防のために、健康診査やがん検診、それから認知症検診を受診し、

客観的な事実から自分の健康状態を把握し、疾病を予防、それから早期治療する

よう推進しております。 

 平成３０年度の実績になりますが、保健事業において６５歳以上の人が特定健

診、それから高齢者健診を受けた人は１，０４１人になります。胃がん検診、そ

れから肺がん検診、大腸がん検診、子宮がん検診、乳がん検診も多くの方の受診

があります。 

 認知症検診に至りましては、１，５７０人の方にチェックリストを送付してお

ります。約５０％の７８８人の方から回答があり、１０７人の方が医療機関で２

次検診を受診して、１５名の方が医療が必要だということを診断されております。

受診率からの率では１５％の方が医療が必要だということになっております。 

 それから、介護保険事業の介護予防事業ということでは、マシンを使った筋ト

レ、それからマシンを使わない筋トレ、それからいきいき百歳体操、それからサ

ロン事業、それから認知症予防の指導ということにも取り組んでおります。 

 ただ、アンケート調査の結果ですけれども、保健事業の認知度というのは９割

の方が認知しております。受診率では、特定健診が６割、がん検診が５割という

状況でございます。 

 対しまして、介護予防事業の認知度は約４割で、事業に取り組んでいる方は２

割に届いていないという状況がアンケートから見受けられましたので、これから

危機感を持つようにして取り組んでまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） ８番、伊藤君。 

○８番（伊藤博夫君） 私もちょっと危機感が向上するというんですか、血の流れが

悪いもんですから、食事的な食生活の改善というか、そういったことでの啓発は

してないんですか。 

○議長（江守 勲君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（木村勇樹君） 保健センターのほうで食生活改善推進員さんの普及

啓発、それから保健師のサロンへの指導という形で食生活面も指導しております。 

○８番（伊藤博夫君） では、５問目に入りたいと思います。 

○議長（江守 勲君） ８番、伊藤君。 

○８番（伊藤博夫君） 高齢化から来るさまざまな課題に対して、今後どのように取
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り組んでいかれますか。お伺いをしたいと思います。 

○議長（江守 勲君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（木村勇樹君） 今後につきましては、介護予防事業に重点を置きた

いと思っております。 

 平成３０年度からフレイル予防事業というのを福井県下で全市町で取り組んで

おります。フレイルサポーターを養成し、フレイルチェック教室を開催します。

虚弱な状態かどうかというのをチェックリストで判定いたします。高齢者の方ご

自身で、早期に自分の状態、虚弱な状態にあるのか、それともないのかと。不足

している点を自覚し、栄養状態、運動状態、社会参加の状況、生活改善の必要性

があるのかというところに重点を置いて、予防事業に取り組めるよう支援をして

おります。 

 本町の超高齢社会対策と、地域包括ケアシステムの構築という全体におきまし

ては、医療サービスでは在宅医療の充実、それから介護サービスにおきましては

居宅系サービスの充実を図るとともに、メーンとしましては地域の協力を得なが

ら生活支援体制、支え合いのまちづくりの充実という点を進めていく。地域の協

力を得ながら進めていくということを思っております。 

○議長（江守 勲君） ８番、伊藤君。 

○８番（伊藤博夫君） ちょっと町立の在宅訪問の診療所ができるということで、７

月２８日には竣工式ですか、それから８月１日がオープンということですけど、

あんな遠いところまでどうしようかなと思って。私は永平寺クリニックへ、先生、

診てもらえるんかといったら、往診しますよと言ったで一安心しているんですけ

れども、そういったことで今後はまたいろいろと、私は勉強せな、福祉のことは

１６年、議会議員したけど初めて質問させてもろたんで、いろいろこれから、や

っと避けて通れないことだったということで、やっぱり協力もしなあかんのです

けれども、徘回の訓練も、福祉協議会から来てする場合には行っていますけれど

も、聞いたり、自分が徘回になった場合とか、住民としての徘回の問いかけとか、

そういったものも十分訓練は受けているけれども、自分が、さあ、なったときに、

食生活とか、いろいろ病院の関係とか、そういったものが自分に降りかかってく

るんで、ちょっとということでも、７５歳、後期高齢者も過ぎましたので、そう

いったことで勉強させていただいております。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 今回、所信のほうでも地域包括ケアのことを申し上げました。 
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 今、永平寺町でも６５歳以上の方が３１％、約３人に１人が６５歳以上という

そういった状況にもなってきましたし、２０２５年問題というのもあります。こ

れは団塊の世代の方が７５歳になってくる。７５歳になってくると、どうしても

病気にかかるそういったのが多くなってくるというふうに言われています。 

 そこがゴールではなしに、そこから次は団塊ジュニアの僕らの世代が高齢者に

なる。さらに、２０年後、２４年後まで高齢化率というのは上がっていきますし、

今、生まれた子どもは１００歳まで生きるだろうというふうにも言われています。 

 この高齢化の課題については、高齢者の皆さんの課題ではなしに、これは生ま

れてきた以上、順番、私たちも年をとっていきますし、ただ、そういった中でど

ういうふうに支え合いの社会をつくっていくかというのが問われていると思いま

す。 

 今、介護離職の問題につきましても、団塊の方々を介護するために、例えば私

たちの世代、五十幾つになったときに仕事をやめなければいけないという環境に

なるかもしれない。また、介護が終わっても、今度は仕事に戻ることができない。

また、自分が今度は介護を受ける立場になっていく。そういった循環をどういう

ふうに地域で支え合っていくかというのが大事だと思います。 

 今、福祉課の中でもいろいろな事業が、体操教室とかいろいろ予防のための教

室がありますが、ただ、これからは例えば今、生涯学習課のほうでやっている公

民館活動であったり、いろいろなイベント活動、また地域活動、こういったこと

に参加をしていただくことによって、地域包括ケアがしっかりと連携がとってい

けるようになるということと、また介護離職とか、いろいろな中では、役場だけ

ではなしに、社会福祉協議会だけではなしに、例えば商工会さんとか、いろいろ

なところの皆さんとお話をしながら、こういった場合はどういったサポートがで

きるか。介護を受けなければいけない人のサポートと、今度は介護をする人のサ

ポート。こういったことをこれから真剣に取り組んでいかなければいけない、そ

ういった時代になってきています。 

 その中で、今、人口減少とかいろいろある中で、生活を支えるために町として

はほかのいろいろな、どういった事業をそっちにシフトしていくか。こういった

ことも大切な、本当に大事な時期に入ってきていると思います。 

 今、診療所もオープンしますが、おっしゃられたとおり、近所の診療所を大切

にしていただいて、いざというときには、いつでもそこに行ける。近所の診療所。

ただ、在宅のときに、なかなか家に来てもらえないというときには、その診療所
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の皆さんと、もしくは町の診療所が連携をとりますので、いざというときには安

心して住める環境づくりも行っていきますが、やはりどういうふうに予防とかサ

ポートをしていかなければいけない、そういったことをしっかりとこれからも取

り組んでいきますので、またいろいろご指導よろしくお願いします。 

○議長（江守 勲君） ８番、伊藤君。 

○８番（伊藤博夫君） 今ほど町長の所信表明の、初日にもらったあれを帰って読み

ましたら書いてあるもんですから、早速書き直して出し直したんですけれども、

今後頑張って、そのまま施策を続けていただきたいと思います。 

 これで私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（江守 勲君） 次に、６番、齋藤君の質問を許します。 

 ６番、齋藤君。 

○６番（齋藤則男君） 私、この定例議会に２件の質問を通告いたしております。 

 最初に、親子で楽しめる、設備（広場）等の整備をということで質問いたしま

す。 

 ３月の定例議会において、子どもたちを育てる保護者家族、つまり大人たちの

ための支援策だけが目立ち、子どもたちのための支援策が欠けているのではとい

うことで幾つかお尋ねをいたしましたが、その後、何か新しいお考えや行動をさ

れたのでしょうかどうでしょうか。 

 話は少しそれますが、子育て支援として開始した給食の無償化です。経済的に

はとても助かることですが、無償化になってから給食の食材の質が悪くなった、

量が少なくなったとの声が聞こえてきました。給食は、学校生活の中でも特別に

楽しみにしているのは子どもたちであります。子どもたちのためにも、いま一度

直接に現場に出向き、調査し、確認をされるようお願いします。 

 さて、本題に戻します。 

 去る３月の質問で、子どもたちの施策としていろんなお答えがありましたが、

ほとんどがそのときそのときの単発的なことだと思われました。計画的に継続的

な施策も必要だと思います。 

 また、３月に子どもたちの遊ぶ広場等についてもおりましたしました。親子が

一日または半日、遊び、楽しむ施設や設備が町内にはありません。町内には、多

くの屋内、屋外の公共施設がありますが、その中で親子でお弁当を持ってゆっく

りと半日もしくは一日、楽しく過ごせる施設や設備に取り組んでいただきたい、

ぜひともつくっていただきたいという思いから、今回さらに質問をいたします。 
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 近隣には、グリーンセンター、エンゼルランド、足羽山公園、恐竜博、スキー

ジャム等の施設があり、そこに行けばいいのではともお考えもあると思いますが、

私は大規模なものではなくともいいですが、子育て支援の町として１カ所ぐらい

町内にあってもいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

 この春、完成した松岡公園。以前は小学校低学年の遠足の場として、松岡駅よ

り歩いて、公園の坂道を上り、お弁当を食べ、一日を過ごし楽しんだところであ

りました。しかし、年月を経て車社会となった今日、駐車場や車の上りおりる道

の整備等が必要となり、改修することは必要なこととは存じますが、私は子ども

たちのための遊具が設備できなかったことがとても残念でなりません。 

 ３月の質問でのお答えでは、この松岡公園、都市計画法の風致公園だからとの

ことですが、ちょっと調べてみました。「風致公園とは、都市計画法上の都市施

設、特殊公園法上の都市公園である特殊公園の一種」と位置づけられていると書

いてありました。そして、特殊公園としては、動物公園、植物公園、歴史公園、

墓園があるとのことです。 

 風致公園としては、主として風致、つまり自然の風景などの趣、味わいの享受

の用に供することを目的とする都市公園であり、樹林地、湖沼海浜等の良好な自

然的環境を形成する土地を選定し、配置されたものをいうそうであります。 

 風致公園、果たしてこの永平寺町にとって必要だったのか。また、合致してい

るのか非常に疑問であります。ただ単に事務的に整備すればという考えで整備さ

れたように思います。 

 子どもたちの遊ぶにぎやかな声、笑い声、聞こえるだけで、その町が活気づき

ます。今の状況では、春の桜のシーズンの一時期だけのにぎわいではないでしょ

うか。年間を通してにぎわいを持つ施設として、地元町内の住民のためのものか、

はたまた観光客を目的とするものか。目的をはっきりして、公園の整備を考える

べきではなかったのではと思いました。 

 我々議会としても、計画の段階で十分に論議をしなかったことが大きな汚点で

もあり、反省をしなければならないとも思います。 

 また、改修工事が完了した公民館についてであります。 

 実は私、名古屋に家族がおります。先般、機会があり名古屋に行ってまいりま

した。その折です。住んでいる近くの大型ショッピングセンターの施設内の一画

に、乳幼児から小学校の低学年が一緒に遊べるというか、楽しめる施設が設置さ

れておりました。そんな大きなスペースではありません。子どもたちは、時を忘
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れ、楽しんでいました。 

 いろんな手法やいろんな考え、発想があります。前向きに検討するか考えるで

はなく、前を向いたら１歩も２歩も前に進み、行動することが大切ではないでし

ょうか。 

 さきの全員協議会で森林環境税の説明がありました。その税の活用として、上

志比支所の建設に県材の木材を使用するとのことですが、私は子どもたちのため

に木製の総合遊具の設置という発想もあってもよかったのではなかったかと思う

一人であります。既成概念や事務的な行政では、町の発展は望めません。町民の

ための行政を望んでおります。 

 そこでお伺いいたします。３月の定例後において、何か新しいお考えや行動さ

れたのでしょうか。なければ結構ですが、あったのならばお伺いします。そして、

子育ての町として、親子で楽しめる設備等の整備について、大規模でなくてもい

いです。せめて町内に１カ所ぐらい設置してはいかがでしょうか。お伺いします。 

 そして、今後において取り組むお気持ちをお伺いします。１歩も２歩も前に進

むお答えをご期待申し上げます。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） まず、給食についてですが、私も毎回すまいるミーティング

をやっておりまして、その場で子どもたちに「今の給食の状況はどうですか？」

「足りてますか？」「おいしいですか？」ということは、全ての学校で聞くよう

にしております。ただ、そのときにはおおむね「おなかいっぱいになる」とか、

「私、余り。少ないで、食べる子に食べてもらう」とか、何かそういったお話も

聞いておりますが、また違ったところでそういったお話があるのであれば、やは

りもう一度、せっかく無償化をしていますので、喜んでもらえる、そういった給

食になるように調査していきたいと思います。 

 それと、３月議会がありまして、実は私、輪島市へ、いろいろな連携の中で行

ってきました。そこに、港湾の公園のところに子どもたちのアスレチックジムと

か、こうやって飛ぶふわふわみたいな、そういったのが常設されてまして、そこ

で市の担当の方にお話をお聞きしました。やっぱり人気のある遊具と、実はこっ

ちのほうは港湾の補助金を使って２億ぐらいかかってるという、本当に物すごく

立派な遊具だったんですが、こっちよりもこっちのほうが人気があるみたいとい

う声も聞きまして、それにつきましては建設課と、ことしはちょっとなかなか、

いろいろ予算の話もありますので、来年に向けていろいろな遊具を。今、往々に
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してブランコとかというのが多いんですが、なかなかブランコは管理上厳しい。

ただ、子どもたちが集まる遊具については前向きにちょっと検討していますし、

どこに設置するか、松岡公園、また違うところ、そういったことも今調査をして

いますので、その辺はご理解をいただきたいなというふうに思います。 

○議長（江守 勲君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（清水和仁君） 余暇時間に親子で過ごすということにつきましては、

親子関係の構築、また子どもの教育、育成という観点において大切なことだとい

うふうには思います。また、親子で過ごせる場所があれば、それを助長するとい

うことにもなるということは感じております。 

 まず、生涯学習課として、現在ある施設の活用という観点から申し上げますけ

れども、社会教育施設においては、当日でもあきがあれば利用可能な施設もたく

さんございます。また図書館もございます。そして、他課の所管も含めてではご

ざいますけれども、親子で参加できるイベントや講座というものもございますし、

キャンプ場、登山道、そして松岡公園やえい坊館など、親子で訪れていただきた

い施設があるというふうに考えております。 

 遊具の設置につきましてですけれども、昨今、遊具による事故が取り上げられ

て、また全国的にも、古くなったり安全性が確保できないような場合は撤去する

というふうな方向が一般的かなというふうに思います。本町においても先日、老

朽化した農村公園の遊具等は一部を除いて撤去したということでございます。 

 さきの３月議会の齋藤議員の質問に対し、「遊具の再設置は、遊具の安全性に

関する基準等を踏まえて検討していきます」と答弁しておりますが、その方向は

変わっておりません。ただ、今ほど申し上げました安全性の確保の問題、また維

持管理などの課題もございますので、慎重に検討していくということになろうと

思います。 

 先ほどご提言がありました、ちっちゃいスペースでもいいからと。きょうは、

今回、通告のほうでは半日もしくは１日ということでございましたので、比較的

規模の大きなというか、ある程度の施設ということで考えていましたけれども、

ちっちゃくてもいいからというようなお話もございました。そのことに関して、

例えばですけれども、公民館にキッズスペースを設けるとかそういうふうな点に

つきましては、また場所等、予算等も踏まえて検討はしていきたいかなというふ

うに思っております。 

 なお、議員さんもおっしゃっておられましたけれども、県の施設にはなります
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けれども、極めて近くに福井県総合グリーンセンターとか内水面総合センターが

立地しております。町内の親子が楽しまれている姿をよく見かけるところでござ

います。これは本町にとって大きな地の利であり、利用料金もない施設でござい

ますので、ぜひご活用いただきたいというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（江守 勲君） 建設課長。 

○建設課長（家根孝二君） 松岡公園の遊具の設置について、ちょっとお答えさせて

いただきます。 

 今回のこの再整備の中では、遊具の設置は行いませんでした。ただ、開園しま

してから２カ月がたちまして、この公園を訪れるといいますか、利用された方々

から、たくさんの遊具設置の声を聞いてます。それを受けまして、建設課といた

しましても、ぜひ設置したいという方向で前向きに今取り組んでいるところであ

ります。町長も今答弁ありましたように、町内どこか１カ所というんじゃなくて、

ぜひこの松岡公園のほうへの設置に向けて今後取り組んでいきたいというふうに

思ってますんで、よろしくお願いします。 

○議長（江守 勲君） 室教育長。 

○教育長（室 秀典君） 先ほどの給食の件なんですけど、私も町長と同様、「給食

おいしい」というふうな声を子どもたちからよく聞きます。 

 今ご指摘のことについて、そういうことは直接教育委員会にも入っていません

ので、一応議員さんそういうふうなことでお聞きになったということですので、

各学校で少し実態を調査させていただきます。 

○議長（江守 勲君） ６番、齋藤君。 

○６番（齋藤則男君） 先般、竹田のところに、木の遊具、子どもが大喜びというよ

うな新聞記事がありました。これは生涯学習課長、一遍ごらんください。こうい

うような遊具でもいいです。 

 それから、大型遊具。金をかけなくても、例えばヒューム管の上に土の山を、

小高い丘をつくって、その丘に駆け上っておりたりする、それでも子どもの遊び

場になると思います。必ずしも市販されているとか大きい大型遊具ということで

考えなくて、本当に簡単に子どもの遊ぶ場ができると思いますので、そんなとこ

ろからも考えて、金をかけるのが能でないと思うし、金もかけずに、例えば松岡

公園なら、あの土地の広場の大きいところにちょっと高目の山をつくる。大きい

子どもならあれなんですけど、小さな子どもですと駆け上るのにも時間がかかる
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し、その下にヒューム管で何かトンネルみたいなのをつくってくぐらせるとかと

いうて、これは発想なんですけど、そういうふうなことも考えると、そんなに難

しい問題じゃないと思います。ぜひとも、町内に１カ所ぐらいあって、そこに町

民の人が集う、人がにぎわう、子どもが町内でにぎやかに笑い声がしているとい

うような声があると町も潤うというんか活気づくと思いますので、ぜひともお考

えいただきたいと思います。 

 次に、上志比地区のサンサンホールの活用をということで質問をいたします。 

 今の管理体制、どのようになっているのでしょうか。図書館は別にして、平日

の昼間、昼の日中、それから夜間とか祝祭日とかの管理の状況についてお伺いを

いたします。 

○議長（江守 勲君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（清水和仁君） 資料も先にお分けしておりますけれども、上志比文

化会館サンサンホールの利用可能時間は９時から２２時までとなっております。

基本的に施設管理はシルバー人材センターに委託をしております。サンサンホー

ルには図書館が併設されておりますので、朝は図書館職員が解錠、鍵をあけます。

夜間の利用がない日は１８時に図書館職員にて鍵をかける、施錠をいたします。

夜間利用がある場合には、シルバー人材センターに施錠、解錠をお願いをしてい

るというところでございます。 

 なお、シルバー人材センター管理人は、昨年度までは９時から１７時まで常駐

していましたが、実績として午前中の利用が極めて少ないということもありまし

て、１３時から１７時までに短縮をしまして、利用者管理のほか、草刈りや館内

の整理、降雪時には除雪等を行っているところでございます。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） ６番、齋藤君。 

○６番（齋藤則男君） 夜間の管理について、前に委員会かどこかでお尋ねしました。

鍵、施錠をして、その使ってる間はいないんですね。時たまそのときに備品が使

いたくて、不足しているので備品が欲しいといったところが、その鍵がないため

に出せない。だからその人の家に、ちょうど近くやったんでよかったんで、その

家まで行って鍵を借りてきて、鍵であけてその備品を使った。それから、それが

終わったんですね。そしたら、最初の約束より早く終わったんです。終わっても

帰れないんですよ、誰もいないから。そうすると、その鍵を締める人が来るまで

待ってるか、そのまま無人化にするわけにいかないということで、またその家ま
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で行って鍵を借りてきて、そしたらその人は来てくれたんですけど、施錠をした

ということがありました。それでもいいといえばいいんでしょうけど、もしその

借りた人が、９時半まで借りた、だから９時に終わったって帰っちゃったとなる

と、３０分間は無人化になっちゃうんですね。果たしてそれでいいのかなと、公

共施設は。 

 それから、平日の午前中は使わないから午後はあれやということなんですけど、

申し込みがあった日は図書館はあいてるんで常駐して、申し込みのない日は別に

いなくてもいいんではないかなという気がしますね。そうすると、夜間のその使

っている間のときぐらい、誰か責任者みたいな、使う人が責任者なんか、そこの

責任者ってどなたになるんかなと思うんですけど、そこら辺がちょっと何か安全

性に欠けるというんか不安なんですけど、何かお考え直しができないかなと。そ

ういう方法が。無人化になるんですね。 

 例えば、私が借りたと。１０時までの約束をしてあったんやけど、もう９時に

終わっちゃったでいいわと帰っちゃうんです。そうすると９時から１０時までは

無人化、夜にですね。夜間やし。同じクラブのことらでも言われるんでないかと

思うんですけど。ほんで鍵を、ほんなら自由に、近くの公民館みたいに、集落セ

ンターみたいに鍵預けといて、鍵あけて、その鍵を「終わったでな」と返すとい

う、それも一般的な地区のそれとは違う。やっぱり公共施設ですので。ましてや

サンサンホールとなるといろんな、鍵は締まってるんで大丈夫やと思うんですけ

ど、いろんな設備等もありますし、ちょっと不安になったんで、疑問に思ったん

で、前、委員会かどこかでちょっとお尋ねしたときに改善するようなことをお聞

きしたんですけど、今来たらちょっとまだされてないんで、一遍そこをご検討願

って。常駐は必要だと思うんですけど、何かそういうようなところでうまくやり

くりしてうまく人を使うというか、何かしたらどうでしょうか。いかがですか。 

○議長（江守 勲君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（清水和仁君） ご指摘のように、施設に誰かいるというふうなこと

は、安全上とか、それから使用する方々の安心というか、いろんな細やかな部分

も含めて、あるといいなとは思います。ですが、現状、ほかの施設、例えば松岡

公民館とかの土曜日、日曜日とか夜間においても、事務所には誰もいないという

状況の中での管理ということをしている施設もございます。よって、今ご指摘も

ございましたので、改めてまたいま一度うちの課で検討はしていきたいと思いま

すけれども、現状はそのような管理をしているというふうな状態でございます。 
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 以上です。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） まず、鍵につきまして、生涯学習課のほうで今、松岡小学校

と松中の体育館を無人化でというか遠隔でやるというのをやってまして、それの

結果を見て、ほかの公共施設にも使えるかどうかというのはできればいいなと。 

 ただ、今おっしゃられたとおり、その無人の期間であったりその管理の面で大

丈夫かというご質問だと思います。今まだちょっとこれは、今の質問の中で、図

書館にも１人、人がいて、こっちにも１人か２人いた、その図書館の方と管理す

る方が一緒に、管理する方が図書館にも入ってもいい、図書館にいる人がこっち

の管理をしてもいい。それはもちろん雇用形態とかをいろいろちょっと調べさせ

てもらわないといけないところもあると思いますが、そういったいろいろな視点

でちょっと一度検討させていただきたいなと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

○議長（江守 勲君） ６番、齋藤君。 

○６番（齋藤則男君） 日中はいろんな方法でとれるんですけど、問題はやっぱり夜

間の、わずかな時間だと思うんですけど、今もたばこがあちこちで禁止になった

んですけど、もしたばこでも吸うようになって火災でも起きると大変なことにな

ると思います。できるだけ、何かうまくできないかなと思ってますので、一遍考

えてみてください。 

 それから、サンサンホールの利用状況、詳しく資料をいただき、まことにあり

がとうございます。 

 これについて何か、もし補足説明があればと思いますけど、なければいいです。

資料、皆さんに渡ってますので。 

○議長（江守 勲君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（清水和仁君） ３０年度の人数を改めてご報告しようかなと思って

たんで特に述べることはないんですけれども、一つ言えるのが、ここにも、２９

年度、２８年度も３０年度同様と書いてあるように、ほぼ大体使用する団体は固

定されているというふうなこと、それからイベント等につきましてもほぼ固定を

されているというふうなところでございます。 

 総利用人数では、３０年度で１万２，０００人ほど、それから１年前が１万人、

その前、１万５，０００人と若干ばらつきはありますけれども、見てみますと、

その他のイベントというところで、大き目のイベントがどんと入るとずっと数字
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がふえたりというふうなことはあるのかなということは考えられます。あとは、

町のイベントであるとか、ふれ愛フェスタ等々の大きなイベントがありますので、

人数がどんと上がるという点はございます。あとは、主には夜間の講座、土日含

めた夜間の講座の方々の利用が多いのかなというふうに思っているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） このサンサンホールにつきましては、合併した当初なかなか、

松岡の方とかが「サンサンホールまでちょっと遠いな」という話もありましたが、

今ようやく、町のいろんなイベントもサンサンホールで行うことが認知されてき

たかなというふうに思っております。敬老会も３年前までは各地区でやっていま

したが、今はサンサンホールで２回に分けてやらせていただくとか、もう一つ、

ふれセンもありますが、町を代表する一つの大きなホールという、ふれセンもあ

わせてそういった位置づけで今動いております。 

○議長（江守 勲君） ６番、齋藤君。 

○６番（齋藤則男君） ご承知かと思いますが、この施設、サンサンホールは、合併

前の旧上志比時代に建設されたものであります。建設の大きな目的は、地域の住

民に直接文化に触れてもらう、接してもらうとの意味から整備されたものであり、

合併前は年間を通し、計画的にイベントや講演等を実施してきました。講演等で

利用された方たちからは、「音響や設備等とてもしっかりしており、使いやすい」

とお褒めの言葉もありました。 

 しかし、合併後は、利活用の頻度が減りつつあるのが現状ではないでしょうか。

私のひがみ根性かもしれませんが、お隣、永平寺地区の山のような施設には、目

的の見えないまま多額の改修費用をかけ整備されました。私は、そのうちに老朽

化を待つ施設として思われているのではないかなと、その思いを痛切に感じてお

ります。 

 先般、サンサンホールにおいて、子どもたちにも楽しめる音楽のミニコンサー

トがありました。とてもすてきな内容で感激しました。しかし、入場整理券を発

行しながら、観客数はとても少なく大変に残念に感じました。なぜでしょうか。

ＰＲが不足しているのか、その方法が悪いのか、ただ単に１年に一度だけの行事

として考え、行く行くは観客が少ないからと講演等の利用を廃止する計画なので

しょうか。私にはわかりませんが、町民のための文化施設として、その目的に沿
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った施設として、今後の活用方法について、このままの状況で置くのか、それと

も新たな活用の考えや計画はあるのかお伺いします。 

 そして、あわせて、利活用の一つとして、一部有料でもいいから講演やコンサ

ート等の開催について、これからも続けていくのかどうなのか、そのお考え、そ

のお気持ちがあるのかをお伺いします。あわせて、コンサート等のＰＲの方法に

ついてもお伺いをいたします。 

○議長（江守 勲君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（清水和仁君） まず、イベントの周知方法ということについてです

けれども、今議員さんおっしゃられましたコンサートにつきましては、生涯学習

課で所管されたもののことをおっしゃるんだと思いますけれども、ファミリーコ

ンサート、これにつきましては、括弧配布によるチラシ、ポスター、そして生涯

学習だより「Ｓｅｅｄ」、町のホームページなどで広報しているというところで

ございました。 

 利用者数が少なかったということでございますけれども、記録では、２回実施

したと聞いてますけど、５００人というふうな人数でございます。１回につき、

２で割ると２５０ずつになりますけれども、それが多いのか少ないのか、若干判

断は微妙かなというふうに思いますけれども、そういうふうな結果でございまし

た。こういうふうな文化事業に関しましては、これまでも毎年、企画をしてまい

りました。文化芸術事業ということで、今年度も夏に自衛隊音楽隊をやりますけ

れども、今後も内容を検討しながら継続していきたいと考えております。 

 有料、無料に関しては、場合によってといいますか、内容によってというふう

な形で考えていくということでございますけれども、あくまでも町がやる事業で

ございますので、余りにも高いものということではないというふうに思いますけ

れども、場合によってはあるかもしれないということでございます。 

 今後の活用についてということでございますけれども、町の貴重な専用の文化

会館であるということで、町内に限らず利用拡大を図りたいとは考えております

が、また、住民の皆さんにも団体等で自主的な催事を企画していただきたいとい

うふうに思っています。 

 また、施設、私からすると、そんなに傷んでいる施設ではないと思っています

ので、議員さんおっしゃるように、老朽化を待つというふうなそういう状態では

全くないと考えております。用途としては、現状のように、現状の人数でいいと

いうわけではないですけれども、用途としては、今の現状のとおり、一般の方々
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に部屋を利用してもらったりとか、コンサートホールといいますか、文化ホール

として活用していただきたいというふうに考えているところでございます。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） いろいろなイベント、せっかく予算をお認めいただいて、こ

の予算を認めていただいたのがゴールではなしに、住民の方があそこに参加して

いただいて喜んでもらえる、また何か感動してもらえる、そういったための予算

ですので、周知についてはもっとしっかりやっていかなければいけないなと思い

ます。 

 それと、今ほど修繕の件もありました。昨年も齋藤議員からあのエリアの、傷

んでいるとか木が倒れているとか、そういったご指摘をいただきまして、去年、

全ての公共施設の傷んでいるところの、生涯学習課所管ですが、写真を撮って見

せていただきました。今、現状ではちょっとタイルが剝がれ落ちてきているとこ

ろがあるとか、いろいろそういったところも把握しておりますし、また周りの細

かなところもちょっと傷んできている、そういったところもあります。今年度は、

まずそういった軽微な修繕ということで予算も、修繕の量をもうちょっと上積み

をさせていただきまして、大規模な修繕につきましては、今しっかりと調査をし

ていく中で、じゃ、どことどこの部分をしなければいけないか、それを今年度、

来年度、調査をして、今すぐどうにかという状況ではありませんが、やはり傷ん

できているところは目立ってきておりますので、ほかの公共施設もあわせてしっ

かりとそういった対応をしていきたいなと思います。 

 それと、四季の森の上については、何度も説明してますが、公共施設としてそ

こを使う人の安全を守ることができない部分に対して今やっております。もちろ

んほかの施設もあわせて同じ考えで修繕をしていきたいと思いますので、またご

理解よろしくお願いします。 

○議長（江守 勲君） ６番、齋藤君。 

○６番（齋藤則男君） 本当に講演やコンサートのＰＲ、幅広く周知し、多くの町民

に観覧していただくことがとても大切になると思います。広報紙に掲載する、チ

ラシを配布する、それでなく、地域の住民を巻き込んだ新たなＰＲの方法も必要

ではないでしょうか。発想の転換です。ご期待を申し上げます。 

 最後に、河合町長、新しい知事の杉本知事は、現場の声による組織づくり、現

場主義と言っておられました。永平寺町のリーダーとして、勇気と奮起、発想の

転換、そしてそのお力を遺憾なく発揮されんことをお願い申し上げ、私の一般質



 －188－

問を終わります。 

○議長（江守 勲君） 暫時休憩いたします。２時５分より再開いたします。 

（午後 １時５３分 休憩） 

────────────── 

（午後 ２時０５分 再開） 

○議長（江守 勲君） 休憩前に引き続き再開します。 

 次に、２番、上田君の質問を許します。 

 ２番、上田君。 

○２番（上田 誠君） それでは、ご指名をいただきましたので、私の質問をさせて

いただきたいと思います。 

 笑いが出ましたのでにこやかに行きたいと思いますが、一応４問用意させてい

ただきました。 

 いろいろな報道もあるわけですが、１つ目、中高年のひきこもり対策はそうい

う急務ですよというふうな形の質問が１問目であります。 

 ２番目です。これも子どもたちが今置かれている環境、ＳＮＳの対応も急務じ

ゃないか。これはちょっと１問にも絡んでくるかもしれませんが、そういうこと

で大事なところだということで２つ目を用意しました。 

 その後は、民生委員の活動。いろんな形で今言われているのが、実務というん

ですか、それが非常に多くなっている。それも高齢者を抱えるとか、地域のいろ

んな課題が多いからなっているわけですが、それのサポート体制をやっぱり考え

ていかなあかんのじゃないかということを上げさせてもらいました。 

 そして、４つ目。これは梅雨時になりますし、夏になりますとＯ１５７、食中

毒等がありますので、そこの対策として一つ、ペーパータオルであるとかアルコ

ールの除菌であるとかそういうのも、ある面では考えてもいいんじゃないかなと

思って、当然やってるかもしれませんが、そこらあたりの確認と要望も含めてこ

の４つを用意させていただきましたので、よろしくお願いいたします。 

 まず、１問目です。皆さんご存じのように、いろんな報道の中にも言われてま

すが、近年、国のほうも、その重要性というんですか、社会的問題の大きさを考

えないかんということで、あえてそういう形で今出てきております。中高年ひき

こもり対策は急務ですよということです。 

 先般、内閣府の発表がありました。４０歳から６４歳のひきこもりの推計は６

１万３，０００人を上回るというふうな一つの発表がありました。２０１５年、
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１０年、１５年と前にも調査しているわけですが、それは一応１５歳から３８歳

までの調査ということでありました。今回の調査、１５歳から３９歳のところで

は１５万人減ったんですが、依然５４万人いらっしゃるよというふうな発表もあ

りました。これを２つ合わせて、１５歳から６４歳では実に１１５万、それ以上

が、隠れているって言葉は語弊がありますが、推定されるんじゃないかというこ

とで、その大きさが大きくクローズアップされていると思ってます。 

 そのうち、７年以上のひきこもりがその半数を占めてますよというふうな報道

もありました。こういうふうな形で大きな社会問題になりつつというんですか、

もう社会問題であって、皆さん認識していかないかんということが、この前、総

理府のほうの発表があったわけです。そのきっかけは、大人の４０歳以上という

こともあって、退職ということが３６．２％、一番その原因の実例の中にあるわ

けですが、その後、人間関係であるとか病気であるとかそういうものが原因とい

うことで、順番的にはそういうふうにされてます。 

 それで、またそのうちですが、４０歳から４４歳の方を見ると、二十から２４

歳までのひきこもりの方が、その３人に１人がそういう現状があるということで

す。いろんな形の見方があるんですが、一つの見方として、大きな社会問題だと

いう中で最大の要因は、ある面ではその学者の人がおっしゃってるわけですが、

現在の社会構造にあるんではないかという指摘もあります。というのは、必ずし

も不登校の延長だけでなく、誰でもがひきこもり状態になり得るような状況下に

あるんじゃないかというのも、一つの大きな問題視する中で見ていかなあかんと

いうふうなことを言っております。 

 一つは、一度レールから外れるとなかなか戻れないという社会的な構造にもな

っているんじゃないか。それから雇用関係も、非正規であるとか派遣であるとか

そういう増大の中から、企業のいろんな面での、コスト競争であるとか、それか

ら労働時間の問題であるとか、そういう中から、ブラック企業という中でとかそ

ういう中での社会的ストレスが大きな要因の中にもあるんじゃないか。ただ、当

然のように、従来の不登校の延長のところもあるかもしれませんが、それだけで

片づける問題じゃないですよというのが、先ほど言った年齢別のところで出てい

るというのが現状だというふうに言われています。 

 当然、ひきこもりの原因の中には、自分がこのままこの職場にいたら壊されて

しまうという危機感から、防衛の反応としてひきこみざるを得ないという人たち

がふえているんじゃないかというのが大きな原因じゃないかというふうに、ある
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面では捉えていくことも必要だというふうに言われています。当然のように、ひ

きこもりの方々の中には精神疾患、先ほど病気と言いましたが、そういうのを抱

えた方もいらっしゃいますが、先ほど説明しましたように、社会的ストレスから

自分を守る、命を守る、尊厳を守るためにそういうふうなひきこもりになってる

んじゃないかということであります。 

 そのひきこもりの方々の状況を見ますと、やはり社会とのつながりのない状況、

それから、支援のいろんなあれがあるわけですが、その支援とのつながりが、状

況的に連絡がとれてない。要は、孤立した状態になっているというのも大きなと

ころがあると。これは、今一番大事である、生きるということよりも、他人との

比較であったり評価であったり横並び、それから１回外れて離脱というんですか

ね、そうしたのは恥ずかしい。ある面では知られたくないというふうなものが優

先されてしまって、その一番大事である、生きるというものがそれにかき消され

ているというのも大きな形じゃないかというふうに言われています。 

 この社会は働くことが前提だろうという社会が設計されている中で、働かない

自分はだめなんだ、また当人であるとか家族もそれを恥だというふうな感じでど

んどん窮地、泥沼化というんですか、そういうふうに追い込まれていくというの

が今の現状じゃないか。そういう見方もぜひ必要で、今まで就労がそれを救う、

要は、ひきこもりから引き出すのに就労という見方がされているが、その一元だ

けじゃないかということで、もっと違った方向でも多様な支援の必要があるとい

うふうに見直せるというのがあるということと言われています。 

 それで国も、先ほど数値も言いましたが、一応調査をしてます。先ほど言いま

したように、１０年、１５年、そして今の調査は１５歳から３９歳まで。これは

いじめであるとか不登校であるとか、そういう要因の中からなっているというん

で、そういう数値を拾ってきたわけです。 

 しかし、１７年にその調査の実施を行いました。全国２１都道府県が実施をい

たしまして、そしてその２１都道府県のうち、４０歳以上の調査は９県が行って

いるわけですが、そこで当福井県、そして永平寺町はどのようにそういうことを

やったのか、また調査したのか。その実態はどうなんかというのを若干お聞きし

たいと思います。 

○議長（江守 勲君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（木村勇樹君） 県のほうから、ひきこもり実態調査の結果というこ

とでは公表もされておりませんし、報告もいただいておりません。 
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 それから、永平寺町の実態調査というものも実施しておりません。 

 よって、推計人数、それから要因等の分析データというのはございません。 

○議長（江守 勲君） ２番、上田君。 

○２番（上田 誠君） ということは、２０都道府県の中に福井県は入っていないと

いうことだろうということだと思います。 

 それで、やはり、今言いましたようになかなか、県がやってないのに永平寺町

はどうかというところもありますが、先般、地域包括センターの方々ともお話し

させていただきました。その中でも、後でもちょっと言いますが、８０５０とい

う全国的な課題があるわけですが、現実的にお年寄りの方の介護であるとか、お

年寄りの方の生活支援のために出向いたときに、俗に言う、その息子さんである

とか娘さんである方が一緒にそこにいて、ひきこもり状態になっているというふ

うな実例もありますよというふうな話を聞いて、その対応の仕方、またどうして

いくかというのは、悩ましいって言葉は悪いですが、実態として非常に私どもは

身にしみるものがありますというふうなお言葉がありました。 

 深刻なのは、今もちょっと言いましたが、８０５０問題ということで全国的に

も言われています。要は、先ほどの若い世代が、一番最初は１９８０年か１９９

０年ごろからそういうひきこもりの話が出てきて若い人がなったわけですが、そ

れから二、三十年たちまして、８０代の親が５０代の子どもを支えるというふう

なこと。その背景は、先ほど言いましたようにひきこもりがあるわけですが、こ

の言葉は、先ほど言いましたように、１９８０年から１９９０年の若者がそうい

うひきこもりの中から問題視され、３０年たって今現在４０、５０代になって表

面化してきた。それは、先ほど言いましたように、ただ不登校だけじゃなくプラ

スアルファの部分も当然ありますよということです。 

 支援の体制というのは、ご存じのように、不登校であるとかいじめというもの

は青少年の課題ということで、教育委員会が今担当をされてるんじゃないかなと

いうふうにも思います。当然、保健師さん、いろんな専門の方もありますが。そ

れから、就労や生活保護については福祉保健課さんが今担当をしている。そして、

特に高齢者の介護や支援、そういう医療的なものについてのいろんなケアプラン

については包括支援センターの方が実務として対応しているというふうな形にな

ってます。そういうふうな中から、高齢者の介護に対応する中から８０５０問題

に遭遇するという状況であります。 

 そこで、今までその支援のメニューが、先ほど言いましたように就労ありきの
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支援しかなかったのが実情であるというふうに国も言ってるわけですが、実態調

査を行って、その課題であるとか、何が今必要なのか、何を求めているのかとい

うので、県の組織として、政令指定都市もあるんですが、福井県の場合ですと、

県については県のひきこもり地域支援センターがあるというふうに聞いてます。

当町の対応として、その支援センターとの関係、それから行政は今後、永平寺町

はそういう場に遭遇したときにはどういう形で、その連携であるとか、責任とま

では言いませんが、そういうところをどうするのか。そういうものをぜひお聞か

せいただきたいというふうに思います。 

○議長（江守 勲君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（木村勇樹君） 現状におきましては、相談内容の主管課というとこ

ろが一時的に相談内容を受け付けて対応として図るということになります。 

 ひきこもりというのが、まず確認させていただきますけれども、病名でも障が

い名でもないということ。あくまでも社会的な関係性を持つために、状態という

ことで、ひきこもりということを表現されているようです。 

 支援する内容はその原因によってさまざまになってきますので、障がい系であ

ったり就労系であったりいたします。最近多いのは、やっぱり発達障がいかなと

いうことは認識しております。それから、８０５０問題という状態にも現状では

ありますけれども、７０４０、６０３０というのも、表現はされていませんけれ

ども現状としてあって、１０年経過後にまた出てくるということは当然のことだ

と思っておりますし、それだけの潜在的な要因というか数はあるなというのは、

若干ですが認識しております。 

 相談のあった内容につきましては、スクラム福井、それから健康福祉センター、

あとは、議員仰せのようにひきこもり地域支援センターのほうへつなぎます。こ

こは専門機関でございますので、精神保健福祉士、それから臨床心理士、コーデ

ィネーターさんなんかも配置されております。こちらのほうにつないで対応に当

たるということになります。 

 それから、把握した段階については、先ほど議員おっしゃったとおり、包括の

ほうから高齢者相談に関連してひきこもり状態にあるというのは散見しておりま

すし、それから在宅介護支援センターのほうからの情報提供もございます。それ

から、近年、相談にお見えになるご親戚、民生委員さん、それからご兄弟という

のもありますので、その方たちからの情報提供をいただいて慎重に、慎重という

言い方になってしまいますけれども、つないで対応に当たるということになりま
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す。 

○議長（江守 勲君） ２番、上田君。 

○２番（上田 誠君） 内容が結構ナイーブなというんか、いろんな形でまだ、未知

という言葉は語弊がありますが、今から考えていかなければならない問題であり

ますので、ある面ではその連携プレー。要は、そのひきこもりを抱えるご家庭で

あるとか当人が、いろんな社会的なつながり、特に専門的なところの支援のつな

がりがないというのが一番の要因じゃないかというふうに言われてます。ぜひと

もそういうものを早くキャッチする方法、後でもちょっと民生委員の活動支援の

ところでも触れたいと思うんですが、そういう体制のアンテナをぜひ張りめぐら

せて、そういう対応ができたらすぐにそういう対応、ある面ではマニュアル化っ

て大変語弊がありますけれども、そういうふうな形、それぞれのいろんな状況に

よって変わりますが、そういうものをぜひ早く当町として方向性なり手順を示し

ていただければと思いますので、何とぞお願いしたいと思います。 

 ただ、実務をしている包括支援センターの方々もそれで結構大変な面がありま

すので、そこの方々の支援と言うとおかしいですけれども、行政としてその対応

をぜひ見ていただきたいというふうに思います。当然のようにも、降りかかって

くる火の粉って言葉は悪いですが、課題がありますので、ぜひその面をお願いし

たいと思いますが、何かご所見あればお伺いします。 

○議長（江守 勲君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（木村勇樹君） 対応としては、連携プレーというのは常々念頭に置

いております。職員のほうにも常々アンテナを高くということは伝えております。

障がい担当の職員であったり、包括の担当の職員であったり、保健センターのほ

うからもいろいろ情報が入ってきますし、それから税務課の債権管理のほうから

も情報が入ってくる。子育てのほうからの虐待関連でも入ってくる。常に連携は

職員は意識しておりますので、大丈夫という言い方が適切かどうかはわかりませ

んけれども、丁寧な対応に当たっていきたいと思います。 

○議長（江守 勲君） ２番、上田君。 

○２番（上田 誠君） ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 ただ、一つお願いしたいのは、そういう事例があったら、誰々さんがそういう

ものが、ある面ではいろんな形での情報を知ってますよと、そういう方に一応相

談すればいろんな手配ができますよということで、当然課長さんやら担当者がか

わってきますわね、役場の職名として。それであるんですが、ぜひこういうこと
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については誰々に、例えば今言う管理センターもあるんですけど、そこに行けば

そういう対応ができますよという形の一つの専門性をそこで育てていただきたい

なというふうに思います。それがやはりこの解決をする大きな糸口じゃないかと

思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 では、続けて２問目へ行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 ２問目は、子どものＳＮＳ対応は急務。要は、今、子どもさんがいろんな形で

スマートフォンも含めて、ＳＮＳという言葉にくるめてまうとあれなんですが、

課題が起きてます。当然のように、先ほど言いましたひきこもり、いじめも含め

て、不登校も含めて、その一要因の中にはその書き込みであるとかそういうもの

も言われている部分があるわけですが、それについてちょっと若干触れていきた

いと思います。 

 新学期が始まりまして、どうしても進学や入学に合わせて、子どもさんの要望

っておかしいですけれども、それに合わせてスマートフォンやゲーム機を持たせ

る家庭がやっぱりふえている、そういう時期であるというふうに思ってます。便

利さの陰に隠れた数多くの問題が指摘されてますし、報道の中でもうたわれてま

す。そして総理府であるとかいろんなところのインターネットで、先ほど言った

インターネットじゃないですが、クリックするとそういうふうなところの情報も

流れております。いろんな形でツイッターにいろんな写真や動画やらの投稿をし

てしまって、それが加害者であるとか被害者であるとか、また反対に、メールや

ＬＩＮＥの中でいろんな書き込みをすることによってその人が傷ついたりとか、

加害者と被害者が裏腹のような状況で、ある面では大きな社会問題になっていま

すよという状況であります。 

 それで、同じように内閣府の発表がありました。２８年（２０２６年）の統計

ですが、スマートフォン所持率、全国ですが、小学校で何と５０．４％です。そ

して中学生になりますと６２．５％、高校に至りますと９６．７％というのがそ

の所持率であります。 

 そしてインターネットの利用率、子どもにインターネットを使わせてるという

ところで統計的に出てたのが、おもしろい統計がありました。幼児です。小学校

の前です。幼児の方がそれを利用している率が何と６４％。というのは、持って

はいないんですが、お父さん、お母さんのを見ている、利用するというかですね。

スマホが３８％、タブレットが２３％、あとはパソコンとかゲーム機が１０％前

後ですが。そして小学校になりますと７２％。スマホが２９％、タブレット２８％、
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ＰＣ２０、これは全部二十何％台ですが、小学校の子どもさんは７２％がやって

ます。当然中学校になるとそれ以上ということで、中学校のほうでなってます。

当然７０％以上です。 

 そして何をしてるのかということで、さっき言った小学生未満の幼児は、ゲー

ムが６１％らしいです。そして動画が６６％、そしてそれで自分のお父さん、お

母さんが撮ったスマホの写真とか動画を見るのが３７％。そしてもう一つが知育。

要は、勉強でないですけどいろんなね。それが２１％というのが幼児、小学校へ

上がる前の子どもさんが今現在使ってますよということです。 

 小学校になりますと、ゲームが６６％、動画が５９％、同じように６０％です

ね。写真が２３％、知育が１３％ということです。それプラス、メール、それか

らＬＩＮＥ、そういうものが七、八％そこへ出てくるそうです。要は自分の携帯

を持ちますからね。そして検索するのは１８％、同じようにＳＮＳも数％がやっ

ているそうですが、先ほど言ったゲーム、動画もプラス、ほかに、今度は自分た

ちがそういう形でやり出しますというのが、小学校に入ったらそうです。 

 いつか。いつやるのかというのを見ますと、幼児期は家族と一緒にしてるそう

です。例えば外出時の時間待ち。例えば、何か食事に行ってよく見かけるのが、

待合で待ってると小さい子が一生懸命やってるよと。それから、手が離せない。

お母さんがいろんな家事をやってるとき手が離せないので、わーっと来るのをち

ょっとあれするためにスマホを与えてしまってる。そういうのが一番多いそうで

す。小学生になると、一人のときとか、友達と一緒のときとか、留守番をしてい

るときにそれを使い出すというのが出てくるそうです。それは、先ほど言った、

持ってるのが５０％にふえますから。幼児期は持ってませんけどね。そういう実

態があるそうです。 

 そして、どれぐらいやっているのかというのは、これ２５年でちょっと、今の

調べた２８年から３年ほど前なんですが、１時間まで、１時間以内というのは、

小学校で３７．３％、中学校も三十何％だそうです。それから１時間になります

と、小学校で２４％、中学校で４９．５％。要は、小学校でやっているのが６１％、

半数以上ですね。それから中学校になると８１％にふえるということです。 

 そして、ネット依存。病的に使っているというのは、今言ったように５１万８，

０００人以上いるんじゃないかというふうに言われてますし、そのネット依存の

全体の数、これは先ほど言った小中学校ですけど、小中学校の方で、ある面では

病的な依存度も５１万８，０００人に及ぶんじゃないかという総理府の発表があ
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ります。それから全体で言うと２７０万、また３００万以上もそのネット依存に

なっているんではないかというふうな統計もありますし、全体的に言うと、女の

方が９．９％、男の人が６．４で、女の方がどちらかというと多いというふうな

統計も出てます。 

 そこで、ＳＮＳの依存により、いろんな病気だったり生活破壊になっていくわ

けですが、例えばその一つの相談の例の中に、子どもにネットのやり過ぎだと指

摘すると、見たこともない形相でにらみつけて、どなり散らして困っているとい

うご相談であったり、夫婦の間では、夫、妻もあるようですが、その伴侶がネッ

トにはまり、家庭を余り顧みなくなってしまって困っているというご相談である

とか、親がたまりかねてネットの接続を無理やり絶ったところ、さっき言った家

庭内暴力につながってくると、家具などに、ある面では壁穴もあけるとか、そう

いうふうな形で困っているというご相談が現実的に出ていますよというのが載っ

ていました。 

 当町での、小中学校も含めて実情はどんなんかというのを、もしもわかってい

るんであればお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（江守 勲君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田和憲君） 小中学校それぞれ最上学年の実態についてお答えで

よろしいですか。 

○２番（上田 誠君） ６年と３年ですね。 

○学校教育課長（多田和憲君） ６年と３年ですね。はい。 

 昨年度の実態調査によりますと、小学６年生の携帯またはスマホ、これはキッ

ズケータイとかそういうものも含まれておりますけれども、これらの所持率は３

６．１％でございます。中学校３年生は４２．４％でございます。 

 ネットの利用時間につきましてですけれども、これ平日でネット利用を２時間

以内で抑えているという項目の、抑えているという小学６年生の割合ですが、７

９．５％、中学校３年生では７７．３％。 

 以上でございます。 

○議長（江守 勲君） ２番、上田君。 

○２番（上田 誠君） 所持率は全国から見ると少ないですが、所持してる中で、そ

の利用率は２時間以内という形はこんだけの数字。もう８０％近くの方がやって

らっしゃるんですよ。というのは、もう生活の中には入り込んでますよというこ

とですね。 
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 それで、ちょっと調べましたら、いろんなところで、ネット環境あるからこう

いうふうにしたらいいですよとか、ある面では、安心ネットづくり促進協議会の

中で、子どもさん向けであるとか親御さん向けであるとか、いろんな形でその実

例というんか、そういういろんなのが載ってます。それからフィルタリングはど

うするとかいろんなことが載ってるんですが、そういうふうなことも踏まえて、

手軽に情報を得られる、手軽につながり、ネットでそういうものができるという

中から、そこで一つの考え方ですが、ＳＮＳが子どもから奪うものは何かという

と時間ですよと。さっき言いましたように２時間以上、そういう毎日のように使

っているわけですね。それは、本人は気づいてる場合もありますし、気づかない、

ある面では気づかなくなってきてしまっているというのがあるわけですね。いつ

でもどこでも、暇な時間、何も考えなくてもいいから時間を潰すんだというふう

な形で安易にそれを使っているというのが、いろんなアンケートの中から出てき

ます。子どもはそういう形で使ってるということですね。 

 それは、先ほど言ったように、何を奪うのかといったら時間ですよと。これは

一つの、見させてもらったわけですが、思春期。特に、今言う小学校のいろんな

心の発達、中学校の発達するところで成長期に、特に心の成長期の中で、暇な時

間や退屈な時間は、子どもが自分と向き合い、成長するために必要な時間ですよ

と。その時間が奪われていくという考えです。その時間を奪えば、その時間がな

くなっていくわけですが、自分の頭で物事を考えない自分にになっていってしま

う、知らず知らずになっていってしまう、心の成長がそこでとまってしまうよう

な状況ですよというふうに、ある面では警鐘を鳴らしているわけです。それがい

ろんな形で、子どものＳＮＳを使う対象を、特に子どもさんだからそういうふう

に気をつけてくださいということです。 

 ほかにもいろんな形での、遊びであったりとか、学習であったりとか、睡眠で

あったりとか、それから運動、それをやりますからね。それから家族の団らん、

そういうものを奪っていってしまう。 

 ＳＮＳを通じて子ども同士が、その関係にも変化があらわれてくる。子どもた

ちの生活の中の環境ですね。例えば、子どもたちがＳＮＳを利用する目的という

のは、従来の友達の関係を深めるというよりも、友達の数や関係を気軽にコント

ロールできるようになってしまう、そういう判断をしてしまうんじゃないか。要

は、そのＳＮＳの中からすぐに返信をする相手だよ、しばらく無視しても大丈夫

な相手だよ、完全に無視していいよというような形で、ある面では、その友達の
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関係の中をそういうもので割り切っていってしまう。一人一人としっかり向き合

うことがなおざりになってしまって、友達の数をふやしたりし続けても、孤独感

というんですかね、そういうものを払拭できない状態にだんだん、一喜一憂して

いく、その内容によって。それで常にＳＮＳで誰かとつながっていないと不安に

なる、それでまたスマホをずっといじると。そういう悪循環があって、最終的に

は病的な依存症になっていってしまう。それが今、非常に警鐘として鳴らされて

います。 

 そこで、当永平寺町の中でも、中学校で午後８時以降はやらないでおこうとか

いろんな、自主的に子どもたちがそういうのを使ってやっているわけですが、子

どもたちの利用状況から見ると、このアンケートに載ってました。何が保護者の

不安か。アンケートの結果です。幼少期においては、身体、いろんな発達への影

響、それが６０％の親御さんがやっぱり心配してます。それから、小学校の子ど

もには学習、成績、そういうものも当然ふえてきます。そして全体的にはネット

依存とか不適切な情報に触れるというのが、やはり６割近くがそういうものを親

御さんは不安視してます。そして保護者の要望としては、相談や助言、特に専門

家の方にいろんなことを教えてほしいというのが６５％、そして利用のモラル、

そういうものをやはりきちっと、親御さんも含めてやってほしいというのが要望

の中に上がってます。ほんでいろんな統計を見ていきますと、ちょうどネットが

始まって自分がやり出したという親御さんが今子どもさんを持っているという世

代になるので、特にそういう面は考えてほしいということでありました。 

 ある面では、社会問題、今後の教育する、当町は子育て、それから教育の支援

をしている一つの町だということを前提に置くならば、ＰＴＡの連携、またＰＴ

Ａの連携以外に、町としてこのＳＮＳの対応をどうするのか。例えば、専門家を

交えてそういう保護者の方々にいろんな、当然学校でやってると思いますが、そ

こらあたりも含めてどうするのかというのを、方向性がありましたらお聞かせい

ただきたいと思います。 

○議長（江守 勲君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田和憲君） 各というか、小学校、中学校それぞれにおける対応

についてお答えいたします。 

 各小学校におきましては、学校ごとに定めましたスマートルール、これはイン

ターネットの利用によるいじめや依存症などの生活習慣の乱れを防止するための

ルールでございます。こういったものや、あと、文部科学省が出している冊子等
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を配布いたしましたり、ＮＴＴによるスマホ、携帯の安全教室、また、警察署を

招いてスマホ利用の注意点やＳＮＳの危険性などについて講義する、ひまわり教

室と申しますが、こういったものを開催するなどの機会をつくり、悪口や個人情

報の載せてはいけないでありますとか、人のスマホを勝手にさわってはいけない

などの指導、またメディア依存の危険性に関する啓発を行っております。 

 中学校におきましては、各校の生徒会で、スマホの使用時間は１日１時間で夜

９時までとか９時半までとかには終わるというように、みずからスマートルール

を定めております。また、年度初めや長期の休業前に教員が使用方法について指

導するほか、中学校におきましても警察によるひまわり教室を開催したり、あと、

個人面談におきましても、スマホによるいじめなどの情報収集と、あと使用に関

する指導等を行っているところでございます。 

○議長（江守 勲君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（清水和仁君） 青少年と単純にいきますと生涯学習課に関係するか

なと思いまして、答弁させていただきますけれども。 

 被害防止等のためには、まずＳＮＳを使う本人への教育、啓発というものが大

切だということがございます。ということで、学校での指導というのが一番直接

的でいいのかなというふうに思っております。今ほど学校教育課長がいろいろ答

弁したと思いますけれども。また、保護者に対しても同様でございますので、学

校を通じて指導をしていただく、啓発をしていただくというふうなことで考えて

います。 

 高校生につきましては、うち高校はないんですけれども高校生は当然おります

ので、こちらにつきましてはなおさら深刻といいますか急務ということで、各学

校において小中学校以上の指導を行っているというふうなことは聞いておりま

す。 

 生涯学習課としては、青少年愛護センターの活動の中で補導員等への研修を行

っております。また今後も、県や警察などから配布されるリーフレットや生涯学

習だより「Ｓｅｅｄ」などを使った啓発活動も行っていきたいというふうに思い

ます。 

 また、予防の対策だけでなくて、被害を最小限に抑えるための相談窓口の存在

を周知するというふうなことも大切だというふうに考えております 

 以上でございます。 

○議長（江守 勲君） ２番、上田君。 
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○２番（上田 誠君） 今ほど、いろんな形で対応いただいていると思います。ただ、

その中でちょっと文書で調べさせてもらった中であったのが、先ほどちょっと例

にありましたが、幼児ですね。今、研修してるのは小中学校の方だけの研修だろ

うと思うんですよ。幼児園の親御さんたちもその時点でもう既に始まってるんで

すよと。先ほど実例挙げましたが、６０％の方がそれを子どもさんに使わせてい

るという現状があると。そういう中から考えると、その子どもさんが小学校に上

がった時点では、今度は自分がスマホを持つとか、自我意識を持ちますから、そ

れでＳＮＳとかそういうのを自分でやっていく形になるわけですね。ですから、

その中に書いてありましたが、やはり幼児期のときに親御さんたちがどう対応す

るのかも含めてやっていってほしい。 

 ほんで、保護者ができる３つのポイントというの、こういつも載ってるんです

が、被害者でも加害者になり得るため、適正なインターネットの利用を、絶対そ

ういうのは当然勉強もしてもらわないかんし、保護者の方もぜひそこを考えてほ

しい。それから、家庭のルールを一緒につくって、成長とともに変えてください。

要は、小学校のとき、中学校のとき、それぞれ自分のあれがありますからね。そ

れを話し合いの中からお互いが認め合いながら決めていくということをやってく

ださい。それから、適切な情報、危険な、まあフィルタリングですが、そういう

もののやり方というのも、ぜひ親御さんらの中で小さい間からそういうものをぜ

ひやってほしいということで、ある面では、当町としては、子育て、そういう面

から考えると、その小さい時代から、幼少期の時代からぜひ対応をお願いしたい

というふうに思うわけですが、そこらあたりの見解をお願いいたします。 

○議長（江守 勲君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（吉川貞夫君） 現在、当町の永平寺町の幼児園のほうでスマート

フォンなどを持っているかという調査は正直してませんでした。 

 今現在、おっしゃいますように、自分が持っていなくても親のスマホなんかで

ゲームをしている光景なんかはたまに見かけることがありますが、申しましたと

おり、小学校に上がってからということじゃなくて、幼児期、幼児園の中でも、

これも園長と相談はさせてもらいますが、保護者会等、また講演会等なんかでも、

スマートフォンに対する親に対しての講演会とかをぜひやりたいなというふうに

思います。 

 先ほど議員さんからいろいろ数字をお教えいただきましたが、スマホを使わせ

ている親の中でもやっぱり不安視している親が非常に多いと、そういう中でも持
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たせているというところも、ちょっと矛盾点もありますので、そういうところな

んかも一遍。まず園長と一遍相談させてもらいながら、幼児期からもそういうス

マートフォンなんかの取り扱いとか持たせ方については一遍検討してみたいとい

うふうに思います。 

○議長（江守 勲君） 室教育長。 

○教育長（室 秀典君） 今のご指摘の件なんですけど、議員さんもご存じのように、

町内の小中学校は、学校へスマートフォンは持ち込み禁止というふうなこと、こ

れは皆さんもご存じだと思います。しかしながら、どうしても親が連絡をするの

に、緊急連絡をしたいので持たせたいというふうな、そういうケースがあります。

実態調査をしました。現在、町内で１名だけそういう子がいます。それ以外は校

内でのスマホは持ち込みをしていません。 

 それから、やはり今、そういう校内でスマートフォンを持ち込まないというこ

とになりますと、実際は家での、家庭での問題になってきます。先ほどからスマ

ートルール、これは学校のスクールプランというのがあるんです。１年間、どう

いう教育を主にやるかという、そこに位置づけをしています。２つの学校は、保

護者のスマートルールというなのも保護者が決めて、それを守りましょうという

ふうなことで、ＰＴＡが保護者の皆さんに啓蒙していくというふうなこともやっ

ている学校もあります。今後は、学校だけではこれは対応できませんので、やは

り保護者の方の協力、保護者のスマートルールをぜひつくって子どもたちを守っ

てほしいというふうな形での取り組みをやっていきたいというふうに思ってま

す。 

○議長（江守 勲君） ２番、上田君。 

○２番（上田 誠君） ぜひ、これは大きな町自体の考えだということで、ぜひそう

いう対応をお願いしたいと思います。いろんな形で、先ほども言いました中でそ

ういうルールを決めてるかというのは、半数は決めてるんですが、あとの半数は

決めてないというのが実情です。ぜひそれが、決めてないという方がぐっと減る

ような形でお願いしたいと思います。 

 それから、青少年インターネット環境整備法というのがありまして、法律で決

まって、保護者というのはそういうものを適正に使う責務があるということで、

法律でも明記されているということですから、そういう面も含めて、ぜひ保護者

の方にご理解いただければというふうに思います。 

 時間も少ないので、はしょっていきたいと思います。 
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 ３問目です。民生委員の活動の支援の体制をぜひ行ってくださいということで

す。 

 高齢化が進み、介護や生活支援を必要とするお年寄りや障がいを持った方々が

地域社会の中で安心して暮らせるためにも、いろんな形での、共生社会というん

ですか、そういうものを今目指している状況にあります。医療、介護、そして地

域での支援が重要になっている状況にあります。ますます民生委員の負担が大き

くなり、全国的にもそのなり手不足が深刻化していますよというふうな報道もさ

れているのが現状であります。 

 当町でも、その地域での支援体制の一つとして、各集落毎に小福祉委員会が立

ち上がっています。私どもの京善にも立ち上がっているわけですが。その中で、

地域ケア会議、ある個人会議、お年寄り一人一人のケア会議にもなっているかと

思うんですが、そういう小福祉委員会というのが立ち上がっています。それでの

福祉委員というのがあるわけですが、報道の中には当然のように、中で負担軽減

を図るために、国であるとか、敦賀市でもやっているわけですが、その補助員と

いうんですか、そういうものをつくって、支援員をつくっているというふうな制

度もありますが、なかなか意図的にそれが回転しているかというのはいろいろ疑

問視があるというふうにも聞いております。 

 そこで、当町では、ある面では民生委員も含めて小福祉委員会をやっているわ

けですが、現状の中で民生委員の方々の人員的なもの、それから業務の負担的な

もの、どういう課題があるかというのを、もしもある面ではまとめていらっしゃ

るんであればお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（江守 勲君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（木村勇樹君） まず、本町の民生委員さん、それから町と民生委員

さんのかかわり方という点で申し上げます。 

 現在、民生委員さん５１人と、それから児童委員さん、主任児童委員さん３人、

合わせて５４名の方の連携体制をもって支援をしているということになります。

福祉問題を見つける、それから知らせる、つなげるという役割を担うのが民生委

員さん、また同じように、福祉委員さんもつなげるという形の業務を担っていた

だいております。 

 福祉委員さんは、社会福祉協議会さんのほうで委嘱している制度でございます。

平成１８年に創設されて、自治会からの推薦があった、現在１３５名の方が活動

されております。県内でも１４市町の自治体で活動されております。 
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 役割とすると、発信、発見するというアンテナ役でございますので、中には見

守り役もやっていただいているということでございます。 

 課題として挙げられるのが、福祉委員さんと民生委員さんの面識がない自治会

もありますし、意識の差、それから地区によっての活動量の差があるということ

があります。 

 近年ですけれども、先ほどから話題になっているひきこもりの件、それから高

齢者の認知症の件、振り込め詐欺、貧困対策、児童、高齢者の虐待、災害対応な

どなど、いろいろな社会問題というか課題が多くなっておりまして、安全、安心

な生活を脅かす課題、それから問題が多様化しております。解決には時間がかか

りますけれども、そういった問題に対してはいち早く見つけると、いち早くつな

ぐということが重要になってきますので、民生委員さん、福祉委員さんの活動と

いうのは非常に大事になってきます。ただ、民生委員さんについても、解決にま

で、語弊があるかもしれませんけれども、入っていただく必要はないと。専門職

の対応による解決ということが一番だなと思っております。 

 これら体制については、地域包括ケアシステムという中では互助の部分に当た

るかなと思っております。地域包括ケアシステム自体が、本来であれば高齢者問

題に特化した考え方でした。近年は地域共生社会の実現ということで、高齢者問

題にかかわらず、高齢者問題、それから障がい者問題、生活困窮問題、それから

子育てに対する対策というような全方面、全年代に対する体制をとれよというよ

うな国の方針も出ております。相談支援包括化推進員という新しいお役目を持っ

た職員を配置せよということが、近年、国のほうからも示されております。県内

の自治体もどこも対応に苦慮しているというふうな現実もあります。 

 ただ、町としましても、対策については検討せざるを得ない状況、それから生

活支援体制整備事業ということも進めておりますし、社会福祉協議会のほうでは

小地域福祉委員会というのを進めております。近年になって制度自体が変わって

きて、対応についてはいろんな手段がある中で、地域においては、対応する住民

の方は一緒になってきている、何といいますか、自主防災組織についても同じで

すし、そういった問題については、社協、それから町、民生委員さんそれぞれ連

携をして、地域の方に負担にならないように調整をしながら体制づくりを進めて

いきたいなと、生活支援体制についても同じですし、政策課のほうで進めている

ＭａａＳ会議についても地域のほうにも入っていくという状況がありますので、

その辺は連携をとって進めていきたいなということを思ってます。 
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 以上です。 

○議長（江守 勲君） ２番、上田君。 

○２番（上田 誠君） ありがとうございます。 

 今ほど課長のほうから説明がありました。やはり今までの地域包括ケア、ある

面では高齢者に特化した形じゃなくて、あくまでも地域の中で支え合う共生社会

というものを目指していかないと、それが、連携プレーがとれないよと。私が言

いたいのは、民生委員の活動支援体制、そういうものの創設と書きましたが、あ

る面ではそれは一部門だけなんですが、要は、そういうものを早く町として確立

を、やっぱりある面では方向性を示していただいたほうがいいんじゃないかとい

うことで、それが民生委員の方々の動きにも出てくるし、小委員会がうまく働け

るとか、そういう形でぜひとも、そういう面がありますので。 

 町長も今回の所信の中に、初めてじゃないかと思うんですが、共生の社会、あ

あいう言葉がぱっと出たのはね。今までの所信の中では初めて、そういう形での

目指すよという言葉が出てまいりました。だから、そういう面も含めて、また教

育委員会のほうでも、公民館も含めての中でそういうものをことしじゅうにつく

るというふうにおっしゃってますので、そこらあたりの連携プレーをとりながら

方向性をぜひ近々中にお願いしたい。 

 私ども、いろんな形で視察した中でもそういう面があって、やっと、議員にな

ったときから言ってるんですが、初めてそういうふうなところが見出していただ

けると思ってますので、水を得た魚じゃないですが、ぜひ、また言いたいときは

言いたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 何か町長とかいろんな、所見があったらお聞かせください。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 本当に今、所信でも申し上げましたが、共生社会が求められ

ていると思います。その共生社会というのも、行政主導であったりそういうので

はなしに、本当に自分の一人一人のポジションがどういうふうに人を支えられる

か、また支えてもらっているか、そういったことをしっかりと認識してやってい

かなければいけないなという時代に入ってきたと思います。 

 本当にずっと今から高齢者社会が進んでいく中で、今いろいろな、そういった

一人一人の意識といいますか、そういったものをしっかり確立していかないと、

地域も行政も行き詰まってしまう、そういった可能性も多く感じられるようなぐ

らいのこれからの少子・高齢化社会になっていきますので、そういった面で、民
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生委員さんのを一つ挙げましても、本当によくお話を聞かせていただくんですが、

１０年前、２０年前と今とでは本当に、いろいろな相談事も多くなっていますし、

責任も多くなってますし、また対応しなければいけない人もたくさんふえてきて

いて、なかなか民生委員さんのなり手もいない。その中で一方で、福祉委員さん

とかいろいろな支え合いのそういう組織もできてますので、これから連携をとっ

ていく、また、ほかのそういう、先ほども伊藤議員のときに申し上げましたが、

福祉保健課と社協だけではなしに、いろいろな団体の皆さんとも共生をしていく、

そういったことをしっかりと訴えていく、そういったときになってきたなと思い

ますので、またご指導よろしくお願いします。 

○議長（江守 勲君） ２番、上田君。 

○２番（上田 誠君） あと二、三分あるんですか。はい。 

 ほんなら、最後です。Ｏ１５７対策、食中毒対策として、ある面ではペーパー

タオルを使ったらどうだというような形を上げさせてもらいました。 

 梅雨の季節になって、いろんな意味で気温が高くなって、この前の１週間か前

にもＯ１５７が発生しましたよというふうな報道もありました。感染が拡大して

いく中で、手拭きであるとかいろんなところの中で出てくるということの中から、

幼児園であるとか小学校の中での、幼児園さんやったら、ぬれタオルを持ってき

なさいよとかなってるんですが、ある面ではそこらあたりをペーパータオルには

できないかというふうな。 

 これはあるご父兄の中からそういう、「上田さん。なら、やっぱりペーパータ

オルでしたほうあれじゃないですか」という話も出てきました。それから給食の

人も、食材がかわるごとにエプロンをかえて、あれするごとに手を洗って、そし

て消毒をしてというふうな形で、常にそういうふうな動きをしてます。それと同

じように考えると、小学校の中でも含めて、こういう時期的なものはあるかと思

うので、そのときに、例えば、うちらもそうですが、トイレのところに、タオル

よりもペーパータオルがいいですねとか。それが一番衛生的だし、投げてしまう

し、いろんな形での感染も防げる。それからある面では、食べるときに、うちら

のテーブルにもありますが、アルコール除菌のやつが今は安く手に入るようにな

りましたから、アルコール除菌的なものをちょっと置いといてテーブルを拭いた

りするときにはそのアルコール除菌でやるとか。 

 それは費用的には、年間通じてもそれほど大きなものになってこない。例えば

こういう設備を入れて年間何十万もかかるというものじゃないと思いますので、
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それはトータル的にいろんなものを全部合わせると大きくなりますが、やはりそ

れは一つの予算化をして、そういうペーパータオルであるとかアルコール除菌で

あるとか、そういうものをぜひその中に考えていただけないものか。ある面では

予算的な措置もできるんじゃないかと思いますので、そこらあたりの意識をちょ

っと変えてもらって。昔だとお父さん、お母さんが、手づくりじゃないけど、か

わいいあれに入れてというのが一つの、子どもが喜ぶというのもあるかもしれま

せんが、それはまたいろんなときに使えばいいんであって、今言う日常的な、学

校であるとか園であるとか、そういう中ではぜひそういうものができるというふ

うな形の予算化も含めてできないかと思いますので、そこらあたりの見解をちょ

っとお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（江守 勲君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（吉川貞夫君） まず、現状を申し上げますと、トイレとかに常設

しているタオルとかというよりも、常設はありません。全て園児が自分で持って

くるということでやってます。 

 持ってくる物ですが、年齢によって異なりますが、２歳から５歳の子どもはハ

ンカチとおしぼりを家から持ってくる。ハンカチについては、給食用とトイレ用

の２種類持ってくるようにしてます。１歳児につきましてはおしぼりとハンカチ

をそれぞれ１枚ずつ、ゼロ歳児についてはおしぼりを持ってくると。ただ、ゼロ

歳児につきましては、ウエットティッシュを園のほうで購入してまして、それを

使用しているという現状です。そのハンカチとかおしぼりの使用に対しては、保

育士がそれぞれの目的に応じて指導をしている、それで子どもたちが使用してい

るという状況になっております。 

 議員さんのほうからペーパータオルを使用してはというようなご提案がござい

ましたが、まず、例えば給食のときなんかですと、当然持ってきたハンカチを利

用してますが、手を洗った後には必ずアルコールで消毒をしてから給食を食べる

と。当然子どもたちが食べるテーブルとかについてもアルコール消毒をした後に

配膳をするというふうに、衛生面では徹底をしているということになります。 

 ペーパータオルにつきましては、非常に衛生的にもいいという考えもあります

が、やはり子どもたちにハンカチで手を拭く、そしてしっかり畳んでおく、給食

のときにもハンカチで手を拭いた後にアルコール消毒をするという意識づけも大

事だと思います。それと、これ保育士にも聞いた話ですけれども、環境面から考

えても、使い捨てでやっていくのはどうかということもありました。幼児期の非
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常に大事な時期ですので、やっぱり環境面でもしっかり教育をしていきたいとい

う面もありました。 

 ただ、そういう感染が発生したときなんかについては、看護師の指導のもとに

どういう衛生状況をしていくのか、必要に応じては、園に備えてあるペーパータ

オルを一時的に使用するということも、それは当然しなきゃいけないということ

で対応しているということでございます。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田和憲君） 学校での食中毒の防止につきましては、養護教諭が

手洗い等、衛生面の指導を行っておりますし、またアルコールの消毒液も設置し

てございます。また、ハンカチにつきましても、ふだん用と給食時用と分けて持

参するような指導も行っております。 

 こういうふうに、現状で衛生面でも相当注意を払っておりますので、やはり学

校につきましても、ペーパータオルの設置というところまでは現在のところ考え

てございません。もし、先ほど言ったような感染の時期になりまして、どうして

も心配というご家庭は、ハンカチ、鼻紙やら歯ブラシなどと同じようにペーパー

タオルをご持参していただくということも、それはそれで結構かなというふうに

考えております。 

○議長（江守 勲君） 室教育長。 

○教育長（室 秀典君） 今の件について補足をさせていただきます。 

 ハンカチのことがありました。これ、朝、小中１０校とも健康観察というのを

してるんです。朝の体の状態はどうだというふうなことと、その中に、ハンカチ

調べということで、ハンカチを持ってきたか持ってこないかということも調べて

ます。忘れた子に関しては、学校に予備がありますので、それを渡すというふう

な体制をとってます。 

 それから、先ほど子育ての課長が言いましたように、手洗い、これは一つの教

育だと思います。そして洗ったらハンカチで拭くと、こういうことは、やっぱり

これは必要なことだと思いますし、継続して対応していきたいと思いますし、十

分、食中毒、感染症の対応は学校のほうで、養護教諭、そして担任のほうでやっ

ていただいているんではないかというふうに私は思っております。 

○議長（江守 勲君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（木村勇樹君） 感染症予防の観点から、保健センターとして申し上



 －208－

げます。 

 Ｏ１５７感染予防のための手段としましては、共用の手拭きは使わないという

ことが大前提だということで、やはり各自の手拭きを利用するということを推奨

いたしますし、翠荘においても、来館者の方には推奨、啓発しておりますので、

お伝えだけしておきます。 

○議長（江守 勲君） ２番、上田君。 

○２番（上田 誠君） ありがとうございます。 

 結果的には、そういう一つの案としてですが、要は、トイレへ行ったときなん

かのときに結局そのハンカチが、そうすると、また給食のときもそれと同じハン

カチを使うという場合もあるかもしれんということで、トイレのところにも、例

えばペーパータオルとかそういうものを置いても。全てがみんなペーパータオル

じゃなくて、そういうようなところのペーパータオルが必要じゃないかというこ

とでそういう面を。結局、本人はそれで使い回しになりますから、だからそうい

う面で、できたらそういうところにも必要じゃないかということで、ご提案とい

う形で申し上げました。 

 以上で私の質問を終わりたいと思います。 

 ありがとうございました。 

○議長（江守 勲君） 暫時休憩いたします。３時２０分より再開します。 

（午後 ３時０７分 休憩） 

────────────── 

（午後 ３時２０分 再開） 

○議長（江守 勲君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

 次に、４番、金元君の質問を許します。 

 ４番、金元君。 

○４番（金元直栄君） 私は今回、３つの質問を用意しました。 

○４番（金元直栄君） そうやって言うと皆さんそう言うのかなと思いつつ、いろい

ろ思ってるんですが、日本共産党の金元です。 

 実は、今、本当にことしは暑い日が続いてます。僕はほとんど質問の前に季節

のことを言わないんですが、吉野地区の荒川では蛍が全盛の時期で、教育長さん

やらいろいろ協力していただいている人もいらっしゃるんですが、ぜひね、８時

前後から９時ごろまで、本当にいいですから、この時期、暑さを忘れるつもりで

出向いていただくと。ぜひいらしていただきたいと思います。 
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 それでは、きょうは３つの質問を予定していますが、１つは、第１番目に、地

域包括ケアシステムと地域づくり、その主体はということで準備しています。２

つ目は、幼保の適正規模と適正配置。幼保というのは、幼児園、幼稚園の適正規

模と適正配置への答申から。３番目には、本町の文化財保護行政はどうなるのか

ということで質問を準備しています。どこまで行けるかわかりませんので、きょ

うは早く終わるつもりで頑張っていきます。 

 １つ目ですが、町長の所信の中の地域包括ケアシステムと地域づくりから、そ

の主体はということで質問を準備したんですが、今回の町長の所信を聞いていま

すと、いつになく、いわゆる福祉施策のこの分野のスペースが大きいということ

が気になりました。町長は所信で、地域包括ケアシステムの充実に取り組んでい

ると、いつになく思いを込めて表明したのではなかったのかなと私、思っていま

す。政策としては、かなりの部分を割いて表明しているんですが、その思いはど

うなのか。思いですよ。この思いについて答弁してるんかどうかわからんので、

その点はまず伺いたいと思います。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 今、いろいろなご質問の中でもこの思いを答弁させていただ

いておりますが、本当にこの少子・高齢化というものが、いろいろな推計とかそ

ういった中で大きな課題になってきているというのが、皆さんも肌で感じるよう

になってきているところまで来ているのかなというふうに思います。今まで、地

域包括ケアシステム、また診療所とかハード面、いろいろ整備もしてきましたし、

これからソフト面でも福祉保健課が中心に、また社会福祉協議会の皆様といろい

ろな福祉法人の皆様が一緒になってこれに対してやってきました。ただ、これか

ら本当に、福祉保健部門だけではなしに全町でいろいろ取り組んでいかなければ

いけないなという時代に入ってきたと思います。 

 ただ、町の中でも各課いろいろなコンテンツ、いろいろな事業がある中で、も

ちろんその事業はいろいろな目的のためにやるんですが、その中で、例えば人づ

くりであったり、人とのコミュニケーションづくりであったり、いざというとき

の助け合い、こういったこともしっかりと、そういった社会が来るんだという、

高齢化社会になっているんだということを常に置きながら施策を進めていくとい

うのも大事なときに来たのかなというふうに思っております。 

 あと、もう一つは、先ほども上田議員のときに申し上げましたが、実はこれも

行政だけで、また地域だけで、どこどこの団体だけで取りかかれることではあり
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ません。ずっと防災についてもいろいろやってきましたが、よく似ているところ

があるなと思います。自助、共助、公助、協働とか、いろいろな言葉があるわけ

なんですが、防災についても、防災の基本中の基本は、まずは自分の命は自分で

守らなければいけない、そして地域が支え合う、そして公、またいろいろな形で

助けていく、支えていくというふうな形になります。この福祉についても、一人

一人が認識を持っていくということが大事かなと思ってます。 

 きょうの新聞でも、これからの高齢者社会、財務省の発表でしたが、２，００

０万円はやっぱり蓄えが欲しいとか、そういった時代になっている。これは裏を

返しますと、年金とか社会保障だけではなかなか生活することが厳しいですよと

いうのを国が認めたのかなというふうなこともあります。一つ一つ、やはり認め

ながら、そして、どういうふうにその立場立場で支えていけるかというのも大事

ですし、もう一つは、高齢者のこれからの生活に目を向けていく中で、それを支

える若い世代、生産年齢の世代を、じゃ、どういうふうに支えていかなければい

けないのかというのも大きな課題になってくるのかなというふうに思います。 

 デンマークでは子育てとかそういったサービスは、もちろん社会保障とか税金

は高いんですが、それもみんな行政がやるよという国もあるみたいです。ただ、

日本の一億数千万人いるこの規模ではなかなかそれも難しいですし、どこの国も

経験したことのない少子・高齢化というのが日本に訪れようとしておりますので、

これを、早いうちからいろいろなことを考えていけば、いろいろそういった体制

をつくっていけば、決して悲観するのではなしに、共生社会、みんなが支え合え

る、そういった社会をつくっていくことが大事かなと思っておりますので、そう

いった意味で今回、地域包括ケアシステム、これまでもやってきましたが、さら

にもうちょっといろいろな視点でやっていく、そういったことをこれからさらに

取り組んでいきたいというふうに思います。 

○議長（江守 勲君） ４番、金元君。 

○４番（金元直栄君） 町長の今回の所信表明でも表明した内容が、いわゆる待った

なしの課題、これに対して、町長自身も一つ、今までの捉え方とは一ランクアッ

プした形でこれに臨みたいという姿勢で捉えていいということですね。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） はい。そのとおりだと思います。 

○議長（江守 勲君） ４番、金元君。 

○４番（金元直栄君） いや、ここは大事なところなんで。 
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 ちょっと内容に入りますが、町長の挨拶の内容から見てみますと、具体的に聞

かせてもらいたいことがあります。「支え合いの地域づくり事業として」という

表現をとってるんですね。この事業の意味はどういうことなのか。 

 また、地域包括ケアシステムの充実に取り組んでいると言うが、本町のその到

達をどう見ているのか。今やっている、例えば地区別説明のことを言っているの

か、どの程度の到達と見ているのかも含めて、少し感じるところがあれば示して

いただきたいと思うんです。町長だけでなしに担当からでもいいですが。 

○議長（江守 勲君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（木村勇樹君） 支え合いの地域づくり事業ですが、これは平成２８

年度から介護保険事業のほうで取り組んでいる生活支援体制整備事業のことで

す。名称自体がちょっとわかりにくいというところから、支え合いの地域づくり

協議会という協議体を立てておりますので、こういった事業で町長は所信表明さ

れたということを思っております。 

 ここに、生活支援コーディネーターということで、地域支え合い推進員を１名

配置しております。地域包括支援センターのほうに配置しております。２８年度

から第１層の協議体の開催、地域座談会、それからまちづくり講演会を開催して

おります。協議体のほうには、区長会長さん、それから商工会の事務局長さん、

シルバー人材センターさんなども参画いたしておりますし、まちづくり講演会に

おきましては３月に開催させていただきまして、地域の方も多くご参加いただき

ましたし、川崎議員さんなんかも感銘を受けたということを思っております。こ

れら地域への周知が進み、それから住民のほうも動き出しが始まれば、第２層の

協議体というところへ進めていきたいなと思っています。 

 この事業の覚悟については、行政、それから社協、それから地域の皆さんがど

う考えるかによって大分進みぐあいも変わってきますし、全国においてこういっ

た取り組みをしているというところです。ただ、温度差もありますし、地域性も

ありますし、進みぐあいはかなり差が出ているようです。 

 この事業の最終的な目標としましては、総合事業のほうでも進めておりますが、

地域の特性に合った介護保険サービス、それから在宅サービス、国の制度にない

サービスを地域の中でつくり上げていくというところが最終的な到達点かなとい

うことを思ってます。 

 現在の地域包括ケアシステムの到達点はというお尋ねもありました。感覚とし

ては道半ばであるということです。医療面、介護面のハード的な体制は整ってき
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ておりますけれども、従事する職員の不足というのも課題として挙げられます。

今後とも厳しい状況にあると思いますし、生活支援体制整備、支え合いのまちづ

くり事業、それから介護予防の普及においても、前段答弁差し上げましたけれど

も、まだまだ周知も実施も少ないと、十分ではないということを痛感している状

況です。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） ４番、金元君。 

○４番（金元直栄君） 聞いていますと、かなり答弁のほうが先には行ってるような

感じはするんですが、介護、医療、保健、福祉といった専門的サービスの地域基

盤を維持、強化するということは、いわゆる行政の仕事、責任ということで捉え

ていいんだろうと思うんですが、この分野で、診療所の開設については町長も触

れられていますけれども、これは本当にこの一歩は、本町の現状から見ても私は

評価できると思っています。課題は今後の役割と診療所の活用だと思うんですが、

それに大きいのがやっぱり行政のかかわりではないかと私は思っています。 

 先ほどもいろいろ取り組みの状況、到達では道半ばと言われましたが、町長が

示した町長の認識との間には、ちょっとやっぱり現下の実態との間に差があるん

ではないか、それをどうして具体的に埋めていくかというのが今度の大きい課題

になるんではないかなと私は思っているんですね。そこをどうしていくのか、そ

の辺はどう考えているんでしょう。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 福祉保健課、いろいろなところでやればやるほど、本当に道

半ばと感じるところもありますし、今ほど答弁にありました課題、この計画とか

こういうのをやりますよというのは結構あるんですが、実際やることによって、

住民の皆さんの反応であったり、人手不足であったり、いろいろなそういったこ

とが出てきております。 

 私が今回、共生社会とかいろいろこういう地域包括ケアをしっかり取り組んで

いくという中では、そういった課題をどういうふうに解決していくか、ただやっ

て、課題があるのにだらだらといくのではなしに、どういうふうに解決していっ

たらいいのかというのを福祉保健課のみんなと、また役場の職員の皆さんと、ま

た地域の皆さんと一緒に聞いていく、つくっていくということが大事かなと思っ

ております。金元議員はどういったイメージを持たれているかはあれですが、防

災講座をやったような形でいろいろな声とか、また理解、そういったことを住民
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の皆さんと話をしながらできればいいなと思います。また、いろいろな話を聞く

中で、また新たな課題とかそういったこともいただけるのかなというふうにも思

ってますので、やっていきます。 

○議長（江守 勲君） ４番、金元君。 

○４番（金元直栄君） 今、町長の話を聞いていますと、この中にもあるんですが、

いわゆる住民同士の地域における共助、つまり支え合いの地域づくり、それをみ

んなで取り組みたいということではあるんですけど、いわゆるここにおける行政

の役割というのがどこまで明確になっているのかなと、体制的に。そこが僕は課

題ではないかなと思っています。 

 特に、地域づくり推進員という言葉が出てくるんですが、これは大きな今度の

目玉ではないかと私は思ってるんです。でも、現実的には地域包括支援センター

の職員に、つまり、町の職員でない、社協の職員に委託されてるわけですね。じ

ゃ、それで行政が責任持って、本当に地域づくりを進める大きなかなめの役割を

その人に果たしてもらえるかどうか。特に地域包括支援センターというのは仕事

の量が多いところで有名です。どうもいろいろお話聞いてると、役場の職員でな

い、役場ではない、行政でないというところで、社協の職員がやってるというと

ころでやっぱりちょっと深入りできないというんですか、押し切れないところが

あるような話をちらっと聞いています。そんなことを考えると、町として、例え

ば地域包括センターへ委託しているけれども、それをサポートする体制としてど

うなのかが一つ。 

 もう一つは、私は、地域包括支援センター、社協への委託については、ここに

あったのをぜひ本庁へ、できたら直営でやってほしいということを言ってきまし

た。でも、今、いろんな仕事の内容、責任を見てみると、僕は、地域包括支援セ

ンターは町が直営でやって、そこへ社協のいろんな能力を持った人たちを派遣し

てもらう、町からも派遣するという体制をとっていくべきではないかなと私は思

ってるんですが、そういうことで責任をどう果たせるようにするのか。その辺で

はどう考えてますかね。 

○議長（江守 勲君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（木村勇樹君） 地域包括支援センターの業務が多忙というのは間違

いないことだと思いますし、生活支援コーディネーターさんの配置については、

従来からの増員という形で対応させていただいております。現状としては、ほぼ

専任という形の認識の中で動いていただいているところでございます。 
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 委託か、それか直営かというところではさんざん議論させていただきましたけ

れども、専門職の配置という観点から、平成２５年からたしか委託ということに

なっております。社会福祉協議会においても、それから永平寺町においても、と

もに社会福祉を推進するという観点は同じでございます。よくよく申し上げまし

たが、車の両輪として福祉を推進していくということでやっております。 

 県内の状況を見ましても、実際の中で直営のところもあれば委託のところもあ

りますし、それから生活支援コーディネーターさん、支え合いの推進員さんを市

職員として置いているところもあれば社協さんのほうに委託しているというとこ

ろも、半々の実情だったと思います。今後の推進に当たって、直営だ、委託だと

いうところでは温度差がないように進めていきますし、福祉保健課の担当職員に

おいても綿密な連携をとって課題の共通認識を持って取り組んでおります。 

 先ほど上田議員の答弁の中にも申し上げましたけれども、事業を推進する上で

は、社協さんの小地域福祉委員会、こちらのほうの活用が永平寺町にとっては有

効だということを思っております。第２層、第３層へ進めていく上で、この小地

域福祉委員会の活動を生かせればということは我々も思っておりますので、別々

に活動するということのないように、また永平寺町の施策においても地域のほう

に負担がないように連携しながら進めていくというふうなことを思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） ４番、金元君。 

○４番（金元直栄君） お話聞いてると、いわゆる社会福祉協議会の位置づけの問題

で、ちょっと行政と私には差があるのかなと思うんですね。例えば福井市なんか

で言うと、社協の職員の半分ぐらいは市から派遣しているというわけでしょう、

たしか。ただ、そういう意味では、身分が一定保障されているということで、社

協のやる事業についても行政が責任を持てる体制になっているんですね。 

 ところが、本町の社会福祉協議会については、合併当時、話題になったのが、

いわゆる独立法人、福祉法人としていかに独立していけるか、経営体として生き

ていけるかと。それは、デイサービス事業なんかをやるに当たっては一般の事業

者と同じだということで言っていた面もあるんで。しかし、そうはいっても、現

実的に町が社会福祉協議会のいろんな重要な主要な部門を活用しようとするとき

には、この地域づくりなんかにもあらわされるんですが、どうもやっぱり社会福

祉協議会が全くの別組織という見方というんか位置づけ、責任もそのようにして
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しまうのでは、僕はなかなか難しいんではないかなと。そこは、町長が今回示し

たのは、もう一歩踏み込んで、身分もきちっとした立場で、行政の立場で働ける

ような職員の配置なのかなと。 

 それと、もう一つ。今回のこの提案の中での目玉は、やっぱり地域支え合い推

進員を配置するということなんですが、これは地域包括支援センターにいる人が

そうなんだよという福祉課長からの答弁を聞いて、そう思うんなら僕らの思って

るのと大分違うなと。やっぱり地域で、特に福祉のこういう地域の課題解決のた

めにどうしていくんかということを考えると、僕は、もう一歩踏み込んで町の職

員がどうかかわるかというのは大事なんではないかなと思うんですね。 

 それで、つい先日、福井市のいわゆるやり方が、市の地域担当職員制度４年目

という報道がありました。いろいろ課題はあるみたいです。地域によっても温度

差があるみたいなんですが、でも、いろんな課題を地域の人と担当職員が見つけ

て一緒に取り組もうというところで、やっぱり乗ってきてくれる地域もあるとい

うわけですから、そういう意味では、一つの示唆に富むやり方でないかなと思う

んです。 

 本町もそこへ一歩、単にその推進員を社協の地域包括支援センターの職員とか

地域包括支援センターに委託するだけではなしに、もう少しかかわり方を考える

べきではないかなと思うんですが、その辺は。あと、人数の問題も含めて、全庁

というのは町全体でなしに、この役場庁内全庁で対応するというにはちょっと落

差があるのかなと思うんですが、その辺いかがでしょう。 

○議長（江守 勲君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（木村勇樹君） まず、社会福祉協議会がやるから、行政がやるから

というところでは、私としては温度差はないなと。ともに使命を持ってやってい

るというところでご理解いただきたいと思います。社協さんの活動についても信

用をいただけたらなという期待を込めて申し上げます。 

 それから、全国的な例を見てみましても、社会福祉協議会が中心になっている

自治体もありますし、行政が中心となってやっている面もあります。ただ、こう

いった事業を手がけているある団体の報告によりますと、行政の手から多少離れ

て地域住民が主体性を持って取り組めるというには、行政のほうがもうちょっと

住民を信用して、言い方によりますけど、たまには旗を振りながらこちらだよと

いうご案内、たまには背中を押すというようなお役目を持ったほうが地域として

は進みやすいというような見解もありますので、いいとこ取りかもしれませんけ
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れども、私もそのように思っております。 

○議長（江守 勲君） ４番、金元君。 

○４番（金元直栄君） 社協がやっても町がやっても、それは同じ位置づけでないか

と言うんですが、僕は、捉えるほうは違うと思うんですね。社協の職員ですとい

うことと町の職員ということでは、随分大きな開きがあると僕は思ってます。 

 そこは大事なところで、今回示された内容、方向性については、町としては今

までにない方向性が示されていると、私は町長のそういう所信表明で捉えました。

ただ、その思いに賛同はするんですが、現実としては行政の責任がいまいち明確

になっていないんではないか、体制としても。 

 僕は率直に思うんですが、それに町長らはどう思いますかね、今の体制を進め

る。地域包括センターの職員一人だけというのは、それは僕、担い切れないと思

うんですが。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 福祉保健課に対する仕事のボリュームといいますか、これは

やはりどんどんどんどんふえてきているのも現状です。それもしっかりと認識し

ながら、今、金元議員の提案もありましたが、福祉保健課長のお話もあります。 

 今、全庁的に定員管理を各課からヒアリングをしながら進めて、またこれも議

会のほうにもお示しすることになると思いますが、やっております。その定員管

理につきましても、ボリュームがふえてきている課もありますし、いろいろな計

画の中でこれぐらい増員させてきた、そういった経緯もある中で、議会のほうに

もしっかりと、こういった理由でこうですというのはやっぱりお示ししていくこ

とに、近いうちにあると思いますので、またそのときにいろいろなご意見を聞か

せていただきたいと思うんですが、今回、こういった福祉保健、福祉の分野、こ

ういったところについても、やはり現場の課長の声とか現場の職員の声をしっか

り反映していきたいと思います。 

 ただ、地域包括センターと役場のあり方については、今ご提案はいただきまし

たが、これについても一度この役場内で、来年、再来年はどうなるかわかりませ

んが、こういうふうな方向性で行ったほうがよりいいんじゃないんかという議論

はしっかりと庁内でもさせていただきたいなと思います。 

 今、福祉課のほうに地域包括センターがありますので、その連携の点ではひと

ときよりはよくなっているのかなというふうに思いますし、委託をしているとい

うことは町の直営事業ということにもなりますので、そういった点もまたいろい
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ろあわせて、ちょっと庁内で議論させていただきたいなと思います。 

○議長（江守 勲君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（木村勇樹君） ちょっと申しおくれましたけれども、生活支援コー

ディネーターの配置についてですが、今後の事業の進捗によっては増員をするこ

とも可能になっております。 

 現在、第１層を担当するような感じで生活支援コーディネーターとして包括支

援に配置しているということになっておりますけれども、今後、第２層、第３層

といった支援団体にまで広めていけるようなことになれば、常勤、非常勤という

体制には変化があるかもしれませんけれども、生活支援コーディネーターとして

の増員というのも考えられるなということを思っております。 

 ちなみに、財源としては、介護保険事業の地域支援事業、包括的支援事業の中

で、限りは出てきますけれども、その範囲内で検討したいなというイメージでお

ります。 

○議長（江守 勲君） ４番、金元君。 

○４番（金元直栄君） 地域包括支援センターがこちらに来て、行政との関係がよく

なったというのは、それはいろいろ聞いてます。自治体への、僕らも相談件数が

一気にふえているということを見てもそれはわかるとおりです。僕は非常にそれ

はよかったと思います。 

 委託だから直営だという意味では、わからんわけではないんですが、ある意味、

直営ならきちっと、やっぱり町へ派遣されているなら、そういう身分の証明も含

めて、もっと権限がわかるようにはっきりしたほうがいいんでないかなと僕は思

っています。いろんなことを進める上では、それもかなめになるのではないかな

と思うんです。 

 ただ、地域で組織づくりに入っていきますが、どうもそこがちょっと今のとこ

ろまだ見えてないんですね。自主防災組織みたいにはすっきりしないということ

があるので、もし組織をつくっていっても、持続していけるようにしていく具体

的な施策については、提案については、町長の意気込みは大事なんですが、具体

的なところはどうなのか、そこはちょっとどこかで示していただければ。それは

そういう課題なら課題ということで言っていただければ、僕は、その課題を具体

的にしてくださいと言うだけで終わりますけれども、その辺はいかがなんでしょ

う。 

○議長（江守 勲君） 福祉保健課長。 
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○福祉保健課長（木村勇樹君） 地域に入っての組織のイメージということですけれ

ども、自主防災組織に近いイメージを持っていただければいいなと思っておりま

す。ただ、地域においては防災も、それから福祉も見守りもという、兼務に兼務

ということは、非常に好ましい状況ではないと思ってます。ただ、それだけの人

材が果たして地域に存在するかというところもこれから先の課題になってくると

思います。 

 イメージとしては自主防災組織的な組織が福祉の分野で存在するというのが理

想ですけれども、果たしてそれが一つの地縁団体の中で不可能であれば、ちょっ

と広域的なところも考えていかなくてはならないなと思ってます。状況において

は、その地域地域において組織していく必要も出てくるなということを思ってお

ります。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 今、防災講座をさせていただいております。その中でこの福

祉の支え合いについてもお話をさせていただいて、今からこういうふうな、高齢

化というのはこういうことですよ、こういうふうに支え合いの、防災もそうです

けど、地域の支え合いも大事ですよというのはお話をさせていただいております。

今、こういった組織をというなので、例えば小地域福祉委員会とかが各地区でで

き上がっている。ここには子どもを育ててる子育ての団体とか、みんなが入って

１回考えようという、そういった団体もいろいろな地域で立ち上がってきており

ます。 

 私は、やっぱり防災講座といいますといろんな地域の方が集まってきますので、

その中で訴えて、その中で「もっと小委員会を活発にやったらどうですか」とか

違った形で「どういうふうに、皆さん、支え合いますか」とか「こういうふうに

したらどうですか」とか、また逆に「行政がこういうことをしたらできるんじゃ

ない？」とかという意見を聞きながら、各地域に火をつけていくといいますか、

これからの課題をやっぱりみんなで解決していこうという提起をしながら進めて

いきたいなというふうに思ってます。幸いにも防災防犯講座が年に二、三十回あ

りますので、その中には、去年か１年ぐらい前からは、地域の診療所の件もあり

ましたんで、地域包括ケアについてのお話もずっとさせていただいておりますの

で、そういった形でいろいろ伝えていけたらなと思います。 

○議長（江守 勲君） ４番、金元君。 

○４番（金元直栄君） 具体的な組織づくりにどう入っていくかというところで非常
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に課題が多いと思います。現実的には、言い方は悪いんですが、社協任せになっ

ていないかというところで不安があるわけです。そこは体制も役所ですから大変

です。 

 ただ、相談は受けながら不安はいっぱいでいるというのも、地域包括支援セン

ターの職員の皆さんが思われているところだと思うんですね。ここはぜひ、町長

も今回はかなりのページを割いて表明したわけですから、それはきちっととした

体制をね。副町長も支えに入っていると思っていますので、ぜひその辺は考えて

いってほしいと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（江守 勲君） 山口副町長。 

○副町長（山口 真君） 組織づくりというような話もありました。 

 私、思いますのは、その地域と住民の問題意識をやはり啓発するというか、共

有するというか、そういった取り組みはやっぱり必要なんだろうなというふうに

思います。そういう意味では、福祉保健課だけに任せるというんではなくて、例

えば地域公民館であるとか、あるいは防災講座の機会を活用するというようなこ

とで、もう福祉部門だけの専売特許というよりも全庁的な課題というふうな、こ

ちら側、行政も認識を持ちながら、そして地域住民の皆さんにもそういったこと

を共有していくと、そういう取り組みがこれから必要なのかなと思います。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） ４番、金元君。 

○４番（金元直栄君） 期待しております。ぜひそういう思いを遂げるようにしてい

ただきたいと思います。 

 ２つ目の質問に入っていきます。 

 幼児園、幼稚園の適正規模と適正配置への答申からということで、これ結構細

かく聞くことになるかもしれませんけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

 ３月２７日、町幼児園・幼稚園施設再編検討委員会から町幼児園・幼稚園施設

再編についての答申がありました。きょうはこの答申の中の、まず何点かを確認

したいと思っています。 

 率直に言って、この第１は、結論としてこの答申は何を言いたいのかなと。わ

かりやすく説明してほしいなという、何かぼわーんとしたもんを感じるのは私だ

けでしょうかというのが１つです。 

 ２つ目は、内容からですが、第１は、本町の幼児期の子どもたちをどのように

しようとしているかという点で、以前というか、これまでの町の保育はゆったり
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伸び伸び保育をやっていくんだということをうたったと私は思っているんです

ね。児童福祉法でも、保育を必要とする子がいれば保育所において保育しなけれ

ばならないと、自治体が、市町村が保育所において保育しなければならないとい

う児童福祉法でした。責任を持つということが書かれていたんです。 

 ところが、今回の答申を見ると、これらにとってどうすべきだということから、

大人の都合によるある方向へ誘導する内容になっているんではないかということ

がちょっと私は見えてきているように思います。その一つが、いわゆる答申のか

がみになる部分のところから始まるんですが、「人格形成にとって、なおも大切

な時期である幼児期の教育、保育を行うに当たって」と始まるんですね。至ると

ころで「乳幼児教育・保育のあり方」となってるんですわ。 

 本来、この時期の子どもにとって安心できる場所の提供、これは保育ではなく

て乳幼児教育が先に来るというのが、僕はやっぱり理解できないんですね。つま

り、発想が逆になってるんではないか。これは子どもにとってという点からでは

ないんで、どうも大人の見方から幼児期の保育所のあり方を論じているんではな

いかと私は見てしまうんですが、その辺いかがでしょう。 

○議長（江守 勲君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（吉川貞夫君） まず、答申についてのご質問をいただきました。 

 １点目ですけれども、わかりやすく説明してもらえたらということなんですが、

あくまでもこれは検討委員会が６回の議論を重ねてきた答申でございます。町か

ら諮問しました５項目に対して、それぞれ検討委員さんが真剣に検討いただいた

結果ですので、わかりやすくというか、この内容のとおりだというふうにさせて

いただきたいと思います。 

 議員さんのご質問の中で、大人の考え方に誘導する内容になっているのかとい

うようなご指摘もございましたが、私はそうは思っておりません。検討委員会６

回重ねてまいりましたが、永平寺町の保育の課題、現状等は、全協を通して議員

さんのほうにも資料はご提示させていただきますが、そういう課題と現状等を通

して、それぞれの立場、保育の立場とか保護者の立場とか地域の立場とか、そう

いう立場の方からやっぱりご検討いただいた。それが前提としては、その前段に

あります、子どもたちのためにどうすべきか、将来の子育てをどうすべきか、そ

ういうことを前提にして真剣に議論いただいたということが今回の答申の内容だ

というふうに私は受けとめております。決して大人の都合でこうすべきだとかと

いうことではないというふうに思います。 
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 もう１点、教育と保育という点でご質問ありましたが、昨年、２９年に、いわ

ゆる幼児教育保育の指針である保育所保育指針とか幼稚園教育要領、あと教育・

保育要領ですね。子どもに対するそういう３つの大きな指針がございますが、平

成２９年度にその３つがそれぞれ改定をされたと。その改定があったときにそれ

ぞれ同じような内容に近づいてきたというところで、どれも教育保育というふう

なところを重視した改定になっていると。これは教育が大事か、保育が大事かと

いうのではなくて、教育と保育を一体的に行うことが大事ということがうたわれ

ています。 

 しかし、年齢ごとにおきましては、ゼロ歳児、乳児のときのあり方については

やっぱり保育のほうが主になると思いますし、３、４、５歳児以上になりますと

幼児教育という部分が出てくるということは年齢ごとにあると思いますが、その

教育が先とか保育が先とかじゃなくて、教育と保育を一体的に行うというなのが

今の指針の主な内容だというふうに私のほうは認識しており、検討委員会でもそ

のようなことが専門家の先生のほうからは意見が出されて、委員さん方もそれで

議論をしているというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（江守 勲君） ４番、金元君。 

○４番（金元直栄君） そういう考えならそれで結構ですけど。 

 それについていろいろ言い合うというんでなしに、次に進んでいきます。 

 １ページに入っていきますけど、幼児期における乳幼児教育、保育のあり方と

して１番、その①に「人とのかかわりの中で、思いやりや協力の精神が育む環境、

育つ環境、幼児園、幼稚園は、多様な考えを持った友達と切磋琢磨することで主

体的に学びを広げ、深めることができる施設であることが」というふうな表現に

なっています。幼保で切磋琢磨という言葉は使うんですかというのは、僕は、こ

れはもう異常以外の何ものでもない、取り上げること自体が理解できないという

ことが一つ。 

 それに、主体的に学びを広げる。結果的にそうなっているということはあり得

るんかは知らんですけれども、この世代の子どもにとって、主体的に学びを広げ

るということの表現は、これも異常やと僕は思うんですが、その辺。 

○議長（江守 勲君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（吉川貞夫君） 私も専門家ではないので、あくまでも文章的なこ

とを言いますが、先ほど言いました保育所保育指針とか幼稚園教育要領の改定後
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に何が変わったかということを申し上げますと、これは皆さんにも検討委員会の

第２回目の資料でお渡しはしておりますが、いわゆる子どもたちに育ってほしい

姿、就学前の子どもたちに育ってほしい姿というのが明確になったと。 

 一つは３つの柱、これは小学校に向けですけど、幼児期の教育保育の中で大事

にしているのが、要は５領域、１０の姿というのが明確にされました。これは資

料でお渡ししましたのでまたごらんいただきたいと思いますが、それぞれの領域

ごとに１０の姿の中で、トータルの中で考えますと、やっぱり主体性、人間性、

また感情のこととか表現力、そういうところが重要であると。こういうことを幼

児期の間に育ってほしいというふうなことを目指すと。そういうことを目指す中

で、現場のほうで子どもたちに教育保育をやっていく。そういう環境をどうする

かということについては、やはり一定の集団の中で子どもたちが学び合う。切磋

琢磨という言葉がどうかということはありますが、子ども同士で競い合う。別に

競争じゃないですけど、競い合う。そういうふうな経験を踏まえて、こういう５

領域における１０の姿とか３つの柱、能力とかが身につく。決して保育園や幼児

園、幼稚園の中では、私も現場をよく見に行きますが、先生から子どもたちがこ

うしなさい、ああしなさいということだけを学ぶんではなくて、その子どもたち

同士で学び合う、そういうところが一番大事にされているという点で、現場の保

育士もしっかり保育所保育指針に基づきながら保育のカリキュラムを立てながら

実施しているということとして理解をいただければというふうに思います。 

○議長（江守 勲君） ４番、金元君。 

○４番（金元直栄君） しかし、こういうところに取り上げて表現するのにはかなり

の飛躍があるということは、僕、これを見て感じました。 

 丸２つ目、遊びを通して楽しく学び、小学校への生活へスムーズに移行できる

環境なんかが、それを通じて、規律性、協調性、社会性などを身につけられる環

境が確保されることに必要。何か型にはめるような子どもの成長を期待してない

ですか、表現から。 

 さらに、３つ目は……。３つ目はちょっと別にまた言いますか。 

 いかがですかね。 

○議長（江守 勲君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（吉川貞夫君） 型にはめるとか、そういうことでは決してありま

せん。あくまでも、子どもたちそれぞれをいかに成長を導くかということが大事

であって、こういう子どもに育てなきゃいけないとかそういうことはありません。
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また、そういうふうに、うち、永平寺町の保育がなされてるような見方をされる

と、ちょっとそれは保育士に対して申しわけないかなという思いはあります。 

 この検討委員会の中では、保護者の方にもアンケートをとらせていただきまし

た。その結果の中でも、我々も保護者が求めているものはそうだなと思ったのが、

幼児園、幼稚園で身につけてほしい能力とかそういうこと、求めるものについて

ありましたが、やっぱり一番多かったのが友達との協調性が非常に多かったです

ね。次にコミュニケーション能力、あと自立心とか道徳心、こういうなのが、や

っぱり保護者のニーズが求めているというところも踏まえた上での検討の結果だ

というふうに私は認識しております。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） この答申につきまして、誤解があるのかどうかはわかりませ

んけど、決して役場がつくった答申ではありません。役場が誘導してまとめても

らったという答申でもありません。ここのメンバーもご存じのとおり、仁愛大学

の松川先生はいろいろな幼児教育に、先生を育ててこられたり、子どもたちの状

況を見た方、そして園の先生、また地域のＰＴＡの方々も、もちろん議会の皆さ

んも入っていただいてますし、地域の方も入っていただいて、その皆さんが、じ

ゃ、永平寺町の子どもをどういうふうにしたら生き生きと行けるのかという、い

ろいろな……。６回やったかね。 

○子育て支援課長（吉川貞夫君） ６回です。 

○町長（河合永充君） ６回集まっていただいて、またワークショップで言いやすい、

会話ができやすい環境をつくっていただいてまとめていただいた答申になってま

す。決してその答申の中には、役場がこういうふうにしてほしいとか、こういう

ふうに役場は求めているとかというのは、もう一切それは排除した中でやってま

す。 

 言葉の使い方とかいろいろあると思いますが、決してそこに入ってた皆さんは、

子どもたちに競争をさせようとか、管理の中でどうしようという視点ではなしに、

子どもたちにとって、そしてまた地域にとってどうしたらいいかという中でこの

答申をまとめていただいたなと思っておりますので、その点ご理解いただきたい

なと思います。 

○議長（江守 勲君） ４番、金元君。 

○４番（金元直栄君） 町長言われたのはようわかるんです。これはそういう委員会

がまとめた。ただ、行政の意向がそのまとめる中で入っていないかというのは、
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思いとしてはあります。いろいろやってきた中でね。それは長い経験の中ではそ

うだったんだろうなと。 

 ただね、何で僕は今回細かく言ったかといったら、その次の次に出てくるんで

すが、いわゆる一クラスの適正人数、３歳児で２０名という話が最初出てきまし

た。これは保育士の配置基準ということで基準とはなっていないと言うんですが、

これは実際は非常に曖昧な基準なんですね。根拠がないんです。じゃ、外国の保

育士から見ると、この状況をどう見ているかといったら、日本の保育は羊飼いだ

と言うんです。個性が一つもない。集団で行動させる。これをどうするかという

のが、僕は、次の、今回質問を用意しているわけではないですけれども、後から

ちょっと触れたいと思うんですが、いわゆる不登校の問題。 

 この間、「クローズアップ現代」、ＮＨＫの。そこでやっていたんですが、今

では予備群というんか、そういう人たちも含めると義務教育の不登校者は４４万

人、８人に１人だそうです。３０日以上休んでいるのが１１万人ということで、

３２人に１人ですかね。だから、そういうことを見ると、これは大変だというこ

とも含めて、そこはちょっと十分今考えなあかん。本当に子ども一人一人に視点

を当てた保育をどうしていけるのか。 

 それで、僕が③番目に書いたのは、保育者、保育者というのは保育士ですねと、

園児、保護者が十分にコミュニケーションを図りながら、ともに成長をできると

言うんですが、保育士にそんな時間が、こんなにたくさん子どもがいるととれな

いというのが、これはどこでも言われているんですね。よっぽどのスーパー保育

士とか、経験豊富な保育士でないとまともな時間に帰れませんわ。学校の先生も

同じです。本当に個々の園児に目を向けて保育できているのかというところで非

常に大きい課題になっているというのが大きな課題ですし、そういうところで本

当にめげていく。何Ｋ職場といいますけれども、そういう職場としても例えられ

ている状況があるくらい。それは何やといったら、保育士一人に対する面倒を見

なあかん子どもの数の問題が最大だと言われています。だからそこは十分考えて

ほしいなと思うんです。 

 それで、ちょっと先へ、いろいろごちゃごちゃ言ってしまってなかなか大変な

んですが、僕、一クラスに２０……。いや、私の考えのほうが、質問するのが。

一クラス当たり３歳児で２０名当たりということが出てくるとね、子どもの数が

少なくなっている周辺地域では非常なプレッシャーになります。このことも十分

考えていく必要があると思います。というのは、示した数字は必ずひとり歩きす
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るということです。ここは十分押さえて答申をつくっていただいたんかなという

ところでは、僕は非常に心配です。 

 もう一つ。例えば、園の中にいる子どもの数が少なくなってくると親は不安だ

という人が多かったと言うんですが、今後、保育園がどうなるかというところで

不安なのか、それとも子ども個々の保育について不安なのかというのがわからん

です。ここも大事なんです。だからそこらを見ていくと、本当に子どもの保育上

望ましいあり方というのは、子育て支援のまちとして標榜している本町ですから、

僕は、やっぱり独自の特色ある、本当にゆったり子どもを保育されている状況を

つくっていく必要があると思うんですね。その辺はどうなんですかね。 

○議長（江守 勲君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（吉川貞夫君） まだ検討の始まりなので、具体的に少ない園はど

うかというような議論はちょっと公開はできませんが、２２という人数からしま

すと、今現状の幼児園、幼稚園をからすると、３歳以上、２０人いる園というの

は大体、５園が２０人で大体見てますね。あと残りの５園が１０人前後の、１園

は極端に少ないですけれども、１０人以下の園でやっていると。 

 先ほど議員さんもおっしゃいましたが、町長も申し上げましたが、この検討を

する中においては、園の現状も踏まえて、その現場の園長先生もメンバーに入り

ながら、しっかりした保育をするため、教育保育をするためにはどうあるべきか

ということの意見を申し上げながら取りまとめた答申ということです。人数が多

ければ目が行き届かないということじゃなくて、逆に一人一人に目が行き届き、

なおかつ集団で学び合う中での人数というところで出た人数というふうに私のほ

うは理解をしています。 

 それだけはご理解を願います。 

○議長（江守 勲君） 山口副町長。 

○副町長（山口 真君） ちょっと視点を変えてしゃべらせてもらいますと、この間、

公共施設をずっと回って状況を自分の目で見ようということで課長と行ったんで

すけれども、その中で西幼児園へ行きました。西幼児園は定員が９０名だそうで

す。今預かっている子どもが１０３名。何かそういう状況なんです。もう定員を

超えて預かっている状況が一つある。もう一つ、ある園は定員が１４０名の園が

ありまして、そこは今六十何名ぐらいなんです。７０名の半分を切っている。そ

ういう状況が一つあるんです。それらのどの施設にしても３０年以上経過した施

設なんですね。 
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 こういう状況のままでいいのかというと、やはり町としては、どういったバラ

ンスで、あるいはどういった環境で子どもたちに提供するべきかということを考

える必要があるだろうということですので、そういった面も考慮に入れながら、

まだどう適正配置をするかという結論は出しておりませんので、そういった視点

も踏まえながら考えていきたいなというふうに思っています。 

○議長（江守 勲君） ４番、金元君。 

○４番（金元直栄君） 園の子どもの数についてはちょっと聞いて、それはそれで参

考になるんですが。 

 その古い園の問題です。西幼児園ですね。ゼロ歳児保育で預かる施設がないか

らプレハブで対応というのを、２０年ぐらい前ですかね、やったのは。それくら

いでないかと思うんですが、そういうことを考えると、西幼児園については清流

地区の問題もあって、前から何とかせなあかんということで定数をふやしたはず

です。もっと少なかったのを、７０ぐらいを９５にしたんでないかなと思うんで

すが。当時もプレハブで対応したと言うけど、根本的には、外から見れば外観は

大変です。行政がきちっとした形でやっぱりゼロ歳児保育の施設を充実してこな

かったというのもあるんですね。だから、新しい施設で対応したというのはなか

よしだけですから、そういう意味では、そこは行政の、言葉は悪いですが、怠慢

が現在に至っている面もあると。もっと僕らも積極的に提案しなかったというの

もあるのかも知らんです。 

 ただ、清流地区については、保育園用地として行政がきちっと確保した地面も

あるわけですから、どう対応するかというのは、これは行政の対応にかかってい

ると。僕はそれは判断次第だと思っているんで、そこだけはちょっと言っときま

す。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） ゼロ歳児もこの１０年で、本当に最初は数人から始まって、

今は５５名のゼロ歳児の方も預かっております。大きく子育てのそういった支援

の環境も変わってきている中で、おっしゃるとおりです。本当に地区によっては

ゼロ歳の子が入れない、違う地区に行ってくださいという、そういった状況もあ

りました。去年かおととしも、よしの幼児園でゼロ歳を預かるという。あのとき

にも私申し上げましたが、これはあくまでも仮の処置です。根本的にこれからの

新しい永平寺町の子育て環境、また幼児園の環境をどう変えるかという一つの流

れで今回のこの適正配置の諮問をして、今、答申を受けてやっていこうというふ
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うに進めています。 

 本当にこの一つの永平寺町でも、先ほど副町長申し上げたとおり、環境が全く

変わってきているというところもあります。また、いろいろなお話を聞きますと、

答申を受けたのでこれは私が聞いた話なんですが、保護者にとっては、やっぱり

大きい園に入れたいという方もいれば、小さい園で育てたいという、そういった

いろいろなニーズがあるのも聞いております。 

 そういったのをあわせて、先ほども答弁しましたが、いろいろな答申を受けて、

町としてのシミュレーション、この答申が言ったように、２０人の園の数でやっ

たらどういった影響が出るのか、うちの町のここのエリアでは２０人じゃなしに、

これぐらいで地域とのつながりを大事にしたほうがいいんじゃないんかとか、今

混んでいるエリアでは、ゼロ歳児の今の仮のようなのではなしに、ゼロ歳児、乳

幼児をどういうふうに預かったほうがいいのか、そういったことを１回いろいろ

な形でシミュレーションさせていただきたいなと思います。このシミュレーショ

ンをすることによっていろんな議論が生まれると思います。その中で、皆さんの

議論を交えながら、庁舎内でも、また議会とも交えながら、じゃ、永平寺町の子

育てはこれでいこうというふうに、やっぱりしっかりしていきたいなというふう

に思っておりますので、決して役場主体でこういうふうに持っていこうとか、そ

ういったことはありません。本当に今回、先ほど言いましたけど、答申、諮問を

いただいた皆さん、本当に真剣に子どものこと、地域のこと、いろいろなことを

考えながらまとめていただいた答申ですので、この答申を大事に、やっぱりして

いきたい。ただ、シミュレーションはさせていただいて、本当にこの永平寺町に

合うかどうか、これをやっていきたいなと思います。 

○議長（江守 勲君） ４番、金元君。 

○４番（金元直栄君） 担当課長がその再編の内容について余り多くを語らんという

のがあるんで、いろいろ食い違いも出てるんかもしれないということは、一言、

前置きとして言っておきます。それは私の感じですから、皆さんどう感じている

かは別です。 

 一クラスの問題にちょっと戻りますけど、例えば３歳児で２０人、それ以上は

もう少し、国の指針では３０人ということで、４歳児、５歳児はなっているんで

すね。 

 ただ、最近、学校の問題でもそうですが、そのついてこれない子どもが出てく

る要因、その大きな要因の一つに、同じことを同じペースでやらせること。やっ



 －228－

ぱり子どもが多くなればなるほどそういう傾向になるんですね。ここは日本の場

合、効率をやっぱり重んじて、経費の問題なんかを含めて、そこは余り目を向け

ていないところなんですね。だから本当に、こんなことを言うと、大人の都合で

そういう方向に持っていっているというのが実際、やっぱりあると私は思ってい

るんです。本町の場合、周辺地域の園なんかは子ども数が少ない。やっぱり先生

なんかとの、いわゆるいろんなやりとりが濃くなりますから非常にいい環境やな

と思っています。多いところでは、保育士さんも大変やろうけど子どもも大変だ

なと思って僕は見ているんですが、そこは私のことだけで感じてもらえばいいん

ですが。 

 ただ、幼児園、幼稚園の現在の設置状況を見ていると、アンケートではそれな

りの子の数、規模を求める親が多数だということを示しているということが書い

てあるんですが、だとしたら、保育園とか学校、それなりの規模の学校等へ通わ

せないのはどうしてか。今、高校は割と自由になっているはずでしょう。保育園

は自由ですから。どうして行かないのか。それは、保育士の設置という元来の位

置づけ、意味づけに大きな要因があるので、特に幼稚園や保育園は親の送迎が条

件となることからも、どこへ連れていってもいいはずなんですけれども、やっぱ

り身近なところへ預ける。それは、保育園設置の目的がそういう目的やったから

でしょう。わざわざ遠いところへ預けに行く人は、特別の教育を求めている人と

か、早期教育とかね。そういうことになっていくんではないか。そこは大事なと

ころなんで、そこはぜひね、現実的にはそうなっていないのは、やっぱり親は地

域も含めて身近なところで保育してもらいたいという願いがあるからそうなるん

ではないかと私は思っているんですが、その辺どうなんでしょうね。 

○議長（江守 勲君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（吉川貞夫君） 現在の幼児園の入園の際に、今議員さんおっしゃ

いましたとおり、基本的にどこへ行ってもいいというか、制限は建前上はしてい

ないんですけれども、実質上、やっぱり園児の地域的な子どもの数のバランスが

崩れているとかそういうこともありますので、一応内々的にはこちらのほうとし

ては、幼児園については今現状は、住んでいる小学校区内の幼児園にというふう

な、内々はお願いをしています。 

 中には、永平寺の人でも松岡の園にというふうなご希望もありますが、現在、

松岡の地域的にも、さっき副町長おっしゃいましたように、西幼児園なんかも定

員を超えて預かっているという状況もありますので、地域で行き来しちゃうとそ
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の地域に入れないということもありますので、内々にお願いとしては、その小学

校区にお願いしているというふうなところがあるのも、一つの身近なところに行

っている要因かとは思います。 

 ただ、ここのところはまだアンケートの中ではそこまで読み込めることではな

いのかもしれませんが、通勤の関係とかそういうような関係上、やっぱり保護者

の考えとしては、通勤途中の便利な園に通わせたいということを思っている親も

いるかもしれません。これは、済みません、検討委員会の中でそういう議論があ

ったということで申し上げているんですけど、だから、今議員さんがおっしゃい

ました、身近なところに行っているというところは、そういう要因としては、う

ちのほうから内々にお願いしているということも一つの要因だというふうに認識

してもらえばいいのかなというふうには思います。 

○議長（江守 勲君） ４番、金元君。 

○４番（金元直栄君） この問題では大分最後になってきましたけれども、やっぱり

一方で、施設の古くなってきてなかなか建てかえられない、増設してこれなかっ

たという反省が私の中にもあるんですね。そういう中で、一方では、大人の施設

には、これは無駄や、もう取り壊したほうがいいというのをやっぱり残してきた

り金かけたりしてきているんですね。それとの関係で言うと、どうして子どもた

ちの声なき声に対して、行政はもっと子どもの成長に視点を当てた保育制度をや

りますと宣言しないのか。ここは大事だなと思ってるんです。 

 特に、本町の場合、子育てを標榜していることもあって、町独自の保育制度を

やっぱりつくっていく、そういうことを積極的に行政として提案していくことが

まちづくりの大きな柱になっていくと私は思ってます。そこは十分考えてほしい

と思うんですが、その辺いかがでしょう。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） まず、私が就任しまして、そのときにまず最初にさせていた

だいたのが各園の安全チェックをさせていただきました。その中で、Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄ、Ｅ……。Ｄまでやったけ？ 

○子育て支援課長（吉川貞夫君） Ｄまで。 

○町長（河合永充君） Ｄまで。Ｄ判定というのを全ての園をチェックして。それは

なぜかといいますと、被害はなかったんですが、ある園の天井が抜けたという事

例がありまして、「それ、どういうふうにチェックしたの？」と聞いたら、園長

がチェックしたということを聞いたんで、それではだめだということで、もう１
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回全部の園を専門の業者さんに見てもらう、そういった指示をしましてＡ、Ｂ、

Ｃ、Ｄの判断が出まして、Ｄについてはすぐ、１カ所だけだったんですけど、松

岡幼稚園やったですかね、そこは補正ですぐ直させていただいて、その後は、今

度は計画的に改修をさせていただいております。この改修も再編とか新築とかの

以前に、まずはそこにいる子どもたちの命を守るのが私たちの責務だという思い

でやっております。この計画をやっておりますのは、もう一度、この新しい子育

ての環境をどういうふうにつくっていこうかという中で、今回これがまとまって

きますと、またひょっとしたら新たな投資が生まれてくる、新たな予算が生まれ

てくる可能性もありますし、そういったのはやっぱりしっかりとやっていきたい

なというふうに思います。 

 ただ、今回いろいろ、このアンケートでも、この再編が必要なのかどうかとい

うアンケートの結果で、今は必要ないけど、そのときが来たら必要だと思うとい

う方が結構いらっしゃると思うんです。ただ、私たち行政でいろいろ、これから

の今の状況とか将来の推計とかを見ていますと、なかなか本当に子どもの数が減

ってくるという、そういった現状もあります。こういったのもあわせてどういう

ふうにしていくかという投資は、やはりしていかなければいけないなというふう

に思います。 

 そしてもう一つは、子どもの数は減ってきていますが、僕らが子どものころは

３歳ぐらいから保育所に行ってという形でしたが、今は本当にゼロ歳から受け入

れているという、そういったニーズもありますので、そういった面もしっかりと

考えていきたいなと思います。 

 最初の共生社会のご質問でもありましたが、高齢者をこれから支えていくとい

うときには、やっぱり働く世代、生産世代のいろいろな子育てサービスであった

り、そういったのを行政が支えていくことによって働きやすい環境もつくってこ

の好循環をつくっていくというのもありますので、子育てについては、本当に高

齢者の皆さんを、回り回っていいバランスになっていく中で大事な行政サービス

だと思っておりますので、この辺はしっかりとやっていきたいなというふうに思

っております。 

○議長（江守 勲君） 財政課長。 

○財政課長（川上昇司君） 今ほどの発言の中に公共施設の関連のような趣旨の発言

がありましたので、ちょっと公共施設再編の担当のほうから申し上げさせていた

だきます。 
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 ご存じのように、公共施設につきましては、行政サービスの向上や政策的に必

要とするものであり、取り壊しや新設につきましては、その都度都度、議会にも

ご相談申し上げ、ご協議をいただき、決定をさせていただいてきているというの

は周知の事実だと思っております。 

 公共施設等総合管理計画では、本町の保有する施設のうち、小中学校、幼稚園、

幼児園だけで、全体の床面積の４２％余りを占めております。これらに関しまし

ては、ご存じのように、長寿命化計画を策定され、所管において施設再編検討委

員会を立ち上げ、検討協議をなされているというのは、以前からもご説明させて

いただいたところであります。 

 また、今ほどお話ありました大人の施設とおっしゃるようなその他の施設につ

きましては、今年度、第２期公共施設再編計画を策定いたします。町民の利便性

や行政サービスの維持向上に欠くことのなく、また一方では公共施設等総合管理

計画との整合性を図り、この再編計画を公共施設等総合管理計画の個別施設計画

として位置づけ、床面積の縮減を念頭に置きながら取り組んでまいるところでご

ざいます。 

 今月１５、１６日には、庁内全所属長による施設の２０カ所の巡回を実施した

ところでございます。他方面からの意見も踏まえ、慎重に協議し、再編計画を作

成してまいりたいと思いますので、ご理解をよろしくお願いをいたします。 

○議長（江守 勲君） ４番、金元君。 

○４番（金元直栄君） 今の町長、財政課長の内容については、あれこれ言わずに、

触れずに行きます。 

 実は、町長の保育園等の施設の、いわゆるチェック、それからどうしていくか

という方向性を示したことについては僕は評価しています。なかなか忘れられて

いくという分野でもありますから。ただ、そうではあっても、いわゆる今回の方

針で進めようとするときには、この答申について、やっぱり一言、一言だけでな

しに十分言っておかないといけないなと思っているところです。 

 ただね、僕、何でこんなことを言うかといったら、今、集団化、集団化と、子

どもの協調性やとかということでよく言われますけど、実は５月３０日のＮＨＫ

の「クローズアップ現代」の中で衝撃的な報告があったというのは、さっきちょ

っと触れたんですが、いわゆる不登校は１１万人、予備群が３３万人、実に８人

に１人の子どもが不登校もしくは不登校予備群となっている。学校へノーを突き

つけている根本的な対策が必要だということを言ってるんですね。社会全体で考
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えるべきだと。これ広島県の教育委員会ですけれども、福山市の城東中というの

は、４００人の中学生中、３０日以上休んでいるのが３１人。これ物すごいです

ね。隠れ不登校も多数いる。ここでやっているのは、広島県はその前に問題にな

ったのは、給食時間１５分。短過ぎるというのが全国ニュースになりました。こ

の学校で注目すべきは、これははっきりわかるんですけど、黙動流汗清掃という

のをやってるんやね。何か聞いたことないですか？ いわゆるその無言状況をチ

ェックしている先生がいるんですわ。 

 実はね、何年か前に私に広島の人から、この永平寺の行き過ぎた、言葉のない

清掃とかそういうことに対して批判の電話があって、視察したいと、批判したい

というのがありました。それは反対に来たって、それはやっているところはそう

単純にいかんでしょうということでやったんですが、どうも聞いていると、永平

寺のその報道を聞いて、まねてやり出したみたいですね。それの第一は何かとい

ったら、学力を求めてです。言うことの聞く子どもにしたいというのがあるんで

すわ。集団と強制。 

 生徒は、学校生活の何を苦にしているか。友達のことや家族のこと、いろいろ

あるだろうと。ただ、２つ以上の理由があるという子が４８％。その４８％のと

ころを１００％にして、うち３５％は３つ以上の理由があるらしいですね。同じ

ことを強制されるのが無理、これはかなり多くの子が言っている。朝の挨拶の強

制、挨拶することがつらい、朝から縛られているみたい。よう見てみると、スト

レスの原因が、学校の細かなルール、学力向上心、教師の多忙化。学校って、逃

げられないような仕組みになっている。同じことを同じペースでやらせる。これ

が、言葉は悪いですけど、落ちこぼれを生んでしまうとか不登校を生んでしまう

原因になっている。先生は、自由にやらせることで好き勝手にやる子が出てくる

んではないかという不安があるというのが報道の中で語られていました。これ聞

いて僕、それが衝撃的でびっくりしましたね。やっぱりこういうところに結びつ

くんではないかなという不安です。 

 小さければ小さい子どものときから、集団化で、協調性や、いや何やというこ

とになると、そこは問題が出てくる可能性がある。ここをね、やっぱり十分考え

てほしいということで、今度の問題、一クラスの人数に焦点を当てた答申という

のは、僕はあり得ないということで質問したつもりでいるんですが、いかがでし

ょう。もし課長か教育長、あれば。 

○議長（江守 勲君） 子育て支援課長。 
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○子育て支援課長（吉川貞夫君） ２０人という数字、非常に議員さんもご指摘があ

りますが、さっき言いましたように、現状でも５園は２０人いるんですよね。い

るんです。それはだめという話ではないと思うんですよ、現実には。その人数の

中で、集団の中で保育教育をしていく、保育士がかかわっていくということがあ

りますが、現状だけ申し上げますと、今の個々の中でも１０園全てにおいて、園

の中にはやっぱりそういうケアが必要な子も当然います。そういうところについ

ては、保育カウンセラーの指導が入ったり、仁愛短期大学の先生が入ったりとか

してしっかりカウンセリングとかはやっています。そういう意味では、しっかり、

うちの永平寺町の現場としては保育がされているというふうな認識で私はいると

いうことだけは申し上げておきたいなと思います。 

○４番（金元直栄君） 別に町長ないですか、いいですか。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 今回もいろいろな議員の皆様からもご意見いただきました。 

 今、何回も申し上げてますが、シミュレーションを何パターンか立てます。ま

たそれで議論をしていただければいいなと思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

○議長（江守 勲君） ４番、金元君。 

○４番（金元直栄君） もう時間が、あと５分やの。はい。 

 ３つ目ですが、本町の文化財保護行政はどうなるのかということで、簡単に。 

 この４月、それまで本町に在籍していた学芸員が退職したこと、さらに旧永平

寺町で学芸員だった人も退職していることから、本町には文化財にかかわる学芸

員はいなくなってしまったが、今後、本町の文化財の保護等にかかわる職員につ

いてはどうなるのか。 

 もっとも、これまで学芸員がどうしてやめてしまったかというのも問題なんで

すけれども、例えば文化財関係事務について、そういう専門職員と短期や長期の

目標、計画など、事務方と共有なんかもされていたのかというところでは非常に

不安があります。というのは、これまでも本町では専門職員個人に個々の課題が

委ねられてはいなかったのかということが、これまでも指摘されたことがありま

した。それの検証もどこかでされたらいいなと私は思っています。 

 これは、今後のことにもかかわるので、方向性についてだけでも聞きたいなと

思っています。いかがでしょう。 

○議長（江守 勲君） 生涯学習課長。 
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○生涯学習課長（清水和仁君） 本年の３月をもって、学芸員の資格を持ち、生涯学

習課の、主に文化財保護業務を担っていた職員が退職をいたしました。退職の理

由は一身上の都合というふうに聞いております。急な退職の申し出によりまして、

専門知識を持ち得た職員の補充もできなかったということで、困惑しながら現在

は業務に当たっているのが現状でございます。あわせて、以前、文化財の仕事も

担当したことのある学芸員資格保有者も３月をもって定年退職をいたしておりま

す。 

 現在、生涯学習課では、文化財保護業務を担当させている職員につきましては、

学芸員の資格保有者ではありますが、文化財について学んできた者ではないと、

ございませんということでございます。 

 専門知識を持った職員がいることは、円滑かつ適正な事務遂行においても大変

有効であると思っております。今後の正規職員または非常勤職員等の採用も検討

していきたいというふうに思っておりますけれども、今回のようにといいますか、

病気療養であるとか退職であるとかといったことで、不測の事態でいなくなると

いうふうな事態も考えられるということは事務遂行に問題が生じるということで

ございますので、他の職員がカバーできるようにするためにも、今年度は、今配

属されている職員の中で経験値を高めながら、ことしは何が今必要なのかを考え

ていくような年にしながらというふうなことで事務をしていきたいというふうに

思っております。 

 しかし、生涯学習課の職員数が昨年より減少してしまっているということ、ま

た文化財の知識、経験が薄いこともあって事務遂行に時間をとられるなど、課全

体として業務遂行に苦慮しているということもございます。こういった状況を緩

和するため、非常勤職員の雇用について、今議会の補正予算に計上をさせていた

だいておるところでございます。また、あわせて、不足する知識部分につきまし

ては、文化財業務の必要に応じて県の生涯学習・文化財課または埋蔵文化財調査

センターなどにも相談をしながら対応させていただきたいというふうに思ってお

ります。 

○議長（江守 勲君） ４番、金元君。 

○４番（金元直栄君） 僕、これまで長い議員経験ありますけど、文化財保護行政を

ちょっと見てみますと、特に本町の場合、前、松井さんという学芸員がいました

けど、来てからいろいろな調査も重なって、いろんな成果もあったと思っていま

す。 
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 特に古墳群の整備に関してはそんな調査が大きかったし、その中で２つだけね、

ちょっとすごいなと思ったのは、一つは、鳥越山を、磁気探査というんですか、

探査したときに、でかい石棺が別のところから見つかって、主体部からでなしに

別のところから見つかって、それに穴があいたということでスコップを入れてみ

たと。中には、遺骨ではなしにミイラ状のものが見られたと。これは発掘したら

全国ニュースになる問題だなと思うんですが、それにもふたをしてしまった。た

だ、一旦外気が入ってますから、カビの問題もあるし、劣化の問題も含めて、や

っぱりどこかできちっとした対応をしとかんとあかんのではないかなというのが

一つでした。 

 もう一つは、北永平寺地区の区画整理事業いわゆる清流地区の区画整理事業で、

観音町の駅を出たところ、椚地区になるんですかね、ここで環濠が見つかりまし

た。いわゆる旧松岡の河岸段丘上は要衝の地であったと、環濠に囲まれた要塞の

ようになっていた時期もあったんではないかということですね。そのことを考え

ると、非常に重要な意味があると思うんですね。 

 学芸員というのは、なかなか募集して、ほいっと見つかるようなことではない

ので、松井さんにしても、たしか前の彼氏にしても途中採用でなかったかなと。

松井さんは途中採用でした。たしか９月ぐらいの採用だったと思うんですが、そ

んなことを含めてね、やっぱり計画を持つ意味でも、どうしていくかという方針

を持つ意味でも、ぜひ早急にそれらの対応を考えてほしいと思うんですね。その

辺どうお考えでしょう。 

○議長（江守 勲君） 山口副町長。 

○副町長（山口 真君） 旧松岡時代のお話ですので、私の知る範囲でといいますか、

知る限りお答えさせていただきます。 

 まず、鳥越山古墳の発掘調査については、おっしゃるように、石棺に穴があい

たということで、急遽、ファイバースコープでの検査といいますか調査をして、

そしてさらにその周りの発掘調査も進めたということです。これにつきましては、

奈良文化財研究所ですか、奈文研の方と相談をして、どのように対応をしたらい

いかということで、奈文研の指導を受けてそのような対応をした。結果、穴を塞

いでもとに戻しましょうということになりました。 

 このように、文化財、特に埋蔵文化財については、基本的な考え方としてでき

るだけ後世に送ろうということで、むやみやたらというのは申しわけないですが、

何でも発掘してあければいいという話ではどうもないらしいです。ですから、開
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発をされるとか破壊のおそれがあるという場合は、きちんと最終的な発掘までし

て、報告書を上げて、その出土品を保管するというようなことをされるようです

けれども、そのおそれがない場合はできるだけ後世に送るというようなことから

そういうことがされたんだろうと思っています。 

 今の学芸員の採用についてもですけれども、たしか松井さんを採用されたとき

も、たしかこの北地区の整備あるいはマエダ工業のあのときにそういった開発な

りそういった事案が出て、いよいよ発掘調査をしなければいけないということに

なったときに、その専門家が我が町にいなかったということで県の埋蔵文化財セ

ンターにお願いをして紹介をいただいたということから、それから採用をして、

それからずっと来ていた。そろそろ松井さんも年齢を重ねてきて後継者も必要だ

ということから、次の方も県に相談をして推薦をしていただいて、非常勤で最初

は雇用をして、その後、職員採用試験を受けて採用したと。そういった、何とい

いますか、その必要があって学芸員の方を採用したというようなことで記憶をし

ております。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（清水和仁君） 経緯は今ほど副町長申し上げたと思うんですけれど

も、私も先ほどいろんな、困ったときとかいなくなったときとかも含めて、今後、

私ども勉強したいというふうなことを申し上げましたけれども、そんな形で、と

にかく今、ことしは職員でやりながら、今までがその文化財の職員に頼っていた

というか、任せっきりと言うと正しくないかもしれませんけれども、そのほかの

職員の知識が薄いというか、そういうような状態で今困っているような状態があ

ります。それを少しでも緩和するといいますか、ほかの職員も勉強しながらとい

うことを含めてことしは頑張っていきたいと。当然まだ知識がない状態ですから、

深くはなかなかできない部分もあるかもしれませんけれども、そんな形で進めて

いくということで、来年以降の採用を考えていくということで、また庁内でも相

談していきたいと思っております。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 議会からも出てますように、学芸員には専門性がございます。

いろんな専門の方、まず学芸員ありきで採用するのではなしに、今、町として何

を調査したいのか、松岡エリアですとやっぱり古墳がメーンになると思いますが、

例えば永平寺、上志比にも、この前の大月での遺跡のあれもありましたし、浄法
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寺地区でも地元の方がいろいろまとめてやっていたり、例えば御陵地区にも、議

員の中からこういったものがあるのをちゃんと記録しといたほうがいいとか、そ

の時代に応じて求める学芸員さんが変わってくると思います。 

 今、生涯学習課では、職員がそういった町の文化、何に重点を置いてやってい

こう、あれもこれもできませんので、やっていくかという検証と、もちろん今ま

で発掘してきたもの、そういったものもしっかりやっていかなければいけないん

ですが、それを職員だけではなしに、例えば埋蔵文化財センター、またいろいろ

な大学とかと相談をさせていただいて方向性を出した中で、ひょっとしたら学芸

員を雇用するのがいいのか、またはどこか大学と一緒に研究してもらうのがいい

のか、いろいろな方面で考えていくことも大事かなと思いますので、まずは課長

申し上げたとおり、方向性をしっかり出して次の方向性を示して、方向性という

言葉が何かちょっと口癖になってますが、そういうふうにやっていけたらいいな

というふうに教育委員会とも話をしています。 

○議長（江守 勲君） ４番、金元君。 

○４番（金元直栄君） これで私の質問を終わりますが、本当に文化財保護行政も含

めて大事な課題です。方向性を示せるような方向を早く示していただきたいなと

思っています。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（江守 勲君） 暫時休憩いたします。 

（午後 ４時５０分 休憩） 

────────────── 

（午後 ４時５１分 再開） 

○議長（江守 勲君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

 お諮りします。 

 ただいま一般質問の途中ですが、本日の会議はこの程度にとどめ、延会したい

と思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（江守 勲君） 異議なしと認めます。 

 本日はこれをもって延会することに決定しました。 

 本日はこれをもって延会します。 

 なお、あす５日は定刻より本会議を開きますので、ご参集のほどよろしくお願

いします。 
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 本日はどうもご苦労さまでした。 

（午後 ４時５１分 延会） 

 


